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第３編 参考資料 

第１章 公共施設等引受基準 
 開発工事により設置された公共施設は、法第３９条の規定により公共施設の設置された市町村の管

理に属することが原則になっていることから、公共施設管理者の定める公共施設に関する基準を遵守

するように指導します。 

 

第１節 各施設共通事項及び土地 
 ⑴ 占用することとなる公共施設（以下「占用物件」という。）の用地は、当該占用物件の維持管理

上支障がない規模が確保されているものであること。 

 ⑵ 占用物件の用地は、当該用地と民地との境界が明確であり、かつ、杭等の境界標で明示されて

いるものであること。 

 ⑶ 用地は所有権以外の権利設定がないものであること。 

 ⑷ 用地及び用地に付属する施設、若しくは工作物が寄附等により市に所有権移転登記が可能であ

ること。 

 

第２節 道路 
 道路法第８条の規定に基づく市道認定の一般的基準及び手続について、必要な事項を定めています

ので、「市道路認定基準要綱」に基づいて土木課が指導を行います。 

１ 一般交通の用及び不特定多数の用に供するものであること。 

２ 起点及び終点が国道、県道、市道のいずれかに接続したものであること。ただし、次の⑴から⑷

までの一に該当する場合においては、袋地状道路（その一端のみが他の道路に接続したものをいう。

以下この項において同じ。）とすることができる。 

 ⑴ 延長（既存の幅員６メートル未満の袋地状道路に接続する道にあっては、当該袋地状道路が他

の道路に接続する部分の延長を含む。⑶において同じ。）が３５メートル以下の場合で、終端部に

自動車の転回広場が設けられており、かつ、避難上及び車両の通行上支障がない場合。 

 ⑵ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続しており、

かつ、避難上及び車両の通行上支障がない場合。 

 ⑶ 延長が３５メートルを超える場合で、終端及び区間３５メ 

ートル以内ごとに自動車の転回広場が設けられており、かつ、避難上及び車両の通行上支障がな

い場合。 

 ⑷ 有効幅員が６メートル以上であり、かつ、避難上及び車両の通行上支障がない場合。 

３ 概ね５戸以上の住宅地を連絡するものであること。ただし、開発許可を受けて設置するものにあ

っては２戸以上とする。また、将来住宅建築が予定されている１区画の土地は１戸の住宅地として

算入し、共同住宅の場合は、登記上区分された当該建築物（予定を含む。）の敷地１区画の土地を１

戸の住宅地として算入する。 

４ 構造が、次の⑴から⑺のうち該当するもの全ての要件を満たしているものであること。 
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 ⑴ 有効幅員４メートル以上で、かつ、舗装道であること。 

 ⑵ 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、１．

５パーセント以上２パーセント以下を標準として、及び歩道又は自転車道等には、２パーセント

を標準として横断勾配を附するものであること。 

 ⑶ 縦断勾配は、９パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる

場合（想定される交通の質及び量を考慮し、特に消防自動車など車両交通の安全上支障のない場

合）は、小区間に限り、１２パーセント以下であること。 

 ⑷ 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかど

は、適当な長さで街角が切り取られているものであること。（片側だけを切り取る、いわゆる「片

隅切り」は原則として認めない。ただし、開発許可を受けて設置された場合は、この限りではな

い。） 

 ⑸ 側溝、管渠等により雨水を速やかに排出できる構造であること。ただし、Ｕ型側溝の場合は、

蓋かけが施されており、その内法幅が３００ミリメートル以上の車輌対応型（車道用）であるこ

と。 

 ⑹ 側溝は、原則として両側に設置してあること。 

 ⑺ 上記⑴から⑹以外にあっては、二本松市市道の構造の技術的基準に関する条例（平成２４年条

例第２６号）による基準に適合していること。 

５ 道路の敷地内に道路管理上支障となる物件がないこと。 

６ 道路の区域は、原則として道路構造物の外側までとする。ただし、盛土法面は法尻までとするこ

とができる。 

７ 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、交通安全施設（昭和４５年政令第３２０

号）を設けてあるものであること。この場合の構造は、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）

及び二本松市市道の構造の技術的基準に関する条例に基づくものとする。 

８ 擁壁が設置されている場合は、適正な強度及び機能を有する施設であること。 

９ 転回広場は次の⑴又は⑵に掲げるものとする。 

 ⑴ 道の中心から水平距離が２メートルを超える区域内において、小型四輪自動車（道路運送車両

法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第１に規定する小型自動車で四輪のものをいう。

イにおいて同じ。）のうち最大なものが２台以上停車することができるものであること。 

 ⑵ 小型四輪自動車のうち最大なものが転回できる形状のものであること。 

※ 道路として市に帰属されたものについて、市道路線として認定をするには、別に二本松市市道路

線認定基準があり、認定の判断は議会の議決を得た上で、道路管理者が決定することとなるので注

意すること。 

 

第３節 排水施設 
１ 公共の用に供することができる開渠構造の排水施設（同一施設で地形等の関係により部分的に暗

渠構造となる施設を含む。）であること。 

２ 放流先が排水路、その他の排水施設又は河川その他の公共水域に接続していること。 

３ 当該排水施設の不可分として、その公共施設等用地が市に帰属されるものであること。  



－６６０－ 

 

第４節 調整（節）池 
 市街化の進展等による流出形態の急激な変化、さらには局地的豪雨の多発による雨水流出量の増大

に対処するため、治水対策の一環として流出抑制施設を設置する方法等がとられています。 

 流出抑制対策として設置される調整池や貯留浸透施設の計画、設計、維持管理にあたっての基本的

な考え方について本市においては指導を行っています。 

 なお、社団法人日本河川協会発行「防災調節池等技術基準（案）」、社団法人雨水貯留浸透技術協会

発行「雨水浸透施設技術指針［案］調査・計画編」及び「雨水浸透施設技術指針［案］構造・施工・

維持管理編」がありますので参考として下さい。 

 流出抑制施設等については土木課において指導を行います。 

１ 開発許可を受けて設置されたものであること。 

２ 開発行為の主たる目的が、住宅の用に供するものであって、自己の居住の用に供する住宅以外の

ものであること。 

３ 調整（節）池技術基準に適合しているものであること。 

４ 当該調整池の不可分として、その公共施設等用地が市に帰属されるものであること。 

 

第５節 公園・緑地・広場 
 開発区域面積が３，０００㎡以上の分譲宅地の場合は、公園の設置が必要となります。公園の位置、

形状、遊具・植栽等の設計について都市計画課が指導を行います。 

 ⑴ 原則として都市公園法（昭和３１年法律第７９号）に基づき計画、配置されたものであること。 

 ⑵ 開発行為の主たる目的が、住宅の用に供するものであって、自己の居住の用に供する住宅以外

のものであること。 

 ⑶ 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準（平成１８年国土交通省令第１

１５号）に適合したものであること。 

  ※ 基準の例 

種類 基準 

出入口 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合は、９０センチメートル以上とすることができる。 

出入口からの水平距離が１５０センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路（その踊

場を含む。以下同じ。）を併設すること。 

通路 幅は、１８０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のない

ものとし、かつ、５０メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所

を設けた上で、幅を１２０センチメートル以上とすることができる。 

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設す

ること。 
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縦断勾配は、５パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、８パーセント以下とすることができる。 

横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、２パーセント以下とすることができる。 

路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

階段 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、この限りでない。 

手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 

回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、この限りでない。 

踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のもので

あること。 

階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場

合は、この限りでない。 

傾斜路 

（ ス ロ ー

プ） 

傾斜路は、階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。 

幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、

９０センチメートル以上とすることができる。 

縦断勾配は、８パーセント以下とすること。 

横断勾配は、設けないこと。 

路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

高さが７５センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ７５センチメートル以内

ごとに踏幅１５０センチメートル以上の踊場が設けられていること。 

手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、この限りでない。 

傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である

場合は、この限りでない。 

 

 ⑷ 有効面積は、１箇所当たり２５０平方メートル以上とし、形状はおおむね正方形に近いもので、

不正形でないこと。 

 ⑸ 公園及び広場は、７割以上が平坦地で、平坦でない部分は１５度以下の勾配であること。 

 ⑹ 緑地は、３０度以下の勾配であること。 

 ⑺ 全体の２０パーセント以上を緑化面積とし、樹木又は芝生の植栽がなされていること。 

 ⑻ 公園施設として都市公園法に定める施設が、公園の目的に応じて設置されていること。 

 ⑼ 出入口が、道路法（昭和２７年法律第１８０号）で規定する道路（有効幅員４メートル以上）

又は通行に支障がない他の公共施設（通行可能な幅員４メートル以上の空地を有しているもの）

と接していること。 
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 ⑽ 雨水を排水する排水溝を独自に設けてあり、公共の排水溝に接続されていること。 

 ⑾ 敷地内にはゴミ置場や工作物等（電柱など）が設置されていないこと。ただし、都市公園法第

７条及び都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第１２条の各号に掲げる占用物件で、

その占用が公衆の公園等の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、市長が必要やむを得ないと認め

るものについては、この限りでない。 

 （参考：都市計画運用指針の都市施設の定義を準用） 

 ※ 公園とは、主として自然的環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション

及び大震火災等の災害時の避難等の用に供する目的とする公共空地（基幹公園、特殊公園） 

 ※ 緑地とは、主として自然的環境を有し、環境の保全、公害の緩和、災害の防止、景観の向上、

及び緑道の用に供する目的とする公共空地（緩衝緑地、都市緑地、都市林等） 

 ※ 広場とは、主として歩行者等の休息、鑑賞、交流等の用に供する目的とする公共空地 

 

第６節 消防水利施設 
 消火栓、防火水槽等の設置について生活環境課が指導を行います。 

１ 消防水利施設の構造は、次の⑴から⑷全ての要件を満たしているものであること。 

 ⑴ 地盤面からの落差が４．５メートル以下であること。 

 ⑵ 取水部分の水深が０．５メートル以上であること。 

 ⑶ 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。 

 ⑷ 吸管投入孔のある場合は、その一辺が０．６メートル以上又は直径が０．６メートル以上であ

ること。 

２ 防水水槽の規格は、次の⑴から⑹全ての要件を満たしているものであること。 

 ⑴ 地下式有蓋のものであり、かつ、漏水防止が完全で水槽の容量が４０立方メートル以上のもの

であること。 

 ⑵ 掛蓋は、全て鋳鉄製であること。 

 ⑶ 構造の主要部分の資材は、「消防施設整備国庫補助対象規格」のものであること。 

 ⑷ 原則として防火水槽専用区画内に設置してあること。 

 ⑸ 防火水槽専用区画に必要な面積は、防火水槽本体の外周１メートル以上の空地を加えた広さと

すること。 

 ⑹ 原則として防火水槽及び防火水槽標識以外の工作物を設けていないこと。 

３ 消火栓の規格は、次の⑴から⑶のうち該当するもの全ての要件を満たしているものであること。 

 ⑴ 消火栓の構造は、日本水道協会規格又は日本工業規格によるもので、呼称６５の口径を有する

ものであること。 

 ⑵ 地上式消火栓は、地下排水装置付、打倒安全装置付及び副弁装置付のもので、地下寸法が１２

０センチメートルのものであり、かつ、配水管の分岐点からの先のすべての材質が、鋳鉄製で専

用仕切弁が設置されたものであること。 

 ⑶ 地下式消火栓は、副弁付（補修弁）装置のもので、配水管の分岐点から消火栓までの材質及び

掛蓋が鋳鉄製のものであること。 

４ 消防水利施設には、消防法施行規則に定める標識が設置されてあること。 
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第７節 ゴミ収集施設 
 ゴミ集積所の設置等については、生活環境課が指導を行います。 

１ 開発行為の主たる目的が、住宅の用に供するものであって、自己の居住の用に供する住宅以外の

ものであること。 

２ 規格は、おおむね長さ６メートル、幅１．５メートルとし、面積は、９平方メートル以上のもの

であること。 

３ 囲いは、道路に面した面を除き高さ０．５メートル程度のコンクリートブロック造等であること。 

４ 底面は、コンクリート舗装等により水勾配がとられているものであること。 

５ ゴミ収集施設の機能を維持するための管理については、市と管理協定書を取り交わした上で、開

発者等が行うものとし、土地に係る所有権のみ市に帰属を受けることとする。 

 

第８節 給水施設 
 上水道等の給水施設については、水道課が指導を行います。 

１ 市が設置する配水施設に接続する施設であること。 

２ 規格及び構造は、次の⑴から⑸に掲げる要件に適合するものであること。 

 ⑴ 日本水道協会規格又は日本工業規格によるものであること。 

 ⑵ 管の口径は、７５ミリメートル以上であり、管種は、水道用ダクタイル鋳鉄管（ＮＳ型継手、

ＧＸ型継手）及び水道配水用高密度ポリエチレン管（熱融着継手）であること。 

 ⑶ 仕切弁は、ソフトシール型であること。 

 ⑷ 空気弁は、急排型とし、口径は、７５ミリメートル以上のものであること。 

 ⑸ その他市長が必要と認める施設を有しているものであること。 

３ 市道、里道及び本要綱に基づき市が引き受けることとなる道路に埋設されているものであること。

ただし、水道事業管理者がやむを得ないと認めたもので、小区間のみ他の公共施設に埋設されてい

るものについてはこの限りではない。（この場合、埋設されている用地の属する公共施設管理者の許

可又は承諾があるものであり、当該排水施設が維持管理に支障がないよう隣接する民地の境界から

隔離された場所に埋設されているものであること。） 

４ 前項ただし書きの公共施設が民地である場合は、水道管埋設用地として、その必要とする用地の

みが登記上明確に区分されており、当該用地に市の地役権が設定されているもの及び維持管理上支

障となるおそれがないものであること。 

５ 他の占用物件との隔離は０．３メートル以上とすること。ただし、水道事業管理者がやむを得な

いと認めたものにあってはこの限りではない。 

 

第９節 下水道 
 開発区域内の公共下水道は、下水道法に基づき生活等に起因した排水（汚水）を有効に処理するよ

う設計することになります。下水道課が指導を行います。又、公共下水道が未供用区域の場合には、

排水（汚水）処理施設を別途設ける必要があります。 

１ 市が設置する公共下水道施設に接続する施設であること。 

２ 規格及び構造は、二本松市安達処理区及び岩代処理区下水道計画区域開発事業取扱要綱（平成１
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７年二本松市告示第１９６号）又は二本松市下水道計画区域開発事業取扱要綱（平成１７年二本松

市公営企業告示第９号）の規定に基づき施工されたものであること。 

３ 市道、里道及び本要綱に基づき市が引き受けることとなる道路に埋設されているものであること。

ただし、下水道事業管理者がやむを得ないと認めたもので、小区間のみ他の公共施設に埋設されて

いるものについてはこの限りではない。（この場合、埋設されている用地の属する公共施設管理者の

許可又は承諾があるものであり、当該排水施設が維持管理に支障がないよう隣接する民地の境界か

ら隔離された場所に埋設されているものであること。） 

４ 前項ただし書きの公共施設が民地である場合は、下水道管埋設用地として、その必要とする用地

のみが登記上明確に区分されており、当該用地に市の地役権が設定されているもの及び維持管理上

支障となるおそれがないものであること。 

（規格及び構造の適合要件） 

  イ 下水道管種は、下水道用塩化ビニール管等外圧に対し、充分耐えられる材質のものを使用す

るものとする。 

  ロ 下水道本管（以下「管渠」という。）断面は、最小口径２００ミリメートルとする。ただし、

接続先の既設管渠の断面が１５０ミリメートルの箇所については、最小口径１５０ミリメート

ルとする。 

  ハ 管渠布設勾配は、流速毎秒０．６メートル以上３メートル以下とする。 

  ニ 管渠埋設の深さは、将来公道となる予定の道路用地に埋設する場合は、市長と協議し決定す

るものとし、その他の道路用地に埋設する場合は、他占用物を考慮し、土被り１．２メートル

以上、他の占用物との離隔は０．３メートル以上を原則とする。 

  ホ 管渠埋設に伴う埋戻し材については、管頂から３０センチメートルまでは、良質土で保護し、

その上部については、切込砕石及び良質土により施行し、道路機能を損なわないものとする。 

  ヘ 載荷重が管の耐荷力を超える場合の管渠の外圧に対する保護については、コンクリート又は

鉄筋コンクリートで巻立てし、保護するものとする。 

  ト 管渠の接合について、管渠の管径が変化する場合又は２本の管渠が合流する場合の接合方法

は、原則として水面接合又は管頂接合とし、地表勾配が急な場合においては、管径の有無にか

かわらず、原則として地表勾配に応じた段差接合とする。 

  チ ２本の管渠が合流する場合の中心交角は、原則として６０度以下とし、曲線半径は、内径の

５倍以上とする。 

  リ 管渠の継ぎ手については、水密性及び耐久性のあるものを使用するものとする。 

  ヌ 管渠の基礎工は、土質に応じ、砂、砂利又は割栗石の基礎を施工するものとし、土質が軟弱

な場合においては、不等沈下のないよう入念に施行するものとする。 

  ル 管理用マンホールは、管渠の基点、管渠の方向、勾配若しくは管径の変化する箇所、段差の

生ずる箇所又は管渠の合流若しくは会合する箇所に必ず設置するものとし、マンホール最大間

隔は１００メートルとする。 

  ヲ 管理用マンホールの種類及び構造については、日本工業規格製品を使用し、マンホール形状

別用途は、次の表のとおりとする。 
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名称 形状寸法 用途 
標準マンホール 内径９０センチメー

トルの円形 
管の起点、６００ミリメートル以下の管の中間点

及び内径４５０ミリメートルまでの管の会合点 
特殊マンホール 内のり６０×９０セ

ンチメートルの楕円

形 

他の埋設物等の関係で標準マンホールが設置で

きない場合 

小型マンホール 内径３０センチメー

トルの円形 
他の埋設物等の関係で標準マンホール及び特殊

マンホールが設置できない場合 
  ワ 家屋等の取付管の施行については、次により行うものとする。 

   ① 布設方向は、管渠に対し直角に布設する。 

   ② 管渠取付部は、管渠に対して６０度又は９０度とし、取付管は、管渠の中心線より上方に

取り付ける。 

   ③ 取付管の勾配は、１００分の１以上とする。 

   ④ 取付管の最小口径は、１５０ミリメートルとする。 

  カ 家屋等の汚水桝の設置については、次により行うものとする。 

   ① 形状及び材質は、円形で塩化ビニール製のものを標準とする。 

   ② 内径は２０センチメートルとし、桝の深さは１００センチメートル程度とする。 

   ③ 蓋は、塩化ビニール製の密閉蓋又は鋳鉄製の防護蓋（内蓋を設けること）とする。 

   ④ 汚水桝の底部は、９０度三方向合流とする。 

   ⑤ 設置位置は、基本的に宅地内とし、官民境界から１メートル以内とする。 

 

第１０節 集会施設用地 
 公益施設である集会施設の用については、生活環境が指導を行います。 

 ⑴ 住居地、公園の配置等に応じて居住者が利用しやすい場所に確保されてあること。 

 ⑵ 敷地面積は、次の戸数別集会所床面積を基準とし、この床面積を建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）に基づいた当該地の建ぺい率で除した面積以上であること。 

戸数別 集会所床面積 
１５０戸未満 ３０平方メートル 
１５０戸以上３００戸未満 ５０平方メートル 
３００戸以上６００戸未満 ７０平方メートル 
６００戸以上１，０００戸未満 １００平方メートル 
１，０００戸以上 １５０平方メートル 

 

第１１節 行政施設予定地 
 ⑴ その他の公共の用に供する空地にあっては、将来、市が行政施設用地として利用することが確

実であるもの。 

 ⑵ 行政施設用地として利用されるまでの間、維持管理上支障がないもの。 
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第２章 市道の構造の技術的基準 
○二本松市市道の構造の技術的基準に関する条例 

（平成２４年１２月２５日条例第２６号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、道路法第３０条第３項の規定に基づき、市道（市の区域内に存する道路で、市

長がその路線を認定したものをいう。第４条において同じ。）の構造の技術的基準を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、道路法及び道路構造令に定めるところによる。 

（道路の区分） 

第３条 この条例における道路の区分は、令第３条に定めるところによる。 

（市道の構造の一般的技術的基準） 

第４条 市道を新築し、又は改築する場合におけるその道路の構造の一般的技術的基準は、次条から

第４４条までに定めるところによる。 

（車線等） 

第５条 車道（副道、停車帯その他規則で定める部分を除く。）は、車線により構成されるものとする。

ただし、第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては、この限りでない。 

２ 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基

準交通量（自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。）の欄に掲げる値以下である道路の車線（付

加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。）の数は、２とする。 

区分 地形 設計基準交通量（単位：１日につき台） 

第３種 第２級 平地部 ９，０００ 

第３級 平地部 ８，０００ 

山地部 ６，０００ 

第４級 平地部 ８，０００ 

山地部 ６，０００ 

第４種 第１級  １２，０００ 

第２級  １０，０００ 

第３級  ９，０００ 

交差点の多い第４種の道路については、この表の設計基準交通量に０．８を乗じた値を設計基準交

通量とする。 

 

３ 前項に規定する道路以外の道路（第３種第５級及び第４種第４級の道路を除く。）の車線の数は４

以上（交通の状況により必要がある場合を除き、２の倍数）とし、当該道路の区分及び地方部に存

する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる１車線当たりの設計基準交通量に対する当

該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。 
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区分 地形 １車線当たりの設計基準交通量（単位：１日につき台） 

第３種 第２級 平地部 ９，０００ 

山地部 ７，０００ 

第３級 平地部 ８，０００ 

山地部 ６，０００ 

第４級 山地部 ５，０００ 

第４種 第１級  １２，０００ 

第２級  １０，０００ 

第３級  １０，０００ 

交差点の多い第４種の道路については、この表の１車線当たりの設計基準交通量に０．６を乗じた

値を１車線当たりの設計基準交通量とする。 

 

４ 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。）の幅員は、道路の区

分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第３種第２級又は第４

種第１級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に

０．２５メートルを加えた値とすることができる。 

区分 車線の幅員（単位：メートル） 

第３種 第２級 普通道路 ３．２５ 

小型道路 ２．７５ 

第３級 普通道路 ３．００ 

小型道路 ２．７５ 

第４級 ２．７５ 

第４種 第１級 普通道路 ３．２５ 

小型道路 ２．７５ 

第２級及び第３級 普通道路 ３．００ 

小型道路 ２．７５ 

 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道の幅員は、４メートルとするものとする。ただ

し、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合又は第３５条の規定により車道に狭窄（さく）部を設ける場合においては、３メート

ルとすることができる。 

（車線の分離等） 

第６条 車線の数が４以上である道路（対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。）

の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要があるときは、往復の方向別に分離するものと

する。 

２ 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。 

３ 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とす
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るものとする。ただし、長さ１００メートル以上のトンネル、長さ５０メートル以上の橋若しくは

高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯

の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

区分 中央帯の幅員（単位：メートル） 

第３種 第２級 

１．７５ １ 第３級 

第４級 

第４種 第１級 

１  第２級 

第３級 

 

４ 中央帯には、側帯を設けるものとする。 

５ 前項の側帯の幅員は、０．２５メートルとするものとする。 

６ 中央帯のうち側帯以外の部分（以下「分離帯」という。）には、柵その他これに類する工作物を設

け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。 

７ 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第４１条第１項において準

用する令第１２条の建築限界を勘案して定めるものとする。 

（副道） 

第７条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である第３種又は第４種の道

路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。 

２ 副道の幅員は、４メートルを標準とするものとする。 

（路肩） 

第８条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける

場合においては、この限りでない。 

２ 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員

の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線

を設ける箇所、トンネル、長さ５０メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄

に掲げる値まで縮小することができる。 

区分 
車道の左側に設ける路肩の幅員（単

位：メートル） 

第３種 第２級から第４級まで 普通道路 ０．７５ ０．５ 

小型道路 ０．５  

第５級 ０．５ ０．２５ 

第４種 ０．５ ０．２５ 

 

３ 車道の右側に設ける路肩の幅員は、０．５メートル以上とするものとする。 
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４ 副道に接続する路肩については、第２項の表第３種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左

欄中「０．７５」とあるのは、「０．５」とし、第２項ただし書の規定は適用しない。 

５ 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は

車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員

を縮小することができる。 

６ 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者

道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。 

７ 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第２項の

表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値又は第３項に規定する値に当該路上施設を設け

るのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。 

（停車帯） 

第９条 第４種（第４級を除く。）の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げ

られないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 

２ 停車帯の幅員は、２．５メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動

車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、１．５メートルまで縮小することが

できる。 

（自転車道） 

第１０条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路には、自転車道を道路の各側に

設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第３種

若しくは第４種の道路（前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため自

転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車道の幅員は、２メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、１メートルまで縮小することができる。 

４ 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第４１条第１項におい

て準用する令第１２条の建築限界を勘案して定めるものとする。 

５ 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（自転車歩行者道） 

第１１条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道路を除く。）には、自

転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては４メートル以上、その他の道路

にあっては３メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、２．５メートルまで縮小することができる。 

３ 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」という。）又は路上施設を設ける自転車

歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メ
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ートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メ

ートル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．５メートルを加

えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

４ 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとす

る。 

（歩道） 

第１２条 第４種（第４級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者の交通量

が多い第３種（第５級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又は自転車道を設

ける第３種若しくは第４種第４級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 第３種又は第４種第４級の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）

には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては３．５メートル以上、その他の道路にあっ

ては２メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、１．５メートルまで縮小することができる。 

４ 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道

橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては２メートル、並木

を設ける場合にあっては１．５メートル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場

合にあっては０．５メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又

は第４種第４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

５ 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（歩行者の滞留の用に供する部分） 

第１３条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合

自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられない

ようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるもの

とする。 

（積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員） 

第１４条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案し

て定めるものとする。 

（植樹帯） 

第１５条 第４種第１級及び第２級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要

に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合においては、この限りでない。 

２ 植樹帯の幅員は、１．５メートルを標準とするものとする。 

３ 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利
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用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられ

る他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、

その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。 

 ⑴ 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間 

 ⑵ 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間 

４ 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行う

ものとする。 

（設計速度） 

第１６条 道路（副道を除く。）の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲

げる値とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。 

区分 設計速度（単位：１時間につきキロメートル） 

第３種 第２級 ６０ ５０又は４０ 

第３級 ６０，５０又は４０ ３０ 

第４級 ５０、４０又は３０ ２０ 

第５級 ４０、３０又は２０  

第４種 第１級 ６０ ５０又は４０ 

第２級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第３級 ５０、４０又は３０ ２０ 

第４級 ４０、３０又は２０  

 

２ 副道の設計速度は、１時間につき、４０キロメートル、３０キロメートル又は２０キロメートル

とする。 

（車道の屈曲部） 

第１７条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間（車両の走行を円滑ならし

めるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。）又は第３５条の規定により設

けられる屈曲部については、この限りでない。 

（曲線半径） 

第１８条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分（以下「車道の曲線部」という。）の中心線の曲

線半径（以下「曲線半径」という。）は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄

に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇

所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 
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設計速度（単位：１時間につきキロメートル） 曲線半径（単位：メートル） 

６０ １５０ １２０ 

５０ １００ ８０ 

４０ ６０ ５０ 

３０ ３０  

２０ １５  

 

（曲線部の片勾配） 

第１９条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて

大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該

道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値（第３種

の道路で自転車道又は自転車歩行者道（以下「自転車道等」という。）を設けないものにあっては、

６パーセント）以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第４種の道路にあっては、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができ

る。 

区分 道路の存する地域 最大片勾配（単位：パーセント） 

第３種 積雪寒冷地域 積雪寒冷の度が甚だしい地域 ６ 

その他の地域 ８ 

その他の地域 １０ 

第４種  ６ 

 

（曲線部の車線等の拡幅） 

第２０条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線（車線を有し

ない道路にあっては、車道）を適切に拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（緩和区間） 

第２１条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつ

けをするものとする。 

３ 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値（前項の規定によるす

りつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ）以上

とするものとする。 
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設計速度（単位：１時間につきキロメートル） 緩和区間の長さ（単位：メートル） 

６０ ５０ 

５０ ４０ 

４０ ３５ 

３０ ２５ 

２０ ２０ 

 

（視距等） 

第２２条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。 

設計速度（単位：１時間につきキロメートル） 視距（単位：メートル） 

６０ ７５ 

５０ ５５ 

４０ ４０ 

３０ ３０ 

２０ ２０ 

 

２ 車線の数が２である道路（対向車線を設けない道路を除く。）においては、必要に応じ、自動車が

追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。 

（縦断勾配） 

第２３条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄

に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下（設計速度が１時間につき２０キロメー

トルの道路にあっては、その延長１００メートル以内のものに限り、同表の特別縦断勾配の欄に掲

げる値以下）とすることができる。 

区分 
設計速度（単位：１時間

につきキロメートル） 

縦断勾配（単位：パーセ

ント） 

特別縦断勾配（単位：パ

ーセント） 

第３種 普通道路 ６０ ５ ８  

５０ ６ ９  

４０ ７ １０  

３０ ８ １１  

２０ ９ １２ １６ 

小型道路 ６０ ８   

５０ ９   

４０ １０   

３０ １１   

２０ １２  １６ 
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第４種 普通道路 ６０ ５ ７  

５０ ６ ８  

４０ ７ ９  

３０ ８ １０  

２０ ９ １１ １４ 

小型道路 ６０ ８   

５０ ９   

４０ １０   

３０ １１   

２０ １２  １６ 

 

（登坂車線） 

第２４条 普通道路の縦断勾配が５パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるも

のとする。 

２ 登坂車線の幅員は、３メートルとするものとする。 

（縦断曲線） 

第２５条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。 

２ 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の

半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が１時間につき６０キロメートルで

ある第４種第１級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、凸形縦断曲線の半径を１，０００メートルまで縮小することができる。 

設計速度（単位：１時間につき

キロメートル） 
縦断曲線の曲線形 

縦断曲線の半径（単位：メート

ル） 

６０ 
凸形曲線 １，４００ 

凹形曲線 １，０００ 

５０ 
凸形曲線 ８００ 

凹形曲線 ７００ 

４０ 
凸形曲線 ４５０ 

凹形曲線 ４５０ 

３０ 
凸形曲線 ２５０ 

凹形曲線 ２５０ 

２０ 
凸形曲線 １００ 

凹形曲線 １００ 

 

３ 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。 
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設計速度（単位：１時間につきキロメートル） 縦断曲線の長さ（単位：メートル） 

６０ ５０ 

５０ ４０ 

４０ ３５ 

３０ ２５ 

２０ ２０ 

 

（舗装） 

第２６条 車道、中央帯（分離帯を除く。）、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装する

ものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

２ 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を４９キロニュートンとし、計

画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確

保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動

車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

３ 第４種の道路（トンネルを除く。）の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車

の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、

道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（横断勾配） 

第２７条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、

路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。 

路面の種類 横断勾配（単位：パーセント） 

前条第２項に規定する基準に適合する舗装道 １．５以上２以下 

その他 ３以上５以下 

 

２ 歩道又は自転車道等には、２パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。 

３ 前条第３項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障が

ない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。 

（合成勾配） 

第２８条 合成勾配（縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。）は、当該

道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が１時

間につき３０キロメートル又は２０キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、１６．５パーセント以下とすることができる。 
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設計速度（単位：１時間につきキロメートル） 合成勾配（単位：パーセント） 

６０ １０．５ 

５０ 

１１．５ 
４０ 

３０ 

２０ 

 

２ 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、８パーセント以下とするも

のとする。 

（排水施設） 

第２９条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠（きょ）、集水ますその他の

適当な排水施設を設けるものとする。 

（平面交差又は接続） 

第３０条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で５以上交会させては

ならない。 

２ 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若し

くは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。 

３ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線（屈折車線及び変速車線を除く。）

の幅員は、第４種第１級の普通道路にあっては３メートルまで、第４種第２級又は第３級の普通道

路にあっては２．７５メートルまで、第４種の小型道路にあっては２．５メートルまで縮小するこ

とができる。 

４ 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては３メートル、小型道路にあっては２．５メ

ートルを標準とするものとする。 

５ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけを

するものとする。 

（立体交差） 

第３１条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である普通道路が相互に交

差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況によ

り不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。 

２ 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である小型道路が相互に交差する場合及び普

通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。 

３ 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路（以下

「連結路」という。）を設けるものとする。 

４ 連結路については、第５条から第８条まで、第１６条、第１８条、第１９条、第２１条から第２

３条まで、第２５条及び第２８条の規定は、適用しない。 

（鉄道との平面交差） 

第３２条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定める構造
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とするものとする。 

 ⑴ 交差角は、４５度以上とすること。 

 ⑵ 踏切道の両側からそれぞれ３０メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の

車道の縦断勾配は、２．５パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない

箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。 

 ⑶ 見通し区間の長さ（線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道

の中心線上５メートルの地点における１．２メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の

中心線上当該交点からの長さをいう。）は、踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、次の表

の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は

自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。 

踏切道における鉄道の車両の最高速度（単位：１

時間につきキロメートル） 
見通し区間の長さ（単位：メートル） 

５０未満 １１０ 

５０以上７０未満 １６０ 

７０以上８０未満 ２００ 

８０以上９０未満 ２３０ 

９０以上１００未満 ２６０ 

１００以上１１０未満 ３００ 

１１０以上 ３５０ 

 

（待避所） 

第３３条 第３種第５級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、

交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。 

 ⑴ 待避所相互間の距離は、３００メートル以内とすること。 

 ⑵ 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。 

 ⑶ 待避所の長さは、２０メートル以上とし、その区間の車道の幅員は５メートル以上とすること。 

（交通安全施設） 

第３４条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視

線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。 

（凸部、狭窄部等） 

第３５条 第４種第４級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第３種第５級の道路に

は、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車

道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるもの

とする。 

（乗合自動車の停留所等に設ける交通島） 

第３６条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、

交通島を設けるものとする。 
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（自動車駐車場等） 

第３７条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、

自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設ける

ものとする。 

（防雪施設その他の防護施設） 

第３８条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、

融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。 

２ 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構

造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。 

（トンネル） 

第３９条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路

の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。 

２ トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計

速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。 

３ トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合において

は、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。 

（橋、高架の道路等） 

第４０条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれ

らに準ずる構造とするものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関

し必要な事項は、規則で定める。 

（附帯工事等の特例） 

第４１条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する

工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第５条から前条ま

での規定（第８条、第１６条、第１７条、第２７条、第２９条、第３４条及び第３８条を除く。）に

よる基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によ

らないことができる。 

（小区間改築の場合の特例） 

第４２条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合（次項に規

定する改築を行う場合を除く。）において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第５条、第６

条第３項から第５項まで、第７条、第９条、第１０条第３項、第１１条第２項及び第３項、第１２

条第３項及び第４項、第１５条第２項及び第３項、第１８条から第２５条まで、第２６条第３項並

びに第２８条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用する

ことが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合にお

いて、当該道路の状況等からみて第５条、第６条第３項から第５項まで、第７条、第８条第２項、

第９条、第１０条第３項、第１１条第２項及び第３項、第１２条第３項及び第４項、第１５条第２

項及び第３項、第２２条第１項、第２４条第２項、第２６条第３項、次条第１項及び第２項並びに
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第４４条第１項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これ

らの規定による基準によらないことができる。 

（自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路） 

第４３条 自転車専用道路の幅員は３メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は４メートル

以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、２．５メートルまで縮小することができる。 

２ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員０．

５メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。 

３ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用

道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第４１条第１項において準用する令第３９条第４項の

建築限界を勘案して定めるものとする。 

４ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安

全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。 

５ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第３条、第５条から第４１条まで及び前

条第１項の規定（自転車歩行者専用道路にあっては、第１３条の規定を除く。）は、適用しない。 

（歩行者専用道路） 

第４４条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、２

メートル以上とするものとする。 

２ 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第４１条

第１項において準用する令第４０条第３項の建築限界を勘案して定めるものとする。 

３ 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるも

のでなければならない。 

４ 歩行者専用道路については、第３条、第５条から第１２条まで、第１４条から第４１条まで及び

第４２条第１項の規定は、適用しない。 

 

 

○二本松市市道の構造の技術的基準に関する条例施行規則 

（平成２４年１２月２５日規則第３６号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、二本松市市道の構造の技術的基準に関する条例の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 小型道路の疲労破壊輪数 舗装道において、舗装路面に１７キロニュートンの輪荷重を繰り返

し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装構成が同一である区間ごと

に定められるものをいう。 

 ⑵ 小型道路の舗装計画交通量 舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び２以上の

車線を有する道路にあっては各車線の小型貨物自動車の交通の分布状況を勘案して定める小型貨
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物自動車の１車線あたりの日交通量をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、道路法、道路構造令及び車道及び側

帯の舗装の構造の基準に関する省令に定めるところによる。 

（車線により構成されない車道の部分） 

第３条 条例第５条第１項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 交差点 

 ⑵ 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分 

 ⑶ 乗合自動車停車所及び非常駐車帯 

 ⑷ 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間 

 ⑸ 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間 

（舗装） 

第４条 車道及び側帯の舗装は、次条から第７条までに定める基準に適合する構造とするものとする。 

２ 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円

滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、

第８条に定める基準に適合する構造とするものとする。 

（疲労破壊輪数） 

第５条 普通道路の疲労破壊輪数は、当該普通道路の舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる

値以上とするものとする。 

普通道路の舗装計画交通量（単位：１日につき台） 普通道路の疲労破壊輪数（単位：１０年につき回） 

３，０００以上 ３５，０００，０００ 

１，０００以上３，０００未満 ７，０００，０００ 

２５０以上１，０００未満 １，０００，０００ 

１００以上２５０未満 １５０，０００ 

４０以上１００未満 ３０，０００ 

１５以上４０未満 ７，０００ 

１５未満 １，５００ 

 

２ 小型道路の疲労破壊輪数は、当該小型道路の舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以

上とするものとする。 

小型道路の舗装計画交通量（単位：１日につき台） 小型道路の疲労破壊輪数（単位：１０年につき回） 

３，０００以上 １１，０００，０００ 

６５０以上３，０００未満 ２，４００，０００ 

３００以上６５０未満 １，１００，０００ 

２５０未満 ６６０，０００ 

 

３ 普通道路の疲労破壊輪数及び小型道路の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、

当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体に
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ついて測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。 

４ 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第１項又は第２項の基準に

適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するも

のとみなす。 

（塑性変形輪数） 

第６条 普通道路の塑性変形輪数は、車道及び側帯に係る舗装の工事を施行した直後において、道路

の区分及び普通道路の舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。 

区分 
普通道路の舗装計画交通量（単

位：１日につき台） 

普通道路の塑性変形輪数（単位：

１ミリメートルにつき回） 

第３種第２級及び第４種第

１級 

３，０００以上 ３，０００ 

３，０００未満 １，５００ 

その他  ５００ 

 

２ 小型道路の塑性変形輪数は、車道及び側帯に係る舗装の工事を施行した直後において、１ミリメ

ートルにつき５００回以上とするものとする。ただし、道路の構造その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでない。 

３ 普通道路の塑性変形輪数及び小型道路の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、

当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当

該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。 

４ 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第１項又

は第２項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の

基準に適合するものとみなす。 

（平坦（たん）性） 

第７条 普通道路及び小型道路の車道及び側帯に係る舗装の工事を施行した直後における平坦性は、

２．４ミリメートル以下とするものとする。 

２ 平坦性の測定は、実地に行うものとする。 

（浸透水量） 

第８条 排水性舗装、透水性舗装その他の雨水を路面下に浸透させる構造の舗装とする場合における

普通道路及び小型道路の浸透水量は、車道及び側帯に係る舗装の工事を施行した直後において、道

路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。 

区分 浸透水量（単位：１５秒につきミリリットル） 

第３種第２級及び第４種第１級 １，０００ 

その他 ３００ 

 

２ 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。 

（交通安全施設） 

第９条 条例第３４条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。 
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 ⑴ 駒止 

 ⑵ 道路標識 

 ⑶ 道路情報管理施設（緊急連絡施設を除く。） 

 ⑷ 他の車両又は歩行者を確認するための鏡 

（防雪施設） 

第１０条 条例第３８条第１項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 吹きだまり防止施設 

 ⑵ 雪崩防止施設 

（橋、高架の道路等） 

第１１条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路（以下「橋等」という。）の構造は、当該

橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘

案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組

合せに対して十分安全なものでなければならない。 

 

 

○二本松市道路管理規則 

（平成１７年１２月１日規則第１２９号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、市が行う道路の管理について法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 道路 道路法の規定により、市が管理する法第２条第１項の道路及び法第９１条第２項の道路

予定区域をいう。 

 ⑵ 承認工事 道路に関する工事で、法第２４条の規定により市長の承認を受けたものをいう。 

 ⑶ 占用許可工事 道路の占用に関する工事で、法第３２条第１項の規定により市長の許可を受け

たものをいう。 

（承認工事の申請） 

第３条 法第２４条の規定により、道路に関する工事の承認を受けようとする者は、道路工事施行承

認申請書（第１号様式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による承認を受けた者がその承認に係る工事の内容を変更しようとする場合には、あ

らかじめ道路工事施行変更承認申請書（第１号様式）を市長に提出し、承認を受けなければならな

い。 

（承認基準） 

第４条 道路に関する工事の承認基準は、別に定める。 

（承認書の交付） 

第５条 第３条第１項の承認は、道路工事施行承認書（第１号様式）を交付することにより行う。 

２ 第３条第２項の承認は、道路工事施行変更承認書（第１号様式）を交付することにより行う。 
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（占用の許可申請） 

第６条 法第３２条第１項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申

請・協議書（第２号様式。以下「許可申請・協議書」という。）を市長に提出し、許可を受けなけれ

ばならない。 

（占用の協議等） 

第７条 法第３５条又は法第３６条の規定により、道路を占用しようとする者は、工事を施行しよう

とする日の１月前までに許可申請・協議書又は道路占用計画書（第３号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（継続の申請） 

第８条 道路占用の期間満了後、なお引き続き占用しようとするときは、期間満了の日の１月前まで

に許可申請・協議書を市長に提出し、許可を受けなければならない。 

（占用の変更等） 

第９条 道路占用の許可を受けた者（以下「占用者」という。）は、許可された事項を変更しようとす

るときは、許可申請・協議書を市長に提出し、許可を受けなければならない。 

（許可基準） 

第１０条 道路占用の許可基準は、別に定める。 

（許可書の交付） 

第１１条 市長は、次に掲げる許可をしたときは、許可書を交付しなければならない。 

 ⑴ 第６条の規定による道路占用許可・回答書（第４号様式） 

 ⑵ 第８条の規定による道路占用許可・回答書（第４号様式） 

 ⑶ 第９条の規定による道路占用許可・回答書（第４号様式） 

（住所、氏名等の変更） 

第１２条 占用者がその住所又は氏名（法人にあっては、その所在地又は名称）を変更したときは、

１４日以内に道路占用者住所氏名等変更届（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（権利及び義務の承継） 

第１３条 占用者の権利及び義務は、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立し

た法人が承継するものとする。 

２ 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、１４日以内に道路占用の権利及び義務承継届（第

６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（権利及び義務の移転） 

第１４条 占用者は、その権利及び義務を他人に移転しようとするときは、道路占用の権利及び義務

移転申請書（第７号様式）を市長に提出し、許可を受けなければならない。 

（占用の廃止） 

第１５条 占用者は、期間内に占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届（第８号様

式）を市長に提出し、市長の指示を受けなければならない。 

（工事等の調整） 

第１６条 市長は、道路の不経済な損傷、交通の著しい障害又は付近の住民に対する危険を防止する

ため承認工事及び占用許可工事について、その計画、時期、方法、他の占用物件の保全その他必要
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な事項について関係者との協議により調整するものとする。 

（工事の着手届等） 

第１７条 第５条の承認又は第１１条の許可を受けた者（以下「占用者等」という。）が工事を施行し

ようとするときは、着手する日の７日前までに工事着手届（第９号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による工事が完了したときは、占用者等は、速やかに工事完了届（第１０号様式）を

市長に提出し、検査を受けなければならない。 

（工事標識等の設置基準） 

第１８条 承認工事及び占用許可工事を施行するときの工事標識等の設置基準は、別に定める。 

（事故の防止措置等） 

第１９条 占用者等は、承認工事又は占用許可工事を施行しようとするときは、その工事の施行に起

因して発生する事故を防止し、交通の安全と円滑を確保するため、その工事の現場の状況に応じて

適切な予防措置を講じなければならない。 

２ 占用者等は、承認工事又は占用許可工事の施行に起因して事故が発生したとき、又は事故が発生

するおそれがあるときは、直ちに必要な応急措置を講じなければならない。 

（承認工事等に起因する道路の維持修繕） 

第２０条 承認工事又は占用許可工事の施行に伴い、その工事区域に接する道路の部分又はその工事

のため、迂回路として指定した道路について、特に維持修繕をする必要があると認めるときは、占

用者等の負担において維持修繕を行わせるものとする。 

（補修の責任） 

第２１条 占用者等は、工事完了の日から１箇年以内に復旧した路面に沈下、亀裂等の損傷が生じた

ときは、補修しなければならない。 

（損害の負担） 

第２２条 占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用許可工事に起因

して発生した損害を負担しなければならない。 

（道路との境界確認） 

第２３条 第２条に定義する道路と境界を接する私有地において、工事又は工事に類する行為を行お

うとする者は、公共用財産境界確定申請書（第 11 号様式）を市長に提出し、同意を受けなければな

らない。 

（補則） 

第２４条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
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第３章 国、県等からの通達、通知等 
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開発許可制度運用指針（抄） 
 

 都市計画制度における開発許可制度は、その基本的な考え方を都市計画運用指針（平成１２年建設

省都計発第９２号都市局長通知）において示しているとおり、技術基準や立地基準への適合性の審査

を通じて、都市的土地利用を行う前提として良好な宅地水準を確保すること、また都市計画に定めら

れた土地の利用目的に沿った開発行為が行われるようにして立地の適正性を確保することという二つ

の役割を有しているものといえる。 

 特に近年は、市街地の拡散と人口減少・高齢化の進展により低密度な市街地が形成され、既成市街

地における空家や空地の発生、将来的なインフラの維持・更新に係るコストの増大等の懸念が生じて

いる。そのため、コンパクトシティを形成していく必要性が高まっており、開発許可制度は、都市計

画に関する他の制度とあいまって、まちづくりの将来像を示すマスタープランの内容を実現する手段

としても重要となってきているところである。 

 なお、官民連携が推進されている状況を踏まえて、持続可能な都市経営を行っていくためにも、開

発行為に伴って必要となる公共施設等の整備や維持・管理等について、開発事業者等の民間主体と市

町村等が必要に応じて密接に連携していくことが重要である。 

 この開発許可制度運用指針は、こうした背景を踏まえ、開発許可制度を運用していく際の技術的助

言として、都市計画運用指針に基づいて定めるものである。 

 

Ⅰ．個別的事項 
 

Ⅰ－１ 法第４条関係 

Ⅰ－１－１ 法第４条第１１項に規定する特定工作物の範囲 

  法第４条第１１項において「特定工作物」の定義がされているが、運用に当たっては、次に定め

るところを基準とすることが望ましい。 

（１）第一種特定工作物の範囲 

  法第４条第１１項のコンクリートプラント、令第１条第１項第１号のアスファルトプラント及び

同項第２号のクラッシャープラントは、それぞれ建築基準法別表第二（り）項第３号（１３の２）、

（ぬ）項第１号（２１）及び同表（り）項第３号（１３）の用途に供する工作物が該当すること。 

（２）第二種特定工作物の範囲 

  ① 通常、観光植物園、サーキット等は工作物として規制の対象となるが、キャンプ場、ピクニ

ック緑地、スキー場、マリーナ等は規制の対象とはならないこと。 

  ② 運動、レジャー以外の目的で設置される施設である工作物（博物館法による博物館とされる

動植物園である工作物等）は、規制の対象とはならないこと。 

 

Ⅰ－１－２ 法第４条第１２項に規定する開発行為の定義 

（１）法第２９条の規制の対象となる「開発行為」とは、法第４条第１２項において「開発行為とは、

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をい

う。」と定義されているが、これについては、都市計画運用指針Ⅳ－３－１ ２．を参照にしたう
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えで、運用に当たっては、次に定めるところを基準とすることが望ましく、例えば、単に一定規

模以上の切土又は盛土を伴わないことのみをもって、「形質」のみならず「区画」の変更にも当た

らないとするようなことは、法の趣旨を逸脱するものであることに留意すべきである。 

  ① 単なる分合筆は、規制の対象とはならないこと。 

  ② 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は、規

制の対象とはならないこと。従って、既に建築物の敷地となっていた土地又はこれと同様な状

態にあると認められる土地においては、建築物の敷地としての土地の区画を変更しない限り、

原則として規制の対象とする必要はないと考えられること。 

  ③ 農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として規制の対象とすること。 

  ④ 土地の利用目的、物理的形状等からみて一体と認められる土地の区域について、その主たる

利用目的が建築物に係るものでないと認められるときは、規制の対象とはならないこと。 

  ⑤ 既成市街地や土地区画整理事業等の計画的な開発が行われた区域における二次的な開発行為

（再開発型開発行為）における単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築す

る行為再開発型開発行為については、開発行為と建築行為が時間的にも計画的にもきわめて密

接な関連を有して行われること、開発行為が行われる区域の周辺において一定の水準の公共施

設が整備されている場合も多いこと等、都市近郊において新市街地の形成を図る開発行為とは

異なった要素を有していることから、都市計画の目的の実現という観点からは改めて開発許可

制度による規制を及ぼす必要がない場合もあることから、以下のように取り扱うことが可能で

あると考えられる。 

   イ 建築物の建築に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ、従来の敷地の境界の変更

について、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまる

もので公共施設の整備の必要がないと認められるものについては、建築行為と不可分一体の

ものであり、開発行為に該当しないものとして取り扱うこと。 

   ロ イの基準に基づいて運用を行うに際しては、開発行為に該当するか否かについて開発許可

権者が判断する必要があることから、開発許可の規制対象規模以上の敷地で建築物等の建築

を行うものについては、建築確認担当部局の審査に先だち、開発許可担当部局が開発行為に

該当するか否かの判断を速やかに行うこととし、当該建築を行おうとする者の求めに応じ都

市計画法施行規則（以下「施行規則」という。）第６０条に規定する書面（以下単に「６０条

証明書」という。）を交付するものとするほか、建築確認担当部局と十分連絡調整を図るとと

もに、この旨を事業者にも周知徹底を図ること。 

（２）「山林現況分譲」、「菜園分譲」、「現況有姿分譲」等 

   「山林現況分譲」、「菜園分譲」、「現況有姿分譲」等と称して土地の区画形質の変更を行いなが

ら、「建築不可」の文言を入れることにより、目的の点において法の適用の可否が問題となる場合

があるが、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」の判断に当たっては、

区画割、区画街路等の状況、宣伝文書の文言等諸般の事由を総合的にみて客観的に判断すべきも

のであり、宣伝文書中に「建築不可」の文言があっても、総合的にみて「建築目的」と客観的に

判断し得るものであれば、開発行為に当たると解して差し支えない。 

   「建築目的」の判断に当たっては、次の「建築目的の判断基準」も参考になると考えられる。 
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   「建築目的の判断基準」 

  一 土地の区画割 

    土地が戸建て住宅等の建築に適した形状、面積に分割されていること。 

  二 区画街路 

    区画街路が整備され、又はその整備が予定され、宅地としての利用が可能となっていること。 

  三 擁壁 

    住宅建設を可能とする擁壁が設置され、又はその設置が予定されていること。 

  四 販売価格近隣の土地と比較してより宅地の価格に近いものといえること。 

  五 利便施設 

    上下水道、電気供給施設等の整備がされ、若しくは近い将来整備されるような説明がなされ、

又は附近に購買施設、学校その他の公益施設があり、生活上不便をきたさないような説明がな

されていること。 

  六 交通関係 

    交通関係が通勤等に便利であるとの説明がなされていること。 

  七 付近の状況付近で宅地開発、団地建設等が行われている、団地等がある、工場等の職場があ

る等の説明がなされていること。 

  八 名称 

    対象地に住宅団地と誤認するような名称が付されていること。 

（３）第二種特定工作物に係る併設建築物等 

  ① 第二種特定工作物に係る併設建築物等 

   イ 物理的及び機能的にみて社会通念上運動・レジャー施設等に不可分一体のものとして付属

的に併設される管理事務所、休憩所、クラブハウス等（以下「併設建築物」という。）につい

ては、主として当該第二種特定工作物の建設を目的とした開発行為に包含されるものである

ので、改めて当該併設建築物の建築についての開発許可又は建築許可を行う必要はないこと。

また、この第二種特定工作物に包含される併設建築物の範囲の判断基準については、行政手

続法に基づく審査基準（開発審査会への提案基準を含む。）の一内容として作成することが望

ましい。 

   ロ なお、第二種特定工作物の利用増進上宿泊機能が不可欠であり、かつ、周辺の状況等から

判断して当該工作物の敷地内に建築することに格段の合理性がある場合の宿泊施設である建

築物については、第二種特定工作物に包含される併設建築物には該当しないことに留意し、

法第２９条又は第４３条の適切な運用に努めることが望ましい。 

  ② １ｈａ未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物について 

   イ １ｈａ未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物については、主として当該併設建築物

の建築を目的とした行為でないため、それ自体としては開発許可を要せず、また、法第４３

条の規定の適用に当たっては、その規模、設計、配置、内容等に照らし実情に応じた取扱い

をして差し支えないこととしているが、１ｈａ未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物

については原則として建築許可を行わないこととしている地方公共団体も見受けられるとこ

ろである。しかし、１ｈａ未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物についても、周辺の
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土地利用への影響の度合いや第二種特定工作物に係る併設建築物の取扱いとの権衡等を考慮

し、法第４３条の規定による許可を積極的に行うことが適当な場合があるので、同条の適用

に当たっては、この点について十分留意することが望ましい。 

   ロ イを踏まえつつ、１ｈａ未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物の建築許可に係る審

査基準（開発審査会への提案基準を含む。）を行政手続法に基づき作成することが望ましい。 

（４）風力発電機の付属施設 

  ① 風力発電機に付属する管理施設及び変電設備を設置する施設である建築物については、主と

して当該付属施設の建築を目的とした行為でないため、それ自体としては開発許可を要しない。 

  ② 法第４３条の規定の適用に当たっては、風力発電機に付属する管理施設及び変電設備を設置

する施設である建築物の建築許可に係る審査基準（開発審査会への提案基準を含む。）を行政手

続法に基づき作成することが望ましい。 

（５）太陽光発電設備の付属施設 

  ① 太陽光発電設備（建築基準法上の建築物でないもの）の付属施設について、その用途、規模、

配置や発電設備との不可分性等から、主として当該付属施設の建築を目的とした開発行為に当

たらないと開発許可権者が判断した際には、都市計画法第２９条の開発許可は不要である。 

  ② なお、太陽光発電設備及びその付属施設が建築基準法第２条第１項に定める建築物でない場

合は開発許可は不要である。 

（６）その他 

  自然公園法若しくは自然環境保全法又はこれらに基づく条例（以下「自然公園法等」という。）に

より指定される区域においては、一定の区域内に住宅等の建築物等が複数建設される場合であって

も、開発区域の内部に確保すべき緑地を除き、自然公園法等の適用により緑地あるいは自然地とし

て復元、保全される区域又は将来緑地あるいは自然地として復元、保全されることが明らかな区域

は「開発区域」とはみなされず、また、緑地あるいは自然地（一部が通行の用に供されている場合

を含む。）以外の開発行為の行われる敷地が物理的に連続していない場合は、別々の開発行為とみな

して法を適用することが望ましい。なお、この判断を行う場合、自然公園担当部局あるいは環境省

各地区自然保護事務所と十分調整を図ることが望ましい。 

 

Ⅰ－２ 法第２９条関係 

Ⅰ－２－１ 規制規模の引下げ（令第１９条第１項ただし書関係） 

  規制規模を引き下げ、開発行為の技術基準への適合性をより広範に審査することによって、公共

施設の整備等の観点から良好な宅地水準の確保が適切に図られること、また、郊外部の宅地開発の

動向や既成市街地に与える影響等に応じて無秩序な市街化の防止に寄与しうることを踏まえ、令第

１９条第１項ただし書の規定に基づき、規制規模を引き下げる条例を制定するか適切に検討すべき

である。なお、この場合には、執行体制、一般住民に対する影響等と引下げの必要性とを総合的に

比較検討することが望ましい。 

 

Ⅰ－２－２ 第１項第２号関係 

（１）令第２０条の運用については、次に定めるところを基準とすることが望ましい。 
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  ① 第１号の「その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建

築物」には、農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾

燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設の用に供する建築物等が該当

する。 

  ② 第２号の「その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供す

る建築物」には、物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設の用に供

する建築物等が該当する。 

  ③ 第５号には、第１号から第４号までに掲げるものに該当しないもので、農業、林業又は漁業

の用に供する建築面積９０㎡以内の建築物が該当するが、農業、林業又は漁業の範囲について

は、それぞれ、日本標準産業分類Ａ－農業、Ｂ－林業、Ｃ－漁業の範囲を基準とすること。季

節的なものであっても該当するものとするが、家庭菜園等生業として行うものではないと認め

られるものは該当しない。 

（２）「農業、林業又は漁業を営む者」とは、（１）③の基準により農業、林業又は漁業の範囲に属す

ると認められる業務に従事する者をいうものとし、この場合において、次に従い判断することが

望ましい。 

  ① 被傭者を含む 

  ② 兼業者を含む 

  ③ 臨時的と認められる者は含まない 

  ④ 当該市街化調整区域において、これらの業務に従事する者であることを要する 

  ⑤ 世帯員のうちの１人以上の者がこれらの業務に従事するものであれば足りる 

 

Ⅰ－２－３ 第１項第３号関係 

  法第２９条第１項第３号及び令第２１条において、公益上必要な建築物のうち開発区域及びその

周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものの建築の

用に供する目的で行う開発行為は、開発許可の適用除外とされている。 

  なお、国等が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物に係る

開発行為については、令第２１条第２６号により、原則として許可(協議）は不要であるが、学校、

社会福祉施設及び医療施設に係るものについては許可（協議）が必要であることに留意するととも

に、庁舎及び宿舎に係る開発行為の取扱いについては、以下のとおりとすることが望ましい。 

  庁舎：許可（協議）を要するものは、 

     ① 国の本府省又は本府省の外局の本庁舎 

     ② 国の地方支分部局の本庁舎 

     ③ 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村

役場の本庁舎 

     ④ 警視庁又は道府県警察本部の本庁舎に係る開発行為であること。 

  宿舎：原則として許可（協議）が必要であるが、職務上常駐を必要とする職員のための宿舎又は

災害等の発生時等に緊急に参集してその対応に当たる必要がある等職務上その勤務地に近

接する場所に居住する必要がある職員のための宿舎（警察職員、河川事務所・国道事務所
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に勤務する職員等緊急時に参集する必要がある職員のための宿舎等）に係る開発行為であ

って、個々の宿舎とそこに居住する職員の勤務地との位置関係が合理的に説明できるもの

については、許可（協議）が不要であること。 

  開発許可が不要である公共公益施設である建築物の建築の申請があった場合において、６０条証

明書を交付するに当たっては、当該申請に係る公共公益施設の立地について、あらかじめ、当該事

案に係る担当部局と位置の選定、規模、施設基準等について無秩序な市街化を防止し都市の健全な

発展と秩序ある整備を図る観点から連絡調整を図ることが望ましい。 

 

Ⅰ－２－５ 都市計画区域外における開発許可の在り方 

  準都市計画区域や都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における開発行為（都市計画区域及

び準都市計画区域外の区域にあっては１ｈａ以上の開発）は、都市的な土地利用と位置づけられる

ことから開発許可が適用されることとされる。これらの区域における技術基準は、都市計画区域に

準じて審査することが望ましいと考えるが、開発区域周辺の公共施設の整備状況や自然環境の状況

などを勘案して独自の技術基準を定める場合には、これらの区域においてはまちづくりの構想がな

いことも想定されることを踏まえ、その必要性を十分考えた上で申請者へ必要以上の負担を求めな

いよう注意することが望ましい。 

  なお、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、自然公園法等により指定される区

域も存在することから、これらの法律等の趣旨を妨げないよう関係部局と十分連携をとって適切な

運用を行うことが望ましい。 

 

Ⅰ－２－６ 開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発許可の適用 

  開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域（以下「非線引き都市計画区

域」という。）又は準都市計画区域のうち２以上の区域にわたる場合で、開発区域全体の面積が当該

開発区域がわたる区域に係る規制対象規模のうち最も大きい規模以上であれば開発区域全体が許可

を要する（令第２２条の３第１項第２号）。また、これらの区域にわたる部分の開発区域の面積がそ

の区域の規制対象規模以上であるならば、開発区域全体が許可を要する（令第２２条の３第１項第

３号から第５号）。 

  開発区域が市街化区域、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計

画区域外とにわたる場合で、開発区域全体の面積が１ｈａ以上であれば開発区域全体が許可を要す

る（令第２２条の３第１項第１号及び第２項）。この場合、都市計画区域又は準都市計画区域にわた

る部分については法第２９条第１項許可を、都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる部分につ

いては法第２９条第２項許可をそれぞれ行うこととなる。 

  なお、開発区域が市街化区域、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域と市街化調整区域とに

わたる場合については、その開発行為の規模にかかわらず、開発区域全体が許可を要する。また、

開発区域が市街化調整区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合については、

市街化調整区域にかかる部分についてはその規模にかかわらず許可の対象となるが、都市計画区域

及び準都市計画区域外にかかる部分については、開発区域全体が１ｈａ以上である場合に許可の対

象となる。 
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  開発区域が２以上の区域にわたる場合で、開発許可権者が異なるときは、それぞれの区域の開発

許可権者が開発区域全体を勘案して審査を行うこととなるので、許可申請はそれぞれの開発許可権

者に行うことが望ましい。この場合において、それぞれの開発許可権者は十分に連携をとって審査

を行うとともに、許可あるいは不許可を行う場合には同時に行うことが望ましい。 

 

Ⅰ－３ 法第３０条関係（開発許可申請に係る提出書類等の簡素化・統一化） 

  地方公共団体が要求している開発許可申請に係る提出書類については、法、令及び施行規則に規

定されている提出書類以外に地方公共団体の条例、開発許可事務の手引書等において地方公共団体

が独自に要求している提出書類等は多種多様にあり、開発許可の事務を処理する場合において、特

に必要性が認められない書類、統一化を図ることが望ましい書類等も見受けられる。また、図面に

ついては、施行規則で定められている明示すべき事項に関し、地方公共団体によってその事項の具

体化に当たって、必ずしも一律の取扱いがなされておらず、手続の遅延の原因にもなっている。つ

いては、開発許可に関する事務処理手続のより一層の迅速化、合理化を図る観点に照らして、提出

書類・図面等について次の事項に留意して簡素化・統一化を図ることが望ましい。 

（１）開発許可申請の添付図書等の簡素化 

  開発の審査に当たっては、許可権者の立場において審査する事項と開発行為に関係がある公共施

設の管理者あるいは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者

の立場において審査する事項との区分を明確にする必要があり、公共施設の管理者あるいは管理す

ることとなる者が審査、判断、把握していれば足りる公共施設の新旧対照図、公園計画平面図、道

路横断図、道路縦断図、排水縦断図等の書類等については、開発許可申請に係る書類等としては別

途要求しないこと。 

（２）提出書類等の共通化 

  開発許可申請において提出される書類等については、土地に対する行為の制限を定めた他の法令

による許可・認可等の処分をも必要とする場合においては、その法令を所管する部局と連絡調整を

密にし、極力当該法令に基づき提出される書類等との共通化を図り、申請者に無用の負担を課すこ

とのないように取扱うこと。 

（３）図面に明示すべき事項の統一化 

  施行規則第１６条第４項に規定する現況図、土地利用計画図等について、図面ごとの明示すべき

事項の具体的な項目は別表１を参考にするなど、不必要に図面を求めないことが望ましい。 

（４）設計図の作成に当たって使用する凡例については、開発許可権者及び事業者双方において統一

されず、このことが審査側からの設計図の再作成指示や定型的かつ迅速な審査が実施しにくいこと

等手続の遅延の原因になっているとみられる。このため開発許可に関する事務処理のより一層の迅

速化、合理化を図る観点から設計図の作成に使用する凡例を極力統一することとし、別表２の統一

凡例を参考として簡素かつ迅速な審査を行うように努めることが望ましい。 

 

Ⅰ－４ 法第３２条関係 

（１）法第３２条の趣旨 
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  法第３２条の規定による公共施設の管理者等の同意・協議は、あくまで開発行為に関係がある公

共施設及び開発行為により新設される公共施設の管理の適正等を期することを目的とすることが法

文上明確にされたところである。従って、本来の公共施設の管理者の立場を超えた理由により同意・

協議を拒んだり、手続きを遅延させたりすることは、法の趣旨を逸脱した運用となるおそれがある

ことに留意すべきである。 

（２）法第３２条に基づく協議等の手続の迅速化 

  ① 事業者が、公共施設の管理者としての市町村に対して法第３２条に基づき協議等を行う場合

において、当該事業者が開発に関連する寄附金の負担に応じないこと等を理由として当該市町

村が同意・協議を拒み、又は協議手続を遅延させている事例が見受けられるが、本来の公共施

設の管理者の立場を超えた理由により同意・協議を拒んだり、手続きを遅延させたりすること

は、法の趣旨を逸脱した運用となるおそれがあることに留意すべきである。 

    従って、当該市町村（地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき開発許可に関

する都道府県知事の権限に属する事務を処理することとされている市町村を除く。以下この号

において同じ。）が存する都道府県においては、公共施設の管理者としての立場での協議以外の

事項で手続が中断していると思われる事案について、法第３２条の規定の本来の趣旨に沿った

同意・協議手続が迅速に進められるよう、具体的に事情の疎明を求めること等により、申請者

と市町村との間の所要の調整を積極的に行うことが望ましい。 

    また、市町村が申請者と協議を行うに当たり、市町村において当該開発について許可基準に

照らし重大な問題を認識した場合等においては、当該開発の問題点を指摘した意見書を開発許

可権者に提出する、又は土地利用調整会議の場において意見を表明する等の取扱いをすること

とし、公共施設の適正な管理以外の観点から法第３２条の規定による同意・協議を拒むことは

しないこととするよう関係市町村への周知徹底に努めることが望ましい。 

    併せて、関係市町村を土地利用調整会議に加えることにより、事前協議段階から市町村との

調整が円滑に行われるよう措置することが望ましい。 

  ② 法第３２条第１項の同意を得たことを証する書面については、紛争の未然防止の観点から公

共施設の管理者とそれ以外の者の区別を明確にせず、利害関係者すべての同意書まで求めてい

る事例が見受けられるところであるが、上記の書面はあくまで開発行為に関係がある公共施設

の管理者の同意書面であり、河川、農業用水路等の管理権限を有しない水利組合、水利権者、

農業用水使用関係者等公共施設の管理者でない者とは、必要がある場合においては開発許可手

続とは別に十分協議、調整を行うよう指導し、同意書の添付までは義務付けないようにするこ

とが望ましい。 

  ③ 同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書類ではあるが、添付す

るものは同意書作成時のもので足り、同意者の真意、権限に疑義がある等特別な理由がない限

り、新規のものへの取り直しは要求しないことが望ましい。 

（３）農業用の揚水機場又はため池との調整 

  法第３２条第１項の規定により開発許可の申請者が農業用水路の管理者の同意を得なければなら

ない場合において、当該水路と一体として影響を受けることとなると認められる揚水機場又はため
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池で当該水路の管理者と異なる者が管理するものがあるときは、これと併せて当該揚水機場又はた

め池の管理者の同意も必要とすることが望ましい。 

（４）開発行為と農業用水利との調整 

  開発行為に伴う市街化の進展等により、農業用用排水施設について、開発区域内からの排出水に

よる水質の悪化、転落事故等の発生、管理費の増嵩等の影響が生じている事例が指摘されていると

ころであるが、開発行為が地域の農業用水利との調和の下に円滑に実施されるよう、農業用用排水

施設の機能と維持管理に影響を及ぼすおそれのある開発行為については、下記の①から③に留意す

ることが望ましい。 

  ① 開発区域内から生ずる下水（汚水及び雨水）の排出については、極力農業用用排水施設以外

の公共施設の利用を図ることを基本としつつ、農業用用排水施設以外の公共施設への放流の比

較可能性、農業用水利における所要の水量の確保の必要性等を考慮して放流先を選定するもの

とし、農業用用排水施設を利用する場合にあっては、その量及び水質の両面で有効かつ適切に

排出が行われるよう法第３３条第１項第３号に規定する基準との適合性につき、慎重に審査す

ること。 

    また、法第３２条の規定に基づく同意又は協議についても、その手続の適否につき十分審査

を行うこと。 

  ② ①の審査に当たり、開発行為に伴う農業用用排水施設周辺の市街化の進展等により、農業用

用排水施設における転落事故発生の可能性の増大、補修費、管理費の増嵩等の維持管理上の問

題が生ずるおそれが明らかであると認められるときは、当該事態の防止や費用分担の適正化等

の必要な措置につき、関係当事者間における適正かつ合理的な協議調整が図られるよう十分に

配慮すること。 

  ③ ①及び②についての開発許可申請者と農業用用排水施設の管理者との協議･調整は、関係市町

村の必要な調整･援助をも受けつつ、法第３２条及び土地改良法第５６条の趣旨にのっとって適

正に行われるよう努めること。 

（５）義務教育施設設置義務者等との協議 

  令第２３条の規定は、大規模な開発行為の施行が、義務教育施設、水道、電気、ガス又は鉄軌道

施設について新たな投資を必要とする等これらの施設の整備計画に影響を及ぼすので、このような

開発行為が行われるに際してあらかじめ開発行為を行おうとする者とこれらの施設の管理者との事

前の話合いを行わせて、施設の管理者が当該開発行為の施行にあわせて適時適切に施設の整備を行

い得るようにするという趣旨から定められたものであり、開発行為を行う者に特別な負担を課する

趣旨のものではないので、この点に留意して適切な運用を行うことが望ましい。 

 

Ⅰ－５ 法第３３条関係 

Ⅰ－５－１ 第２号関係（道路に関する基準） 

（１）令第２５条第２号ただし書の運用 

  開発許可制度が対象とする開発行為は、一般的には、開発区域内に複数の敷地を配置し、区画道

路を開発区域内に整備する面的な団地開発であり、開発許可の道路に関する技術基準も団地開発に

適用することを想定してつくられていたため、既存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行
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為に適用する際に、必ずしも合理的とは言い難い場合もある。従って、既存道路に接して行われる

単体的な開発行為について、開発区域の規模や形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様

等に照らして、令第２５条第２号本文所定の要件を充足することが著しく困難な場合においては、

令第２５条第２号ただし書の規定により、通行の安全等の点で支障がないと認められる一定の道路

が予定建築物等の敷地に接して配置されていれば足りるものであると考えられる。 

  令第２５条第２号ただし書の運用については次の事項に留意することが望ましい。 

  ① 開発区域内に新たに整備される区画道路については、開発者自らが設計し、築造するもので

あり、令第２５条第２号本文所定の幅員に適合させることが困難な場合は想定されないことか

ら、施行規則第２０条の２第１号により、令第２５条第２号ただし書の適用はないこと。 

  ② 令第２５条第２号ただし書の適用対象となるのは、開発区域外の既存道路に直接接して行わ

れる一敷地の単体的な開発行為であること。また、開発行為が既存道路に接して行われ、開発

区域内に新たに区画道路が整備される場合については、当該既存道路には、令第２５条第４号

の規定が適用されること。 

  ③ 令第２５条第２号ただし書の要件を満たすためには、敷地に接する既存道路が施行規則第２

０条の２の要件に該当し、かつ、「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の

効率上支障がないと認められる規模及び構造」を有すること。 

  ④ 「開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、こ

れによることが著しく困難」とは、次のすべての事項について総合的に判断することになるが、

その内容を例示すれば、以下のとおりであること。 

   イ 開発区域の規模 

     開発区域の規模が小さく、周辺の交通等に与える影響に比して令第２５条第２号本文所定

の幅員まで敷地の接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅することに伴う負担が著しく過

大と認められる場合等。 

   ロ 開発区域の形状 

     開発区域が偏平である場合等で開発区域内において、令第２５条第２号本文所定の幅員の

道路を配置することが、著しく困難である場合や、開発区域の既存道路への接続部分の間口

が狭小である場合で、周辺の交通等に与える影響に比して令第２５条第２号本文所定の幅員

まで敷地の接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅することに伴う負担が著しく過大と認

められる場合等。 

   ハ 開発区域の周辺の土地の地形 

     開発区域の周辺にがけや河川等が存在しているため、令第２５条第２号本文所定の幅員ま

で敷地の接する既存道路を一定の区間にわたり拡幅することが、著しく困難である場合等。 

   ニ 開発区域の周辺の土地の利用の態様 

     既存道路沿いに建築物が連たんしている場合等。ただし、この「連たん」については、建

築物の数のみで判断されるものではなく、拡幅に際しての用地確保の困難性（既存道路に接

して周辺に建築されている建築物が堅固である等移転困難なものであること、拡幅が長区間

にわたる等過大な負担と認められるものであること、関係権利者が極めて多数に上る等社会

的影響が大きいこと等が要求されるものと考えられ、ただ単に開発者側の都合（資金や工期
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等）で事実上拡幅できないというだけでは困難性は認められない。）等の要素を総合的に勘案

して、一定の区間にわたり、令第２５条第２号本文所定の幅員を確保することが「著しく困

難」であるかどうかを判断するものである。 

  ⑤ 「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がない」について、

以下のすべての条件を満たしていることが必要であり、必要に応じてセットバック等による道

路の拡幅を求めることを通じて、当該区域において開発行為が行われることにより発生が予想

される支障の除去に努めるものとすること。 

   イ 環境の保全 

     良好な市街地の環境を確保する観点から、日照、通風、採光等の点で支障がないこと。 

   ロ 災害の防止 

     延焼のおそれのないこと。 

     避難活動上支障がないこと。 

     消防活動上支障がないこと（消防ポンプ車が進入可能であること、消防水利が適切に確保

されていること等を考慮すること）。 

   ハ 通行の安全 

     通過交通が少なく、かつ、１日当たりの車両の交通量も少ないこと（車両の交通量につい

ては、道路構造令に規定される計画交通量等を参考とすること）。 

     歩行者の数が多くないこと（商店が連たんして多数の買物客が往来する道路や多数の者の

通勤、通学の用に供されている駅周辺の道路等は通常、該当しないと考えられること）。 

     予定建築物等の用途が、多数の車両の出入りが見込まれるものでないこと（例えば、デパ

ート、トラックターミナル等の大規模商業施設、大規模流通業務施設等は通常該当しないと

考えられること）。 

   ニ 事業活動の効率 

     業務用の開発行為の場合に、事業活動の支障を生じないこと。 

  ⑥ 開発区域を含めた周辺市街地を良好な市街地として育成する観点から、都市整備担当部局と

綿密な連携をとること。 

  ⑦ 自然公園法等による土地利用規制を受ける開発区域内において車両の通行が想定される道路

が設けられない場合には、開発区域外から開発区域へ到達する道路については令第２５条第２

号本文の規定は適用されないものであること。 

（２）令第２５条第２号括弧書の運用（再開発型開発行為に関する道路の基準の運用） 

  幹線街路に面していない前面道路の幅員が９ｍ未満の開発であって、幹線街路に面して既に中高

層の建築物が存する場合等道路拡幅用地の確保が事実上不可能と考えられる場合について、幹線街

路に至るまでの道路の拡幅を求めることは、結果として、開発行為の規制を避けるための小規模な

開発を生じせしめることとなり、かえって都市の秩序ある整備に支障を及ぼすおそれがあると考え

られる。 

  従って、予定建築物の用途が住宅以外のものであっても次の要件のすべてに該当する開発行為に

ついては、施行規則第２０条の規定にかかわらず、令第２５条第２号括弧書を適用し、小区間で通

行上支障がない場合として取扱って差し支えない。 
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  ① 予定建築物が建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街区制度の適用を受けて

行われるもので当該建築に際して総合設計の許可又は特定街区の都市計画決定に基づき、歩道

状の公開空地等が主要な前面道路に沿い、当該前面道路に接する敷地全長にわたって適切に確

保されていること。 

  ② 幹線道路への接続距離が短いこと。 

  ③ 開発区域の２面以上が幅員６ｍ以上の道路に接していること。 

 

Ⅰ－５－２ 第２号関係（公園、緑地又は広場に関する基準） 

（１）令第２５条第６号及び第７号の「公園、緑地又は広場」は、多数者が集まる用途の開発行為に

ついては、環境の保全、災害の防止、利用者の利便を確保するため必要なものであるが、法上、開

発行為に伴い必要とされる公園等は、開発区域内の利用者のために必要なものであり、広域的な観

点から必要とされる公園については、別途公共側で整備するものであるから、例えば大学等の建設

を目的とした開発行為における公園等の整備については、大学等の敷地内に、学生・教職員等の利

用を想定した緑地又は広場等が当該大学等の計画に基づき整備されれば足り、専ら一般公共の利用

に供する公園の整備まで要求することは望ましくない。 

（２）令第２５条第３号、第６号及び第７号 

  ゴルフコース等の第二種特定工作物については、道路、公園等の公共空地の基準を適用するが、

その本質が空地的、緑地的、平面的土地利用であることに鑑み、令第２５条第３号、第６号及び第

７号については適用しないことが望ましい。 

  また、令第２５条第６号及び第７号の適用がない「主として第二種特定工作物の建設の用に供す

る目的で行う開発行為」には、大学等の野球場、庭球場、陸上競技場等に通常併設されると考えら

れる付属的な建築物が建設される場合が含まれるものと考えられる。 

（３）再開発型開発行為に関する公園等の基準の運用 

  再開発型開発行為に関する公園等の基準等の運用については、次の事項に留意することが望まし

い。 

  ① 開発区域内において法第３３条に定める基準を満たす公園等と同等の機能を有すると認めら

れる総合設計等に基づく公開空地等の確保が担保される場合には、公園等のための空地を公園

管理者に移管せずに建築物の敷地として一体的に開発行為者に管理させても、実質的に良好な

都市環境が確保されることから、建築基準法に基づく総合設計制度又は法に基づく特定街区制

度により、開発区域内に公開空地等が確保され、引続き空地としての管理がなされることが確

実な開発行為については、公園管理担当部局と協議の上令第２５条第６号ただし書を適用し、

形式的に公園等の確保を求めなくても差し支えないこと。 

  ② 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業又は開発許可により面的な整備事業が施行された

区域内の土地等、公園等が周辺において既に適正に確保された土地の二次的な開発については、

同号ただし書に該当するものとして、二次的な開発に際して公園等を更に求める必要はないこ

と。 

  ③ 総合設計制度又は特定街区制度により確保された公開空地等が、法第３６条第３項の工事完

了公告の後においても、駐車場等に転用されず、法に基づく公園等の機能を実質的に保つこと
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を担保するため、開発許可に際しての条件の付与等の措置を事案に応じて講ずるとともに、公

開空地等の確保に関して、十分な担保措置がなされるよう建築確認担当部局又は都市計画担当

部局と調整を図ること。 

  ④ 総合設計の許可の事前審査と開発許可の事前協議手続は、建築確認担当部局と開発許可担当

部局との十分な連絡調整を図りつつ並行して実施することとし、総合設計の許可が確実と見込

まれる段階で開発許可を行うこと。 

 

Ⅰ－５－３ 第４号関係（開発許可制度における水道の取扱い） 

  都道府県知事等は、法第３３条第１項第４号の基準については、開発区域の大小を問わず、開発

行為を行おうとする者が当該開発区域を給水区域に含む水道事業者から給水を受けるものであると

きは、当該開発行為を行おうとする者と当該水道事業者との協議が整うことをもって同号の開発許

可基準に適合しているものと取り扱って差し支えない。 

  また、開発区域の面積が２０ｈａ未満の開発行為についても、当該開発区域を給水区域に含む水

道事業者との協議を行わせることが望ましい。 

 

Ⅰ－５－４ 第７号関係（擁壁の透水層の取扱い） 

  擁壁の透水層の取扱いについては、宅地造成等規制法施行令第１０条、施行規則第２７条及び建

築基準法施行令第１４２条により擁壁の裏面で水抜き穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透

水層を設ける旨規定されており、「砂利等」とは、一般的には砂利、砂、砕石等を用いているところ

であるが、石油系素材を用いた「透水マット」の使用についても、その特性に応じた適正な使用方

法であれば、認めても差し支えない。 

  また、適正な使用方法等については、「擁壁用透水マット技術マニュアル」（平成３年３月 社団

法人建築研究振興会）を参考とすることが望ましい。 

 

Ⅰ－５－５ 第９号、第１０号関係（環境への配慮義務） 

（１）法第３３条第１項第９号及び令第２８条の２の基準は、当該開発行為の目的、開発区域内の土

地の地形等を勘案し、樹木の保存については一定規模以上の樹木又は樹木の集団の存する土地を当

該開発区域内に予定された公園、緑地、隣棟間空地、緩衝帯等のオープンスペースとして活用する

ことにより面的に保存することを趣旨とするものであり、また、表土の保全等については植物の生

育の確保上必要な表土の復元等の措置を講じさせることを趣旨とするものであるから、その運用に

際しては、開発行為を行う者に設計上あるいは工事の施行上過重な負担を課することとならないよ

う留意することが望ましい。 

（２）法第３３条第１項第９号及び第１０号並びに令第２８条の２及び第２８条の３の基準の運用に

際しては、開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、工場立地法に基づく「工場立地

に関する準則」の運用と齟齬をきたさないように十分配慮する必要があり、開発許可の基準の趣旨

は、樹木若しくは樹木の集団の保存措置又は緑地帯その他の緩衝帯の配置に関し、同準則を上回っ

て求めている趣旨ではないことに留意することが望ましい。 
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（３）開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、令第２８条の３に規定する「緑地帯そ

の他の緩衝帯」には、原則として工場立地法第４条第１項第１号の「環境施設」が含まれるもので

あり、また、工場立地法に基づく「工場立地に関する準則」の運用との調整に際しては、概ね国土

交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそって内側に配置されてい

ればよいものと考えられる。 

（４）自然公園法等により指定される区域における開発行為については、安全上問題がない場合には、

地域に生育する植物と同種の植物による緑化又は張芝、種子吹付等による緑化を行うこと及び雨水

浸透への積極的な取組みを申請者に対し周知するとともに、自然公園等担当部局と連携し、法の技

術的基準に適合する限り自然公園法等における許可基準及び指導に沿った運用を行うことが望まし

い。 

 

Ⅰ－５－６ 第１２号関係（申請者の資力・信用要件） 

  本号の規定による申請者の資力及び信用の有無の判断は、資金計画、過去の事業実績等を勘案し

て行うこととし、特に資金計画については、処分収入を過当に見積っていないかどうかに留意する

ことが望ましい。 

  本号の規定に基づき申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用、又は能力があるか

否かを審査する書類については施行規則で定められている資金計画書のほか法人の登記簿謄本（個

人申請の場合は住民票）、事業経歴書、納税証明書に統一することとし、当該開発行為が適正に遂行

されるものであるか否かの判断が非常に難しい場合以外その他の書類の要求は行わないことが望ま

しい。 

 

Ⅰ－５－７ 第１３号関係（工事施行者の能力） 

  本号の規定による工事施行者の能力の有無の判断は、当該工事の難易度、過去の事業実績等を勘

案して行うことが望ましい。 

  また、本号の規定に基づき工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力

があるか否かを審査する書類については、法人の登記簿謄本、事業経歴書、建設業の許可証明書に

統一することとし、当該工事が適正に遂行されるものであるか否かの判断が非常に難しい場合以外

その他の書類の要求は行わないとすることが望ましい。 

 

Ⅰ－５－８ 第１４号関係（関係権利者の同意） 

  本号において、開発許可基準として「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨

げとなる権利を有する者の相当数の同意」が必要とされているが、運用に当たっては、下記事項に

留意することが望ましい。 

（１）「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者」について

は、開発行為をしようとする土地又は当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内にあ

る土地等について所有権、地上権、抵当権等当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者であ

ること。なお、開発に伴う係争が生じる蓋然性が高いと認められる場合で、その未然防止の観点か

ら、これらの権利を有しない開発区域の隣接地主並びに周辺住民等と調整を行わせることが望まし
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いと判断される場合においては、開発行為の内容の明確化、その円滑な推進等の観点から、必要か

つ合理的な範囲で開発許可手続とは別に説明、調整を行うよう申請者に対し指導を行うことが望ま

しいが、同意書の添付までは義務付けないよう適切な運用に努めること。 

（２）「相当数の同意」については、開発行為の事前協議の開始の段階において、開発区域内の関係権

利者の同意を「相当数」を大幅に上回り求めることは、開発者に対し過大な負担となる可能性が高

いので、事前協議と並行して関係権利者の同意の取得を求めるよう弾力的な運用に努めること。 

（３）「相当数の同意を得ていること」に該当する場合とは、開発行為をしようとする土地及び開発行

為に関する工事をしようとする土地のそれぞれについて、概ね、①同項同号に規定する権利を有す

るすべての者の３分の２以上並びにこれらの者のうちの所有権を有するすべての者及び借地権を有

するすべての者のそれぞれの３分の２以上の同意を得ており、かつ、②同意した者が所有する土地

の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積との合計が土地の総地積と借地

権の目的となっている土地の総地積との合計の３分の２以上である場合を指すものであること。 

（４）同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書類ではあるが、添付する

ものは同意書作成時のもので足り、同意者の真意、権原に疑義がある等特別な理由がない限り、新

規のものへの取り直しを要求することは適当ではないこと。 

 

Ⅰ－５－９ 技術基準の強化 

  まちづくりの将来像を示したマスタープランの内容の実現に向けて、地域の実情等を勘案しなが

ら、技術基準を強化していくことが考えられる。なお、技術基準を強化する場合には、必要性の有

無にかかわらず一律的な強化は行わないことや、官民連携が推進されている状況を踏まえて適切に

公共施設や公益的施設の整備等に係る負担のあり方を検討することが重要である。 

  開発行為に伴い設置される公共施設についてはその適切な管理を確保することが重要であるが、

特に、技術基準の強化により設置された公共施設については、民有地のまま管理される場合であっ

ても、当該公共施設の土地について分筆を行わせて区域の明確化を図り、管理協定を締結する等そ

の適切な管理が行われるようにすることが望ましい。 

  また、開発許可権者と公共施設管理者が異なることが想定される場合には、技術基準の強化の内

容及び管理方法について関係部局と十分調整が行うことが望ましい。 

  これまで宅地開発等指導要綱で行政指導を行っていた制限については、政省令で定める基準に照

らしてその内容を十分検討し、基準に合致するものは速やかに法に基づく条例による強化基準とし

て定めることが適当である。政省令の基準を超える宅地開発等指導要綱に基づき、法の開発許可に

からめて行政指導を行うことは、法律の趣旨から逸脱するものであることに留意する必要がある。 

  条例で技術的細目に定められた制限の強化を行うに当たっては、どのような開発行為についてど

の程度の強化を行うか明確にすることが求められるところであり、単に「必要があると認める場合」

等の極めて抽象的な表現で明確な基準を設けず裁量によって運用を行うことや専ら利便の増進の観

点から強化を行うことは望ましくない。 

（１）令第２９条の２第１項第１号及び施行規則第２７条の４第１号関係 

  令第２９条の２第１項第１号及び施行規則第２７条の４第１号では、強化の対象を、令第２５条

第２号、第３号、第５号から第７号まで、第２７条、第２８条第２号から第６号まで、第２８条の
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２、第２８条の３（施行規則第２３条の３）又は第２９条（施行規則第２４条、第２５条第２号、

第２６条第４号又は第２７条）の技術的細目に定められた制限に限定しており、強化を行うことが

不適切なもの、強化が見込まれないものについては対象外としている。また、横だし的な強化につ

いては、施行規則第２４条に定められた技術的細目に限り令第２９条の委任の範囲内で行えること

とされており、それ以外の技術的細目については上乗せの強化についてのみ行えることとされてい

る。 

  制限の強化は、「環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲」

で行うこととされており、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが必要とされる特定

の地域における、特定の開発行為について、制限の強化の対象とする項目及びその程度を限定して

行う必要がある。従って、区域を限定せずに地方公共団体の行政区域全域を一律的に対象として制

限を強化すること、制限の強化の対象とする開発行為の目的、規模等について限定せず一律的に制

限を強化すること（特に小規模な開発行為についてまで一律的に制限を強化すべきかは慎重に検討

を行うことが望ましい）、地方公共団体が自ら整備する以上の水準の公共施設等を求めること、開発

事業者に著しい負担を求めることなどは法令の趣旨に反するものであると考えられる。 

  また、制限の強化は、法令上定めれられている技術基準に比べ特別な権利制限を課するものであ

ることから、条例を制定する際には、強化の内容が必要な限度を超えないものであることについて、

事前に地域住民や土地所有者等への十分な説明を行うことが望ましい。 

（２）令第２９条の２第１項第２号関係（令第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化の

基準） 

  道路幅員の強化を行う場合は、当該道路の利用状況、周辺の道路幅員の状況、公共団体の道路整

備の方針等を十分勘案し、歩行者交通量が多い場所での歩道の設置、中高層建築物に接することに

よる交通量の増大に対応する等具体的かつ合理的な理由に基づく強化を行うことが望ましい。 

  また、小区間の道路の幅員の強化についても、予定建築物等の用途等を勘案して緊急車両の通行

を確保する必要がある場合、自動車交通量及び歩行者交通量を勘案して歩車道を分離する必要があ

る場合等具体的かつ合理的な理由に基づく強化を行うことが望ましい。 

（３）令第２９条の２第１項第３号関係（令第２５条第３号の技術的細目に定められた制限の強化の

基準） 

  ２０ｈａ以下の開発行為であっても令第２５条第３号の制限を適用することを可能とするもので

あるが、市街化調整区域内の既存の１２ｍ道路の周辺における立地基準の弾力的な運用（例えば法

第３４条第１１号、第１２号等）と本号に基づく基準の強化とセットでの活用が考えられる。 

（４）令第２９条の２第１項第４号関係（令第２５条第５号の技術的細目に定められた制限の強化の

基準） 

  通学路等においては片側一車線であっても歩車道分離を行うことが適当な場合もあるなど、自動

車交通量及び歩行者交通量を勘案して、９ｍ以下の幅員の道路についても歩車道分離を行わせるこ

とを可能とする趣旨である。 

（５）令第２９条の２第１項第５号関係（令第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の強化の

基準） 

  ① 第５号イ 
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    住宅系開発については公園に限定した施設整備を求めることを可能とする趣旨であるが、一

律的に限定するのではなく、例外規定を設ける等保存すべき緑地等に配慮した条例制定を行う

ことが望ましい。 

  ② 第５号ロ 

    ある程度まとまった規模の公園等を数箇所に整備させることを可能とする趣旨であり、設置

すべき公園等の数や一箇所の面積については、開発行為の規模に応じて定めることが望ましい。 

  ③ 第５号ハ 

    新市街地開発などで、良好な樹林地等自然環境を保全する必要がある場合や予定建築物の用

途が中高層共同住宅である場合など３％を超える面積の公園等が特に必要な場合に限り、６％

以内の公園等の設置を求めることができるという趣旨であるが、条例を定める際には、一律的

に強化するのではなく、予定建築物等の用途や区域等を限り定めることが望ましい。 

（６）令第２９条の２第１項第６号及び施行規則第２７条の２関係（令第２５条第７号及び施行規則

第２１条の技術的細目に定められた制限の強化の基準） 

  ① 施行規則第２７条の２第１項第１号関係 

    ある程度まとまった規模の公園等を数箇所に整備させることを可能とする趣旨であり、設置

すべき公園等の数や一箇所の面積については、開発行為の規模に応じて定めることが望ましい。 

  ② 施行規則第２７条の２第１項第２号関係 

    新市街地開発などで、良好な樹林地等自然環境を保全する必要がある場合や予定建築物の用

途が中高層共同住宅である場合など３％を超える面積の公園等が特に必要な場合に限り、６％

以内の公園等の設置を求めることができるという趣旨であるが、条例を定める際には、一律的

に強化するのではなく、予定建築物等の用途や区域等を限り定めることが望ましい。なお、３％

を超える公園等の設置を求める場合は、３％を超える部分について、そのすべてを公園に限定

する必要はなく、予定建築物等の用途や周辺の状況等を勘案して緑地や広場でもよいこととす

る運用が可能である。 

  ③ 施行規則第２７条の２第２項関係 

    施行規則第２１条第２号は、５ｈａ以上の開発について大規模な公園の設置を求める規定で

あるが、設置すべき公園の箇所数及び１箇所あたりの面積の最低限度について、予定建築物の

用途や開発区域の周辺の公園の整備状況等を勘案して強化を可能とする趣旨である。 

（７）令第２９条の２第１項第７号関係（令第２７条の技術的細目に定められた制限の強化の基準） 

  本号は、もっぱら開発区域内の住民が利用するごみ収集場等開発区域内の住民の利便の増進を図

る上で必要不可欠な身の回りの施設については、開発行為の規模にかかわらず設置を求めることを

可能とする趣旨である。 

  「開発区域内の住民の利便の増進を図る上で必要不可欠な身の回りの施設」の範囲に何が含まれ

るかは、公益的施設の内容が多岐にわたるものであることから開発行為の規模・内容や地域の実情

に応じ適切に判断することが望ましい。 

（８）令第２９条の２第１項第８号関係（令第２８条第２号から第６号までの技術的細目に定められ

た制限の強化の基準） 
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  「その地方の気候の特殊性」については、例えば多雨・多雪地帯で通常の気候の地域に比べてが

け崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域、「その地方の風土又は地勢の特殊性」につい

ては、例えば傾斜の多い土地柄やもともと地盤が軟弱な地域で通常の土地柄の地域に比べてがけ崩

れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域などが想定される。 

（９）令第２９条の２第１項第９号関係（令第２８条の２第１号の技術的細目において定められた制

限の強化の基準） 

  「保存の措置を講ずべき樹木」については、地域の希少な樹木や県木等が考えられるが、「優れた

自然環境の保全」が特に必要である区域に限定して強化を行うこととし、開発者に過度の負担とな

らないように留意することが望ましい。 

（10）令第２９条の２第１項第１０号関係（令第２８条の２第２号の技術的細目において定められた

制限の強化の基準） 

  花崗岩地域等表土が薄い地域等の特定の場所について１０００㎡以下の規模であっても表土を保

全する必要がある場合などについて強化を可能とする趣旨である。 

（11）令第２９条の２第１項第１１号及び施行規則第２７条の３（令第２８条の３及び施行規則第２

３条の３の技術的細目において定められた制限の強化の基準） 

  現行の緩衝帯の幅員の規制については、工場立地法の環境施設の設置規制と整合が図られた規制

となっているが、制限の強化を行う場合にあっても工場立地法の運用と齟齬を来たさないように十

分配慮することが望ましい。 

（12）施行規則第２７条の４第２号関係（施行規則第２４条の技術的細目に定められた制限の強化の

基準） 

  施行規則第２４条の道路に関する技術的細目については、上乗せに限らず、横だしを含めて制限

の強化を可能とするものである。「上乗せ」の例としては、例えば、水はけの悪い地域については、

アスファルト舗装又はコンクリート舗装を義務付けること、積雪寒冷地については、交通の安全上

縦断勾配を９％以下に引き下げること、「横だし」の例としては、多雪地帯については除雪スペース

を要求すること、高齢者や子供の多い地域において９％以上の縦断勾配を認める場合はすべり止め

を設けることなどが考えられるが、横だしを行う場合は、令第２９条の委任の範囲内に限定される

ことに留意すること。 

（13）施行規則第２７条の４第３号関係（施行規則第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の

強化の基準） 

  公園等が自動車交通量の激しい道路等に接する場合でなくとも、バイク、自転車等の進入を防ぐ

ため、利用者の安全の確保を図るための措置を講ずる必要性がある場合が想定されるため、強化を

可能としたものである。 

（14）施行規則第２７条の４第４号関係（施行規則第２６条第４号の技術的細目に定められた制限の

強化の基準） 

  公共の用に供する排水施設については、周辺の排水施設の整備水準と整合を図るために強化を行

うべきであり、周辺の排水施設の整備水準を超えた水準を求めることは行き過ぎであることに留意

すること。 
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（15）施行規則第２７条の４第５号関係（施行規則第２７条の技術的細目に定められた制限の強化の

基準） 

  「その地方の気候の特殊性」については、例えば多雨・多雪地帯で通常の気候の地域に比べてが

け崩れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域、「その地方の風土又は地勢の特殊性」につい

ては、例えば傾斜の多い土地柄やもともと地盤が軟弱な地域で通常の土地柄の地域に比べてがけ崩

れ又は土砂の流出等の災害の発生頻度の高い区域などが想定される。 

 

Ⅰ－５－１０ 技術基準の緩和 

  技術基準を緩和する場合にあっては、開発行為の便宜を図るという観点ではなく、法律上の技術

基準をそのまま適用することによる開発者の負担の大きさや緩和を行った場合の開発区域の周辺へ

の影響などを勘案し、緩和したとしても良好な宅地水準を確保するという技術基準の趣旨が損なわ

れないか等について慎重に検討した上で、必要な場合にのみ限定的に行うことが望ましい。また、

区域内に存する市町村とも十分に調整を行うとともに、次の事項に留意することが望ましい。 

（１）令第２９条の２第２項第１号関係 

  令第２５条第２号及び第６号以外の制限は、環境の保全上、災害の防止上不適切であるか、利便

の増進を妨げるおそれが大きいことから緩和の対象とはされていない。 

（２）令第２９条の２第２項第２号関係（令第２５条第２号の技術的細目において定められた制限の

緩和の基準） 

  現行の開発許可の技術基準において４ｍ道路が認められるのは、小区間で通行上支障がない場合、

既存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為の場合に限られているが、既成市街地におい

ては周辺に４ｍ道路しか存在せず、また、公共団体による道路の拡幅も予定されていない場合があ

り、このような場合に、６ｍ道路を整備させても道路ネットワークとして実質的な意味がないこと

から、緩和を可能とするものである。 

（３）令第２９条の２第２項第３号関係（令第２５条第６号の技術的細目において定められた制限の

緩和の基準） 

  「設置を予定している場合」とは、予算上の位置づけ、整備計画上の位置づけ等様々な場合が想

定されるが、開発区域内に比較的小規模な公園等を設置する効用と整備が遅れてもまとまった公園

等が整備される効用とを考えて基準を設けることが望ましい。例えば、緩和の対象となる区域、開

発行為の規模、公園等の整備見込みの時期（開発工事完了後○年以内に公園等が整備が見込まれる

等）、整備が見込まれる公園等からの離隔距離を定める等の基準が考えられる。 

 

Ⅰ－５－１１ 最低敷地規模規制 

  いわゆるミニ開発を防止し、良好な環境を形成するため、新たに技術基準として追加されたもの

であるが、一定の敷地規模を確保する必要性は、地域特性に大きく左右されるものであるため、他

の技術基準のように全国一律に義務付けることとはせず、基準の運用自体を条例に委ねたところで

ある。また、最低敷地規模規制が財産権に対する制約となることから、その範囲を明確化させるた

め、区域、目的（自己用又は非自己用）、予定建築物の用途を限って定めることとされている。 
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  制限の内容については、原則２００㎡を超えないこととし、市街地の周辺その他の良好な自然的

環境を形成している地域においては、２００㎡を超え３００㎡以下の規制を実施することも可能と

されるものである。 

  最低敷地規模規制は、周辺の環境との調和も念頭に置いた規制であることから、開発区域周辺の

敷地の大部分が狭小な敷地である場合にあっては、周辺の敷地に比べ過大な敷地規制を求めること

は望ましくない。また、最低敷地規模規制は、建築確認で最終的に担保されるものであることから、

条例制定の際に建築確認部局と十分調整を行うとともに６０条証明書を活用することが望ましい。 

 

Ⅰ－５－１２ 良好な景観の形成に係る基準 

（１）法第３３条第５項の運用については、景観行政担当部局に対し、必要に応じて開発許可制度の

概要、運用の状況、他の地方公共団体における景観に係る開発許可基準の追加を行う条例（以下「景

観基準追加条例」という。）の制定状況等といった景観基準追加条例の制定に必要な情報の提供を実

施する等、景観行政団体の良好な景観の形成に資する取組みに対する積極的な支援を講じることが

望ましい。 

（２）都道府県知事への協議 

  市町村（指定都市、中核市、特例市及び全部事務処理市町村を除く。）である景観行政団体が景観

基準追加条例を制定しようとする場合において、法第３３条第６項の規定に基づく都道府県知事へ

の協議があった場合には、当該景観行政団体が定めようとする開発許可の追加基準が開発許可事務

の円滑な施行という観点から支障がないか否かを判断することとする。 

 

Ⅰ－８ 法第３４条の２関係（開発許可の特例） 

  本条に基づく協議については、開発許可制度の趣旨を踏まえ、法第３３条及び第３４条の基準に

かんがみて行うことが望ましい。また、協議が成立した開発行為については、許可を受けたものと

同様の規定（工事完了の検査等）が適用される。 

  なお、法第３４条の２第１項に定める者のほか、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構、日本下水道事業団、土地開発公社（都道府県等が設立したものに限

る。）、独立行政法人空港周辺整備機構及び地方住宅供給公社（都道府県等が設立したものに限る。）

については法第３４条の２第１項の国又は都道府県等とみなされて、都道府県知事との協議が成立

することをもって、開発許可を受けたものとみなされることとされている。 

 

Ⅰ－９ 法第３５条の２関係（変更許可等） 

  変更の許可等の事務の執行に当たっては、次の事項に留意することが望ましい。 

（１）適用対象となるのは、開発許可後、完了公告前の変更であること。 

（２）当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更が行われる場合には、新たな開発許可

が望ましいこと。 

（３）変更の許可の申請に際して、令第２３条に定める公益的施設管理者との協議については、次の

事項に留意することが望ましい。 



－７０６－ 

 

  ① 令第２３条の規定は、開発行為を行う者に特別な負担を課する趣旨のものではないので、こ

の点に留意して適切な運用を行うこと。 

  ② 令第２３条に定める公益的施設管理者との再協議については、令第３１条第１項各号に掲げ

る事項のほか、予定建築物等の敷地の配置を変更する場合についても、電気工作物及びガス工

作物からは、それぞれ、「電気設備に関する技術基準を定める省令」（平成９年通商産業省令第

５２号）及び「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」（平成１２年通商産業省令第１１１号）

に規定する一定の離隔距離を保たねばならないという保安上の観点から、一般電気事業者及び

一般ガス事業者に対して協議することを開発業者に指導すること。 

（４）設計の変更のうち、施行規則第２８条の４第１号に掲げる軽微な変更に該当するもの以外のも

のが頻繁に行われる場合については、個々の変更については、事前協議の活用等により逐一許可に

係らしめずに、一括して処理すること等により必要に応じて事務処理の合理化を図るよう努めるこ

と。 

（５）変更の許可の申請等の手続 

  ① 変更の許可の申請書及び変更の届出書の様式については、一例として別記様式第３を参考と

されたい。 

  ② 変更の許可の申請書の記載は、変更に係らない事項は記載を求めないこととし、記載に当た

っては変更の前後の内容が対照となるようにすること。 

  ③ 変更の許可の申請書の添付図書は、当初の開発許可の申請書の添付図書のうち、その内容が

変更されるもののみを添付させること。 

（６）他の機関との調整 

  ① 大規模な変更（４０ｈａ以上の開発区域の位置の変更又は開発区域の面積が４０ｈａ以上増

減し、かつ、開発許可権者が６０００人以上の人口の増減をもたらすものと認める変更（新た

な開発許可をとる必要があるものを除く。））である場合は、あらかじめ十分な時間的余裕をも

って運輸担当部局と連絡調整すること。 

  ② 開発許可権者が鉄道施設等の輸送施設の配置上の観点から問題があると認める場合（開発区

域の面積の増減が４０ｈａに満たないものであっても、住宅団地、超高層ビル等で敷地の規模、

周囲の状況からみて同等以上の人口増減をもたらすと認める場合）は、運輸担当部局と連絡調

整すること。 

  ③ 開発行為の変更の許可と農地法に基づく農地転用許可については、Ⅱ－４（農地転用許可と

の調整）に準じて、農地転用許可権者と十分な連絡調整を行うこと。 

  ④ 法第３５条の２第１項の規定による変更の許可に際しては、都道府県の開発許可担当部局は、

林務担当部局とあらかじめ十分な連絡調整を行うこと。 

  ⑤ 開発許可を受けた者が、法第３５条の２第３項の規定により軽微な変更をした旨を都道府県

知事に届け出た場合には、遅滞なく、届出があった旨及び当該届出の内容を、当該開発許可に

係る調整を行った農地転用許可権者及び都道府県の林務担当部局に連絡すること。 

 

Ⅰ－10 法第３６条関係（工事完了検査手続の迅速化） 
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  法第３６条第３項の規定によれば、都道府県知事は同条第２項の規定に基づく検査済証の交付を

行ってから、遅滞なく工事完了公告をしなければならないとされているが、公共施設管理者が行う

道路、公園等の公共施設の帰属手続が、検査済証交付後でなければ開始しない取扱いがなされてい

る場合があり、結果として工事完了公告までの期間が長期化し実質的に完成している宅地の分譲が

開始できない事例も見受けられる。 

  これについては、公共施設管理者との連絡調整を緊密にしつつ、工事完了検査手続と公共施設の

帰属手続を並行的に進めることにより、工事完了手続全般の一層の迅速化を図ることが望ましい。 

Ⅰ－11 法第３９条、第４０条関係（公共施設の管理・帰属） 

Ⅰ－11－１ 開発許可を受けた開発行為等により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する

土地の管理及び帰属 

  開発許可を受けた開発行為等により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地（以

下「公共施設等」という。）の管理及び帰属については、各公共施設ごとの用途に従った有効かつ適

切な維持管理がなされる必要があり、このためにはこれにふさわしい能力及び責任を有する者に管

理させる必要があるとの観点から、法第３９条及び第４０条の規定において公共施設等の管理及び

帰属に関する一般的ルールを定め、原則として公共施設等が存する市町村が管理し、及び当該市町

村に帰属することとしている。 

  しかしながら、一部の市町村にあっては管理体制の不備、財政事情等の理由から当該公共施設の

管理を開発者に行わせ、又は当該公共施設の用に供する土地の帰属を受けない事例も見受けられ、

当該公共施設の用に供する土地が第三者へ転売された場合等においてその帰属手続の遅れに起因す

る係争の発生が、当該市町村及び地域住民の双方にとって大きな問題となった事例も見られる。 

  従って、公共施設等の管理及び帰属に関しては、次の事項に留意して法の趣旨を踏まえた確実な

管理及び帰属が行われることが望ましい。 

（１）法第３２条の協議においては、帰属を受ける公共施設等の範囲、帰属の時期、方法、手続等に

ついて開発者との間に協議内容を明確にした協定書を締結する等法律関係の明確化を図ること。 

  開発許可権者においても設置される公共施設に関する設計等の審査に際し、管理及び帰属の面か

らも当該公共施設が適正に機能するよう、法第３２条の協議において、公共施設等の管理及び帰属

に関する法律関係が十分に明確になっていることを確認すること。 

  なお、法第３３条第１項第１４号の開発区域内の関係権利者の同意は開発行為等を行うこと自体

に関する同意に留まり、原則として設置される公共施設の管理者に対する土地の所有権等の移転に

ついての同意まで含むものではないので、開発区域のうち当該公共施設の用に供される土地を開発

者以外の者が所有している場合等には当該開発行為に関する工事の完了までに開発者において当該

土地の所有権を取得するよう強力に指導する等確実な管理及び帰属が行われるための必要な措置を

講ずること。 

（２）公共施設等（他の法律に基づく管理者が別にあるものを除く。）については、法第３９条及び第

４０条の趣旨に従い極力法第３６条第３項の工事完了公告の翌日に当該公共施設の存する市町村に

おいてこれを引き継ぐものとし、特にやむを得ない事情により開発者にその管理を委ねざるを得な

い場合にあっても当該公共施設の用に供する土地に係る所有権のみは帰属を受け基本的な管理権の

所在を明確にしておくこと。 
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  特にやむを得ない事情により当該公共施設の全部又は一部の管理を開発者に行わせる場合には、

当該公共施設の用に供する土地の所有権の移転の登記を行い帰属を受けた後に別途期間を定めて当

該公共施設に関する管理委託契約を締結する等の措置を講ずること。 

  なお、法第４０条の規定は当該公共施設の用に供する土地の帰属に関する一般的ルールを定めた

ものに過ぎず、当該規定が登記原因とはなり得ても当該土地について第三取得者が生じた場合等に

おいては当該規定のみをもって所有権の帰属を主張できず、民事法上の取扱いにより原則として登

記の欠缺を主張できないので、この旨十分留意すること。 

  例えば、市道認定基準に該当しない道路等いわゆる公物管理法による管理になじまない公共施設

についても、当該公共施設の用に供する土地の帰属のみは受け、所有権に基づく管理権を明確にし、

後日の係争の防止に努めること。なお、帰属関係をあいまいにしたまま開発者に管理を行わせ、加

えて当該土地に対して固定資産税を課す等の事例も見受けられるが、この場合には民事上のいわゆ

る禁反言によって所有権自体の主張もなし得ないことも懸念されるので、かかる取扱いのないよう

留意すること。 

（３）当該公共施設の用に供する土地の帰属手続に関しては、当該開発行為に関する工事の完了に際

して、法第３６条第２項又は第３項の「遅滞なく」の範囲内において、当該土地の帰属に係る嘱託

登記に必要な登記承諾書、印鑑証明書の書類の提出を行わせる等当該公共施設の管理者となるべき

市町村等と密接に連絡調整を図り、確実な帰属に遺憾のないよう取扱うこと。 

  開発者側に正当な理由がなく必要な登記承諾書、印鑑証明書等の関係書類の提出がない場合等に

あっては、一時工事完了検査の実施等を留保し、帰属手続の促進を図っても差し支えないと考えら

れること。 

  また、当該公共施設の用に供する土地を確実に帰属させるため開発者において講ずべき措置につ

いては、開発許可の際の条件としても差し支えないと考えられること。 

（４）定期借地権を活用した開発行為等により設置された道路の取扱い基準案 

  道路等に関しては市町村への移管を原則とする地方公共団体が増加しているところであるが、一

方において、地方公共団体が私道の取扱いに習熟してきたこととともに、平成４年に施行された借

地借家法第２２条の定期借地権を活用した開発が行われる等開発手法が多様化しているところであ

る。これらの状況を踏まえ、（１）～（３）の趣旨を踏まえつつも、定期借地権を活用した開発行為

等であって当該道路が将来廃止される見込みが高いため私道として取扱うことが合理的である等の

理由が存するもので、かつ、交通及び宅地サービスの機能が確保されるとともに適切かつ円滑な維

持管理が可能な道路については、市町村が移管を受けず私道とすることもやむを得ないものとして

許容することが望ましい。また、併せて、私道として取扱うことが可能な道路に係る基準案につい

ては次を参考として、行政手続法の趣旨にのっとり、具体的な基準を作成することが望ましい。 

 （私道として取扱うことが可能な道路に係る基準案） 

  開発許可を受けた開発行為により設置される当該道路が、現在及び予見可能な将来において、次

に掲げる基準案に適合している場合には私道として取扱うことが可能であること。 

  一 定期借地権を活用した開発行為等であって当該道路が将来廃止される見込みが高いため、当

該道路を私道として取扱うことが合理的である等の理由が存する場合で、かつ、開発許可申請

者から私道として取扱うよう要望されていること。 
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  二 当該道路が、ハンプの設置やＰ型、Ｕ型道路等、沿道宅地へのサービス以外の目的の通過交

通が生じない形状・形態のものであって、開発区域外の者の利用に供される可能性の少ないも

のであること。 

  三 当該道路に設置される排水施設・水道等が、将来私道の廃止に伴って廃止された場合におい

ても周辺の宅地等に影響を与えない設計となっていること。 

  四 開発区域の周辺に適切な規模の道路が設置されること等により、当該道路に交通が流入せず、

開発区域の周辺において円滑な交通が図られていること。 

  五 当該道路の沿道地域が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域にあるか、

又は、第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域以外であっても、地区計画若

しくは建築協定等により、第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域と同様の

規制が行われている低層住宅地であること。 

  六 私道に接する住宅は多くても２０戸程度とするとともに、道路延長は概ね１５０ｍ以内とす

ること。 

  七 大量の雪の除却が必要でない等維持管理が低廉かつ適切になされると想定される道路である

こと。 

  八 法第３３条の道路に係る技術基準に適合していること。また、道路に係る土地に地上権、質

権、賃借権等が存しないこと等により、私道となる土地の円滑な維持管理に支障が生じるおそ

れがないこと。 

 

Ⅰ－11－２ 公共施設の用に供する土地の帰属に係る不動産登記嘱託書の様式等 

  法第２９条の許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に

供する土地及び従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合における新旧公共施設の

用に供する土地の帰属に関する法第４０条の規定により、不動産登記の嘱託を申請する際の登記嘱

託書の様式等について、法務省と協議の上別添１のとおり定められているので、次の事項に留意の

上適正な事務の執行を図ることが望ましい。 

 

（１）法第３６条第３項の公告の日の翌日前における土地の表示の登記（別記様式第４） 

  ① この様式は、従前の公共施設の用に供していた土地で表示の登記がなされていない国土交通

省所管の公共用財産又は地方公共団体所有の公共用に供する財産について、当該土地に係る開

発許可がなされた後、法第３６条第３項の公告の日の翌日前までに、国土交通省又は各地方公

共団体名義で当該土地の表示の登記を嘱託するために使用するものである。 

  ② 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、所有者は当該地方公

共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。 

  ③ 別記様式第４中の別紙１の「登記原因及びその日付」欄は、これが不明の場合には「不詳」

と記載するものとする。 

（２）法第３６条第３項の公告の日の翌日前における土地の所有権保存の登記（別記様式第５） 
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  ① この様式は、別記様式第４により土地の表示の登記手続を完了した土地について、法第３６

条第３項の公告の日の翌日前までに、国土交通省又は各地方公共団体名義で当該土地の所有権

保存の登記を嘱託するために使用するものである。 

  ② 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、所有者は、当該地方

公共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。 

（３）従前の公共施設の用に供していた土地の帰属による所有権移転の登記（別記様式第６） 

  ① この様式は、法第４０第１項の規定により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置

された場合に、従前の公共施設の用に供していた土地で国土交通省が所管していた公共用財産

又は地方公共団体が所有していた公共用に供する財産が開発許可を受けた者に帰属することに

伴い、その土地について、当該者に対し、所有権移転の登記を嘱託するために使用するもので

ある。 

  ② 従前の公共施設の用に供していた土地が地方公共団体所有の場合には、義務者は当該地方公

共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某と記載するものとする。 

  ③ 登記原因の日付は、法第３６条第３項の公告の日の翌日を記載するものとする。 

（４）従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属による所有権移転

の登記（別記様式第７） 

  ① この様式は、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置された場合、法第４０条第１項

の規定により、従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地が国又は

地方公共団体に帰属することに伴い、その土地について、国又は当該地方公共団体に対し、所

有権移転の登記を嘱託するために使用するものである。 

  ② 従前の公共施設に代えて新たに設置された公共施設の用に供する土地が地方公共団体に帰属

することとなる場合には、権利者は当該地方公共団体と、嘱託者は当該地方公共団体の長何某

と記載するものとする。 

  ③ 登記原因の日付は、法第３６条第３項の公告の日の翌日を記載するものとする。 

  ④ 地目は、法第４０条第１項の規定により当該土地の所有権が国又は地方公共団体に帰属する

こととなる法第３６条第３項の公告の日の翌日前に登記されている地目を記載するものとする。

従って、所有権移転の登記の嘱託を完了したときは、速やかに当該土地の地目の変更の登記を

嘱託することが望ましい。 

（５）新たに設置された公共施設の用に供する土地の帰属による所有権移転の登記（別記様式第８） 

  ① この様式は、新たに設置された公共施設の用に供する土地が法第４０条第２項の規定により、

地方公共団体に帰属することに伴い、その土地について、当該地方公共団体に対し、所有権移

転の登記を嘱託するために使用するものである。 

  ② 登記原因の日付は、法第３６条第３項の公告の日の翌日を記載するものとする。 

（６）従前の公共施設の用に供していた土地が未登記のまま法第４０条第１項の規定により開発許可

を受けた者に帰属した後に、はじめて、その者が表示の登記等を申請する場合（不動産登記法第８

０条第１項の規定による申請等）について従前の公共施設の用に供していた土地が法第４０条第１

項の規定により開発許可を受けた者に帰属する場合において、その帰属後、不動産登記法第８０条

第１項の規定により当該者が直接表示の登記及び所有権保存の登記を申請することもできる。この
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場合における同法同条第２項に規定する所有権を証する書面としては、公共施設の管理者等に関す

る書類（施行規則第１６条第２項に規定する設計説明書）及び開発行為に関する工事の完了公告を

証する書面又は公共施設に関する工事の完了公告を証する書面を添付すれば足りる。 

（７）以上の手続により登記をする場合においては、認定外道路（いわゆる里道）、水路等国土交通省

所管の公共用財産及び地方公共用財産及び地方公共団体所有の公共用に供する財産で、道路法、河

川法等の特別法の適用又は準用を受けないものについては、用途廃止の手続を行う必要はない。 

（８）以上の手続を図示すると別図のとおりである。 

 

Ⅰ－12 法第４１条関係 

（１）第１項の制限の定め方 

  本条は、市街化調整区域においては、原則として用途地域が定められないこととされているので、

都市計画上必要がある場合に、少なくとも用途地域（用途地域を前提として定められる地域地区を

含む。以下同じ。）設定に伴う建築物の敷地、構造及び設備に関する制限（用途自体に関する制限を

除く。以下同じ。）に代えて、直接これらの制限を行い得ることとした規定であるので、開発行為が

行われる区域について、必要と認められる用途地域を想定し、当該用途地域に係る制限に準ずる建

築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることが望ましい。 

（２）第２項ただし書の許可 

  第２項ただし書の許可の運用については、建築基準法第５３条（建ぺい率）、第５５条（第一種低

層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度）、第５６条（建築物の

各部分の高さ）等に規定する制限の例外の運用に準ずる取扱いを基準として行うことが望ましい。 

 

Ⅰ－13 法第４２条関係 

  本条第１項ただし書の許可又は第２項の協議は、次のいずれかに該当する場合を基準として行う

ことが望ましい。 

  ① 許可申請に係る建築物が法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物又は法第

３４条の２第１項の規定により建築される建築物である場合 

  ② 当該申請が法第４３条第１項第１号から第３号まで又は第５号に該当する場合 

  ③ 許可申請に係る建築物が法第３４条第１号から第１２号までに規定する建築物でその用途と

法第３３条第１項第２号、第３号及び第４号に規定する基準とを勘案して支障がないと認めら

れ、かつ、当該区域に法第４１条第１項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合は、

許可申請に係る建築物の用途がこれに適合するか又は建築基準法第４８条（用途地域）の規定

に準じて例外許可ができると認められるものである場合 

    なお、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人都市再生機構、独

立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人空港周辺整備機構については、

本条第２項の国とみなされて、都道府県知事との協議が成立することをもって、本条第１項の

許可があったものとみなされる。 

 

Ⅰ－15 法第４５条関係 



－７１２－ 

 

  自己業務用の開発行為で１ｈａ以上のものについては、申請者の資力・信用に関する基準が適用

されるが、法第４５条に基づく開発許可に基づく地位の承継の承認に当たっても、同基準の適合性

の審査を行うことが望ましい。 

 

Ⅰ－16 法第４６条・第４７条関係 

  開発登録簿（以下「登録簿」という。）は、当該開発行為の利害関係人、善意の第三者等の権利利

益の保護、開発行為と建築基準法による建築主事の確認との連携等の目的を果たすため、調製され

るものであるので、登録簿の調製、閲覧その他の事務の執行は、次に掲げる事項に留意して行うこ

とが望ましい。 

（１）登録簿の保存期間は、当該開発許可に係る土地の全部について、開発行為の廃止があった場合

又は新たな開発許可をした場合を除き、原則として永久であること。 

（２）施行規則第３６条第１項に規定する調書の様式については、一例として別記様式第９を参考と

されたいこと。 

（３）開発規制に関する情報の開示や違反行為の防止のより一層の充実を図るため、開発登録簿に、

法第４１条第２項ただし書若しくは第４２条第１項ただし書の規定による許可があったとき、又は

同条第２項の協議が成立したときに、その旨を付記することが望ましい。その方法については、各

許可権者において適宜その方法を定めることが望ましいが、方法の一例として、別記様式９の備考

欄を活用すること等が考えられること。 

 

Ⅰ－17 法第７９条関係 

  法第２９条の許可には、特に必要がないと認める場合を除き、法第７９条の規定により、少なく

とも、工事施行中の防災措置、開発行為の適正な施行を確保するため必要な条件並びに当該開発行

為を廃止する場合に工事によって損なわれた公共施設の機能を回復し、及び工事によって生ずる災

害を防止するため必要な条件を具体的に明記して付すことが望ましい。 

  なお、開発行為の着手の時期、完了の時期その他の都市計画上必要な条件についても、必要に応

じて付すことが望ましい。 

 

Ⅰ－18 法第８１条関係 

（１）違反物件を譲り受けた者等に対する監督処分の適用 

  法第８１条第１項第１号は、違反物件であることを知りながらこれを譲り受け、又は使用権を取

得した者に対しても使用禁止等の監督処分を行い得るものであり、違反した物件を第三者に譲渡し

て監督処分を逃れるなど都市計画上必要な行為制限の実効性が著しく損なわれている事態を防止す

ることにある。 

（２）監督処分の公示制度 

  法第８１条第３項は、監督処分が課されている物件について、事情を知らずに取引関係に入った

第三者が不測の損害をこうむることを防止するため、監督処分に係る公示制度を定めたものである。 

（３）法第８１条に基づく監督処分に係る事務の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意すること

が望ましい。 
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  ① 違反物件を譲り受けた者等に対する監督処分の適用 

    法第８１条第３項の規定による公示の後に、違反物件を譲り受け、又は使用権を取得した者

については、通常、「違反の事実を知って」いたと推定されるものと考えられること。 

  ② 監督処分の公示制度 

   イ 法第８１条第３項に規定する標識の様式については、各許可権者において適宜その様式を

定められたいが、様式の一例として別記様式第１０を参考とされたい。 

   ロ 標識の設置場所については、違反物件の敷地内に限らず、見やすい場所を選定することが

望ましい。 

   ハ 法第８１第４項により、違反物件の敷地の所有者等は標識の設置を受忍すべきこととされ

ているが、受忍義務に違反した場合については、別途、法第８１条第１項により監督処分が

課されることがあり得るほか、公用文書等毀棄罪（刑法第２５８条）、公務執行妨害罪（刑法

第９５条）に該当するものと考えられる。 

   ニ 監督処分の公示制度の趣旨を全うする観点から、その他、開発登録簿に監督処分をした旨

及びその内容を付記することも有効であると考えられるので、その具体的な措置についても

併せて検討することが望ましい。 

（４）違反に対する措置（開発許可制度に対する水道事業者等の協力） 

  開発許可制度が区域区分に関する都市計画を実効あらしめるための手段であり、その成否にかか

わるものであることに鑑み、市街化調整区域における法第２９条第１項の規定に違反して開発され

た土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾

に関し、次の事項に留意の上水道事業者、電気事業者又はガス事業者（以下「水道事業者等」とい

う。）の協力を得ることが望ましい。 

  ① 区域区分に関する都市計画が決定され、又は変更されたときは、遅滞なく、水道事業者等に

対し区域区分に関する都市計画の図面その他の関係図書を送付すること。 

  ② 水道事業者等と定期的連絡の確保等常に密接な連携をとり法第２９条第１項の規定に違反す

る開発行為の発見に万全を期すること。 

  ③ 市街化調整区域における法第２９条第１項の規定に違反して開発された土地又はその土地に

ある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾を保留するよう水

道事業者等に対して要請する場合は、当該要請に法第８１条の規定による命令書の写し又は告

発状の写しを添付すること。なお、法第８１条の規定による命令書の写し又は告発状の写しを

水道事業者等に示す時期は、当該要請時はもちろん、当該要請と水道事業者等の水道等の供給

の申込みの承諾までの間でも差し支えない。 

  ④ 水道事業者等に対して市街化調整区域における法第２９条第１項の規定に違反して開発され

た土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの

承諾を保留するよう要請している旨の公表は、当該土地又はその土地にある建築物その他の工

作物の見やすい箇所に掲示紙又は掲示板をもって掲示すること及び県の公報等に登載すること

により行うこと。この場合において、掲示紙又は掲示板の様式は別記様式第１１のとおりとし、

当該土地又はその土地にある建築物その他の工作物の規模等に応じ掲示する場所、掲示数及び

掲示紙又は掲示板の寸法を定めること。 



－７１４－ 

 

  ⑤ 法第８１条の規定による命令を行った場合において、万一当該命令が履行されなかったとき

は、遅滞なく、代執行の措置をとる等当該命令に基づく処分を厳正に執行すること。 

（５）法第８１条第１項の規定による処分等と森林法第１０条の３の規定による処分等にあたっては

相互に十分連絡調整をとって行うことが望ましい。 

 

Ⅱ．行政手続法との関係 
  行政手続法を踏まえた事務執行に関する一般的留意事項については、「行政手続法の施行に当たっ

て」（平成６年９月１３日付け総務庁事務次官通知）及び「行政手続法第６章に定める意見公募手続

等の運用について」(平成１８年３月２０日付け総務省行政管理局長通知）のとおりであるが、特に

開発許可等に関する事務の執行に当たっては、以下に留意の上、手続の透明化の徹底等を図ること

が望ましい。 

（１）申請に対する処分 

  開発許可等に関する事務のうち、申請に対する処分については、審査基準の設定等及び標準処理

期間の設定等を行うよう必要な措置を講ずるとともに、処分を行うに当たっては、申請に対する審

査・応答、拒否処分に伴う理由の提示、情報の提供等行政手続法第２章の規定にのっとり、適切な

運用を図ること。 

  なお、標準処理期間については、事務の迅速な処理が図られるよう、適切に設定すること。 

  ① 申請に対する処分 

    申請に対する処分については、行政手続法第２章の規定が適用されることとなるが、以下の

ものは、これに該当する処分と解されること。 

    法第２９条第１項又は第２項に基づく許可 

    法第３５条の２第１項に基づく許可 

    法第３７条第１号に基づく認定 

    法第４１条第２項ただし書に基づく許可 

    法第４２条第１項ただし書に基づく許可 

    法第４３条第１項各号列記以外の部分に基づく許可 

    法第４５条に基づく承認 

    なお、以下に掲げる行政行為は、行政手続法に規定する申請に対する処分に該当するもので

はないが、行政手続法の立法の趣旨を踏まえ、適切な運用に努めること。 

    法第３６条第２項に基づく検査済証の交付 

    ６０条証明書の交付 

  ② 審査基準の策定等 

    行政手続法第５条は、審査基準の策定等について定めているが、同条に基づく所管事務の取

扱いについては、以下の点に留意すること。 

   イ 審査基準については、①に掲げるそれぞれの処分ごとに、過去における審査実績等も踏ま

え、開発等の目的･規模･位置、周辺の土地利用状況、申請者の属性等により、可能な限り具

体的なものとすること。 
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     なお、法第３４条第１４号の適用に関して、開発審査会に付議する案件について一定のも

のに限定する等の運用を行う場合においては、その付議の基準（いわゆる提案基準）は、審

査基準に含まれるものであること。 

     また、開発審査会において、あらかじめ一定のものについて開発審査会における議を経た

ものとし、具体の申請に係る処理については事後の報告で足りるものとする等の基準（いわ

ゆる包括承認基準）を定めている場合においても、当該申請に関する許可、不許可の判断に

係る基準については、併せて明らかにすることが望ましいこと。 

   ロ 審査基準を公にすることについては、少なくとも、審査基準を収録する法令通知集等を事

務所に備え置き、かつ、申請者等の求めに応じてこれを提示することにより行うこと。 

   ハ 処分権者が都道府県知事の場合に、都道府県の条例等により、申請について市町村を経由

するものとしている場合においては、当該経由機関においてもロと同様の措置を講じること

が望ましいこと。 

  ③ 標準処理期間の設定等 

    行政手続法第６条は、標準処理期間の設定等について定めているが、同条に基づく所管事務

の取扱いについては、以下の点に留意すること。 

   イ 法第２９条の開発許可に関する事務についての標準処理期間の設定については、許可申請

受付から許可処分までの期間については、開発審査会の議を経る必要がある場合を除き、原

則として１か月以内とすることが事務の迅速な処理の観点から適切であることを踏まえ、適

切な標準処理期間の設定を行うこと。また、この他の処分についても、既に設定された開発

許可に関する事務についての標準処理期間を参考として適切な標準処理期間の設定を行うこ

と。この場合、それぞれの処分について一律の標準処理期間を定めることが困難な場合は、

例えば、開発区域の規模に応じた期間を定めることも可能であること。 

   ロ 標準処理期間は、あくまで標準的な処理期間であり、申請に対する処分が当該期間を徒過

したことをもって、直ちに不作為の違法となるものではないので、この旨を十分了知の上、

いたずらに長期の標準処理期間を設定することなく、適切な標準処理期間を設定すること。 

   ハ 処分権者が都道府県知事の場合に、都道府県の条例等により、申請について市町村を経由

するものとしている場合においては、当該経由機関における経由事務に係る標準処理期間を

定めるよう努めること。 

  ④ 申請に対する審査、応答 

    行政手続法第７条は、申請に対する審査、応答について定めているが、同条に基づく所管事

務の取扱いについては、以下の点に留意すること。 

    大規模開発に係る開発許可等他の行政分野と特別な連絡・調整を必要とする処分等について、

事務の合理化を図る観点から事前審査等が必要であると認められる場合においては、事前審査

等の必要性について申請者に対し十分説明することにより、その理解と協力を得られるよう努

めること。この場合において、標準処理期間を事前審査等を前提として設定している場合にお

いては、その旨申請者に対して説明する等、混乱を避けるため必要な措置を講ずるよう努める

こと。 

  ⑤ 理由の提示 
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    開発許可及び開発許可の変更の許可について不許可処分をする場合における理由の提示につ

いては、行政手続法第８条の規定が一元的に適用されるものであること。 

  ⑥ 情報の提供 

    行政手続法第９条は、情報の提供について定めているが、同条に基づく所管事務の取扱いに

ついては、以下の点に留意すること。提供すべき情報である「審査の進行状況」とは、時間的、

物理的意味において、当該申請がどのような処理の段階にあるかについての情報のことである

こと。また、「処分の時期の見通し」とは、時間的な観点からの情報であり、申請の適否に係る

見通しは含まれないものであること。 

    なお、「処理の時期の見通し」については、真に処分の時期の見通しを明示できない合理的な

事情が存在する場合には、審査中である旨及び処分の時期の見通しを明示できない事情を示せ

ば足りるものであること。 

   ⑦ 公聴会の開催等 

     行政手続法第１０条は、公聴会の開催等について定めているが、同条に基づく所管事務の

取扱いについては、以下の点に留意すること。 

     開発許可等に係る申請に対する処分は、「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法

令において許認可等の要件とされているもの」には該当しない処分であり、本条の適用はな

いものであること。 

     なお、周辺住民等と開発事業者との調整については、必要に応じ、開発事業者等と周辺住

民等との間で十分に協議・調整を行う等事業者に対して適切な対応を求めることは格別、周

辺住民等の同意書の提出を求めることは行き過ぎであること。 

   ⑧ 複数の行政庁が関与する処分 

     行政手続法第１１条は、複数の行政庁が関与する処分について定めているが、同条に基づ

く所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。 

     一の開発事業等が複数の申請に対する処分を要する案件の場合には、担当部局において、

それぞれの所管法令に基づき許可、不許可等を判断することとなるが、本条は審査等が担当

部局間の無責任なもたれ合い等により、合理的な理由なく遅延させることがないようにとの

趣旨であり、例えば農地転用許可との調整に関して、農政部局との間で必要な連絡・調整を

了した後に許認可等を同時に行うこととすることを排除する趣旨ではないため、従来からの

適正な連絡・調整に努めること。 

     また、他法令による許可等が併せて必要な開発事業については、かねてから指導している

とおり、横断的調整組織の設置・活用等による事務の迅速化を図ること。 

（２）不利益処分 

  開発許可等に関する事務のうち、不利益処分については、処分の基準の設定等を行うよう努める

とともに、処分を行うに当たっては、適切な手続を確保する等行政手続法第３章の規定にのっとり、

適切な運用を図ること。 

  ① 不利益処分 

    不利益処分については、行政手続法第３章の規定が適用されることとなるが、これに該当す

る処分は、以下のとおりである。 
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    法第８１条第１項に基づく監督処分 

  ② 処分の基準 

    行政手続法第１２条は、不利益処分の基準の策定等について定めているが、同条に基づく所

管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。 

    不利益処分は、個別事案に応じ、処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人の状況

等を勘案した上で、処分の必要性、内容、程度等について総合的･裁量的に判断することが必要

となるものであり、また、あらかじめ処分の基準を明確化することが違法行為を助長するおそ

れもあるため、あらかじめ具体的な基準を画一的に定めることは困難又は不適切である場合も

あると考えられるが、本条の立法趣旨に鑑み、可能な限りその具体化に努めること。 

    この場合、少なくとも、法令違反、許可条件違反等処分の原因として想定される事実につい

て、例示等により明確化するとともに、許可等の取消し・変更、建築物等の移転命令・使用禁

止命令・除却命令、原状回復命令等処分権者がとることが予定される監督処分を例示等により

明確化することが望ましいこと。 

  ③ 不利益処分をしようとする場合の手続 

    行政手続法第１３条は、不利益処分をしようとする場合の手続について定めているが、同条

に基づく所管事務の取扱いについては、以下の点に留意すること。 

   イ 法第８１条第１項の規定により監督処分を行おうとする場合の聴聞の実施については行政

手続法第１３条の規定が一元的に適用されるものであること。 

     従って、今後は、以下の不利益処分をしようとする場合には、それぞれ以下に掲げる手続

をとらなければならないこととされ、かつ、それぞれの手続について、具体的な内容が法定

されたものであること。 

     許可等の取消し及び処分権者が聴聞を行うのが相当と認める処分 聴聞 

     その他の監督処分等 弁明の機会の付与 

   ロ 行政手続法第１３条第２項第３号に規定する手続の適用除外については、開発許可の許可

において、法令において数値等により客観的に定められている基準に適合していることをも

って許可されたにもかかわらず、工事完了検査等により、許可の内容に適合していないと確

認された場合に許可内容への適合を命ずる不利益処分を行う場合に該当するものであること。 

（３）行政指導 

  開発許可等に関する事務のうち、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政手続法第

４章の規定の適用はないこととされているが、行政手続法第４章の規定の趣旨にのっとり、行政運

営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずること。 

  なお、宅地開発等指導要綱及びこれに基づく行政指導については、その行き過ぎの是正の徹底に

ついて通知してきたところであるが、行政手続法の趣旨を十分理解した上で、一層の適切な見直し

を図ること。 

  行政指導を行う場合の手続について、行政手続法第４６条の規定に基づき必要な措置を講ずる際

には、以下の事項に留意すること。 

  ① 宅地開発事業等に対する行政指導については、その内容につき行き過ぎたものとならないよ

う留意するとともに、以下の点に留意した上で適切な手続の運用を図ること。 
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   イ 行政指導は、任意の協力によってのみ実現されるものであること。 

   ロ 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをすることのないこ

と。従って、行政指導に従わない場合における進達拒否、水道等の供給についての協力拒否

等の制裁措置を指導要綱等において定めている場合は、適切な見直しを行うこと。 

   ハ 申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続

すること等により当該申請者の権利の行使を妨げることのないこと。 

   ニ 相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならな

いこと。 

   ホ 行政指導に共通して内容となるべき事項をあらかじめ定め、かつ、原則としてこれを公表

すること。従って、あらかじめ定められていない事項、内容等にわたる行政指導は適切でな

いこと。 

     また、行政指導の内容等について別途協議により決定することとする等指導要綱等の規定

によっては、行政指導の内容等が不明であるような定め方は不適切であること。 

  ② 行政手続法第３６条に規定する公表とは、「公にしておかなければならない」との規定と異な

り、世間一般に対して積極的に周知することを意味するものであること。 

（４）届出 

  開発許可等に関する事務のうち、届出については、行政手続法第５章の規定にのっとり、適切な

運用を図ること。 

  届出については、行政手続法第５章の規定が適用されることとなるが、これに該当するものは以

下のとおりであること。 

  法第３４条第１３号に基づく届出 

  法第３５条の２第３項に基づく届出 

  法第３６条第１項に基づく届出 

  法第３８条に基づく届出 

（５）意見公募手続 

  行政手続法第４６条により、地方公共団体が規則、審査基準、処分基準又は行政指導指針（以下

「規則等」という。）を定める行為に関する手続については、同法の規定の趣旨にのっとり、行政運

営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めることとされている

ことから、規則等の制定については、同法第６章に定める意見公募手続にのっとり、適切な運用を

図ること。 
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建設省経民発第４５号・建設省住街発第１５３号 

平成元年１２月１９日 

建設省建設経済局長建設省住宅局長から各都道府県知事・各政令指定都市の長あて 

通達 

開発指導行政の円滑な執行のための周辺住民等との調整に関する事務処理マニュアルについて 

 

 開発事業の実施又は中高層建築物の建築に際しての、都市計画法の開発許可手続又は建築基準法の

建築確認手続においては、周辺住民等の同意書の提出まで求めることは行き過ぎであり、必要がある

場合には、事業者等に対して適切な住民対応を求めるよう指導してきたところである。今般、事業者

等の住民対応に当たって参考とするべき事項について別添のとおり「開発指導行政の円滑な執行のた

めの周辺住民等との調整に関する事務処理マニュアル」を作成したので、今後、必要に応じて、本マ

ニュアルを活用し、開発指導行政の円滑な執行を図られたい。 

 また、貴管下の市町村にも周知徹底方取り計らわれたい。 

 

開発指導行政の円滑な執行のための周辺住民等との調整に関する事務処理マニュアル 

 

Ⅰ 目的 

 本マニュアルは、開発事業の実施又は中高層建築物の建築に際しての事業者又は建築主との周辺住

民等との調整について、地方公共団体が、都市計画法（以下「法」という。）の開発許可手続又は建築

基準法の建築確認手続を円滑に進めるため、開発事業計画又は建築計画の内容の周知等に関する指導

を行うに当たって参考とするべき事項を示すことを目的とする。 

 

Ⅱ 周辺住民等との調整に関する基本的姿勢 

 ⑴ 開発事業の実施又は中高層建築物の建築に際しての事業者又は建築主と周辺住民等との調整に

ついては、必要に応じ、計画内容等の周知、問題の生ずるおそれのある場合における話し合い等

を求めることが適切であり、周辺住民等の同意書の提出まで求めることは行き過ぎであることを

かねてより指導してきたところであるが、本マニュアルは、開発指導行政の円滑な執行のため、

周辺住民等の同意を求めることによらず、事業者等と周辺住民等との調整を指導する必要が生じ

た場合において参考とするべき事項を定めたものであることを理解の上、各々の地方公共団体に

おいて適切な指導を行うこと。 

 ⑵ 開発許可の権限を有する都道府県知事、指定都市の長及び法第８６条第１項の規定に基づき都

道府県知事の委任を受けた市の長（以下「開発許可権者」と総称する。）においては、本マニュア

ルの趣旨を踏まえて、開発許可手続に係る事務処理を行うとともに、公共施設管理者としての市

町村が本マニュアルに沿って、円滑に法第３２条に規定する公共施設管理者としての同意又は協

議等の手続を進めるよう指導すること。 

   また、開発事業計画について周辺住民の同意が得られていないことを理由として、市町村が同

条に基づく協議等の手続を遅延させている場合には、開発許可権者は、同条に基づく協議等を含
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む開発許可手続全体を管理する立場から、当該市町村に対して、協議等の促進のための具体的指

導を行うこと等により、開発許可手続の円滑な進行に努めること。 

 ⑶ 建築主事は、建築確認の申請書が適法に提出された場合においては、これを受理しなければな

らないものであり、建築基準法所管部局において、建築確認の申請書の受理の機会あるいは、建

築確認に係る審査の機会をとらえて周辺住民との調整について建築主の指導を行うに当たっては、

本マニュアルの趣旨を踏まえて、行き過ぎにわたらないよう十分留意し、建築行為が円滑に進む

よう努めること。 

 ⑷ 中高層建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、開発事業に関する住民との調整と中高

層建築物の建築に関する住民との調整との不必要な重複を避け、両者の対応について担当部局が

連携を密にして一体的に行うことにより、手続を円滑に進めること。 

   なお、日照、電波障害等の中高層建築物の建築に係る調整について、建築計画の内容が開発許

可手続の段階で十分固まっていないために一体的な対応をとることができない場合は、その旨を

住民に告知のうえ開発許可手続を進行させ、中高層建築物の建築の段階における対応に委ねるこ

と。 

 

Ⅲ 開発事業の実施に関する周辺住民等との具体的調整方策 

 ① 一般的留意事項 

  ⑴ 開発事業者と周辺住民等との調整については、昭和６１年５月１３日付け建設省経民発第２

０号、昭和６２年１０月３１日付け建設省経民発第４３号によって、必要がある場合において

は、開発許可手続とは別に十分協議・調整を行うよう指導し、同意書の添付までは義務づけな

いようにすることとしたところであるが、本マニュアルの具体的調整方策は、開発事業者と周

辺住民等との間で協議、調整を行うよう地方公共団体が開発事業者を指導する際の事務処理の

例という性格を有するものである。 

    したがって、本マニュアルに沿って協議、調整が行われたにもかかわらず、一部の住民が合

理的理由もなく開発事業の実施そのものについて反対しているような場合においては、開発許

可手続を適切に進行させるべきものであることに留意した上で、本マニュアルの具体的調整方

策を、状況に応じて適切に運用する必要がある。 

  ⑵ 開発事業の計画の段階では、周辺住民に対する影響が客観的に予測できないことも多いため、

周辺住民への対応を必要とする理由が合理的に整理されないままで地方公共団体が開発事業者

に対して周辺住民との調整を求めている場合がある。 

    対応を求める範囲についても、一律に建物の高さを基準として要求するというように日照に

係る対応の基準が援用される等客観的に影響のある範囲に限定されているとはいえない例も多

い。 

    また、対応の相手となる当事者についても、開発事業者が、周辺の住民自治会やマンション

の管理組合等との対応を行っているにもかかわらず、重ねてそれらの構成員全員と個々に対応

を求めるような極端な例もみられる。 

    このため、周辺住民との対応を要求する理由、対応すべき範囲、相手となる当事者の各々に

ついて合理的に整理し、客観的に必要とされる措置を講ずることを指導することや、影響のあ
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る範囲を明確にさせることにより、周辺住民との調整を求める理由が解消されることもあり、

その場合にはその旨を周辺住民に明示して、開発事業者に対し不必要な調整を求めることのな

いようにする必要がある。 

  ⑶ 対応の方法は、対応を求める理由に応じて、開発事業計画の内容の周知、住民説明会等実施、

施工時の公衆災害防止措置の実施等があげられ、これらを行うべき時期についても、法第３２

条に規定する公共施設管理者としての同意又は協議を整える前までの段階、その後開発許可が

なされる前までの段階、開発許可後工事に着手する前までの段階等に区分できる。 

    この点を踏まえ、対応を求める理由に応じて、適切な時期に必要とする範囲で適切な方法に

より指導することとし、いたずらに開発許可手続を遅延させることのないようにする必要があ

る。 

 

 ② 周辺住民との調整事項 

  ⑴ 工事に伴う影響 

    工事に伴う影響については、騒音規制法では、工事に伴う騒音についての規制等、振動規制

法では、工事に伴う振動についての規制等、建築基準法では、工事現場の危害の防止等、道路

交通法では、道路における工事等の許可等について規定されているところである。 

    また、市街地における土木工事の適正な施行を確保し、公衆災害を防止するための技術基準

としての「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱（昭和３９年１０月１日付け建設事務次官通

達）」により指導がなされているところである。 

 工事に伴う影響については、住民自治会等を通じた説明要求があれば、工事日時帯、工事車両通行

の日時帯、工事車両通行の頻度、通行工事車両の規模及び進入路、作業重機の搬入出法等を明らかに

するとともに、通学路の安全確保のため必要な場合の交通整理員の配置等の措置に関する説明を行い、

施行計画に対する理解を得るよう開発事業者を指導すること。 

 住民説明会等を通じた説明等がなされた後においては、地方公共団体は、開発事業者からの調整経

過の報告書等を基に適切な判断を行い開発許可手続を進めること。 

 なお、この場合においては、開発許可権者は、必要に応じ、必要な措置の内容を開発許可の際に条

件として付すること。 

 

  ⑵ 日照 

    中高層建築物を予定建築物とする開発事業においては、日照に関する事項が周辺住民にとっ

て最も関心の高い事項のひとつであることも多いことから、周辺住民との紛争を未然に防止す

るために、住民との調整手続の早い段階において必要な調整を行わざるを得ない場合もある。 

 日照に関する対応を行うことが必要な場合については、極力、開発事業に関する住民との調整と中

高層建築物の建築に関する住民との調整とを一体的に進めることにより対応すること。 

 なお、開発許可手続の段階で、日照への影響が具体的に判断できる程度まで建築計画の詳細が定ま

っていない場合は、中高層建築物の建築の段階における住民との調整の過程で対応する旨を住民に告

知し、開発許可手続を進めること。 
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 可能な場合は必要に応じ、開発事業計画の内容の周知、住民説明会等により影響範囲について明確

にし、明らかに影響のない住民の懸念を取り除くこと等により、影響を受ける住民に対しては、開発

事業計画に対する理解を求めるよう開発事業者を指導すること。 

 住民説明会等を通じた説明等がなされた後においては、地方公共団体は、開発事業者からの調整経

過の報告書等を基に適切な判断を行い開発許可手続を進めること。 

 

  ⑶ 開発後の周辺地域の交通安全の確保 

    開発後の周辺地域の交通量を勘案して信号機や横断歩道の設置により交通安全の確保が図ら

れることになるが、具体的状況によっては、開発後の交通量の増加に比し接続道路の幅員等が

不十分である場合等周辺住民が懸念を抱く場合もある。 

 開発後の周辺地域の交通安全については、住民自治会等を通じた説明要求があれば、開発区域から

幹線道路への接続等に関する説明を行うことにより開発事業計画に対する理解を求めるよう開発事業

者を指導すること。 

 住民説明会等を通じた説明等がなされた後においては、地方公共団体は、開発事業者からの調整経

過の報告書等を基に適切な判断を行い開発許可手続を進めること。  

 

  ⑷ 駐車場の確保 

    違法駐車については、自動車の保管場所の確保等に関する法律では保管場所の確保等、道路

交通法では駐車を禁止する場所等について規定されており、開発後の違法駐車についても、こ

れらにより規制されることになるが、開発により設置される駐車場の規模等が違法駐車の発生

に影響を及ぼすこともある。 

 駐車場の確保については、住民自治会等を通じた説明要求があれば、開発事業により設置される駐

車場の位置、規模等に関する説明を行い、開発事業計画に対する理解を得るよう開発事業者を指導す

ること。 

 住民説明会等を通じた説明等がなされた後においては、地方公共団体は、開発事業者からの調整経

過の報告書等を基に適切な判断を行い開発許可手続を進めること。 

 なお、この場合においては、必要に応じ、開発事業者の側において駐車場の位置、規模等の設計上

の配慮をするよう指導すること。 

 

 ③ 開発区域内の開発行為の妨げとなる権利（法第３３条第１４号）に関する事項 

   開発区域内の開発行為の妨げとなる権利を有する者については、法第３３条第１４号の規定に

より「相当数の同意」の取得を求めており、昭和４５年４月８日付け建設省計宅開発第９１号で

は、権利者数及び地積の３分の２以上を一応の目安としている。しかし、実際に開発行為が行え

るかどうかは、開発予定区域内の地権者との関係で定まることから、紛争の未然防止の必要から

全員の同意の取得を要求している例もある。 

 開発許可権者においては、ごく一部の地権者の民事上の権利関係について紛争がある場合等特別な

事情がある場合を除き、開発許可までには開発区域内の開発行為の妨げとなる権利を有する者の全員
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の同意を取得することに努めるよう、開発事業者に対して要請すること。 

 しかし、開発許可権者において、実質的に開発行為を阻害しないような権利を有する者等までの同

意書を求めることは行き過ぎであり、その権利が開発行為の妨げとなる権利かどうかについては、適

切に判断すること。 

 

 ④ 隣接地の権利に関する事項 

   開発事業者と隣接地の権利者との間で境界をめぐる争いがある場合に、開発許可権者が開発許

可の審査の段階で、開発区域の境界を確保するために開発区域の隣接地の権利者から開発に対す

る同意の取得を要求する例があり、なかには、境界確定書の添付まで要求することもある。 

 隣接地との境界確定は、基本的には民事上の権利の帰属に関する問題であり、隣接地の権利者と境

界をめぐる争いがある場合であっても、境界確定書の添付まで要求することにより、開発許可手続を

必要以上に遅延させることのないようにすること。この場合において開発許可権者は、開発区域の変

更と取り扱う必要がないと認められる軽微な場合には、境界紛争に係る土地を含まぬよう開発区域を

暫定的に後退させておき、紛争解決後に開発区域に加えることとするような現実的な対応をすること。 

 

 ⑤ 放流による影響に関する事項 

   地方公共団体が、開発により変化する放流の質や量によって影響を受けると予想される開発者

との紛争を未然に防止するため、これらの者の同意取得を要求することもある。河川、農業用水

路等の管理権限を有しない水利組合、水利権者、農業用水使用関係者等の公共施設の管理者でな

い者とは、必要がある場合においては開発許可手続とは別に十分協議、調整を行うよう指導し、

同意書の添付までは義務付けないようにすることとしているところである（昭和６１年５月１３

日付け建設省経民発第２０号建設経済局長通達）。 

 放流による影響について、地域の慣行により、漁業組合、水利組合等の意思決定機関を有する団体

との調整を求めることがやむをえない場合もあるが、このような場合においても、個々の構成員全員

との調整を要求するのではなく、組織との調整で足りることとし、調整の範囲についても、原則とし

て一次放流先において影響を受ける範囲に限定すること。 

 

Ⅳ 中高層建築物の建築に関する周辺住民との具体的調整方策 

 ⑴ 一般的留意事項 

   中高層建築物の建築に関する周辺住民との調整手続を担保するため、調整の履行を建築確認の

申請書の受理の条件にしたり、周辺住民の同意書の提出まで求めることは行き過ぎであるが、周

辺住民との紛争を未然に防止させるため、建築計画の内容の周知（事前公開、事前説明等）や問

題が生じた場合における話し合い等を求めることは、合理的な範囲の内容、方法等をもって行わ

せる限り、有効かつ適切な指導である。 

   建築主等から周辺住民に対して建築計画の内容の周知を行わせる場合、その対象となる建築計

画の内容は、通例、建築計画の概要及び当該建築物に係る日照、電波障害等に関する事項であり、

図面を用いる等住民が理解しやすい方法をもって行わせる例が多いが、次に掲げる事項について

は周知の対象となる周辺住民の範囲、当事者間の話し合いの際の指導内容等に特に留意する必要
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がある。 

 ⑵ 日照 

 日照に係る事項について周知を行う対象となる周辺住民の範囲が、客観的に影響のある範囲に限定

されていない例もあるため、その範囲を合理的な根拠のある範囲(建築物から一定距離といった一律の

ものでなく、建築物の高さ等との関係で判断される合理的な範囲)に限定すること。 

 

 ⑶ 電波障害 

 電波障害について周知を行う対象となる周辺住民の範囲は、電波障害に関する調査等に基づきでき

る限り客観的かつ合理的に確定することとし、建築物完成後に予想される受信状況、対策方法等を周

知の内容とすること。 

 

 ⑷ 工事に伴う影響 

 開発事業に関する調整手続で調整されなかった工事に伴う影響について中高層建築物の建築の段階

における調整過程で周知を行う場合は、施工計画の概要、周辺への危険防止対策等を周知の内容とす

ること。 
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第４章 関係法令等 

都市計画法（抄） 
〔昭和４３年６月１５日号外法律第１００号〕 

（定義） 

第４条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利

用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 

１０ この法律において「建築物」とは建築基準法第２条第１号に定める建築物を、「建築」とは同条

第１３号に定める建築をいう。 

１１ この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化

をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの（以下「第一種特定工作物」という。）又はゴル

フコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの（以下「第二種特定工作物」という。）をいう。 

１２ この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す

る目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 

１３ この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。 

１４ この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設を

いう。 

（都市計画区域） 

第５条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心

の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令

で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び

保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があ

るときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。 

（開発行為の許可） 

第２９条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、

国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に

掲げる開発行為については、この限りでない。 

 ⑴ 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開

発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 

 ⑵ 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行

う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営

む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 

 ⑶ 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物

のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上

で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

 ⑷ 都市計画事業の施行として行う開発行為 

 ⑸ 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 
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 ⑹ 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

 ⑺ 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

 ⑻ 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

 ⑼ 公有水面埋立法第２条第１項の免許を受けた埋立地であって、まだ同法第２２条第２項の告示

がないものにおいて行う開発行為 

 ⑽ 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

 ⑾ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見

込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通

省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開

発行為については、この限りでない。 

 ⑴ 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の

用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

 ⑵ 前項第３号、第４号及び第９号から第１１号までに掲げる開発行為 

３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市

計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合における第１項第１号及び

前項の規定の適用については、政令で定める。 

（許可申請の手続） 

第３０条 前条第１項又は第２項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

 ⑴ 開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区）の位置、区域及び規模 

 ⑵ 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物（以下「予定建築物等」という。）の用途 

 ⑶ 開発行為に関する設計 

 ⑷ 工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行す

る者をいう。） 

 ⑸ その他国土交通省令で定める事項 

２ 前項の申請書には、第３２条第１項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第２項に規定

する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 

（設計者の資格） 

第３１条 前条の場合において、設計に係る設計図書（開発行為に関する工事のうち国土交通省令で

定めるものを実施するため必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。）

は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。 

（公共施設の管理者の同意等） 

第３２条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者

と協議し、その同意を得なければならない。 

２ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置

される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 

３ 前２項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な
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管理を確保する観点から、前２項の協議を行うものとする。 

（開発許可の基準） 

第３３条 都道府県知事は、開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、次

に掲げる基準（第４項及び第５項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。）

に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反してい

ないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 

 ⑴ 次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適

合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められ

た誘導すべき用途に適合するものにあっては、この限りでない。 

  イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特

定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第３９条第１項の分区（以下「用途地域等」という。）

が定められている場合 当該用途地域等内における用途の制限（建築基準法第４９条第１項若

しくは第２項、第４９条の２若しくは第６０条の３第２項（これらの規定を同法第８８条第２

項において準用する場合を含む。）又は港湾法第４０条第１項の条例による用途の制限を含む。） 

  ロ 当該申請に係る開発区域内の土地（都市計画区域（市街化調整区域を除く。）又は準都市計画

区域内の土地に限る。）について用途地域等が定められていない場合 建築基準法第４８条第１

３項及び第６８条の３第７項（同法第４８条第１３項に係る部分に限る。）（これらの規定を同

法第８８条第２項において準用する場合を含む。）の規定による用途の制限 

 ⑵ 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行

為にあっては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でな

い場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保

全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当

に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように

設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められていると

きは、設計がこれに適合していること。 

  イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

  ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

  ハ 予定建築物等の用途 

  ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

 ⑶ 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法第２条第１号

に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢

水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められている

こと。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれ

に適合していること。 

  イ 当該地域における降水量 

  ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

 ⑷ 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行

為にあっては、水道その他の給水施設が、第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開
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発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように

設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められてい

るときは、設計がこれに適合していること。 

 ⑸ 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等（次のイからホまでに掲げる地区計画等

の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る。）が定められてい

るときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して

定められていること。 

  イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区（いずれも第１２条の５第５項第１号に

規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は地区整備計画 

  ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地

区整備計画 

  ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画 

  ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区（幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条第４項第１

号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は沿道地区整備計画 

  ホ 集落地区計画 集落地区整備計画 

 ⑹ 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域

における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内にお

いて予定される建築物の用途の配分が定められていること。 

 ⑺ 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地

盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められ

ていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域

内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げ

る基準に適合していること。 

宅地造成等規制法第３条第１項

の宅地造成工事規制区域 

開発行為に関する工事 宅地造成等規制法第９条の規定

に適合するものであること。 

津波防災地域づくりに関する法

律第７２条第１項の津波災害特

別警戒区域 

津波防災地域づくりに関する法

律第７３条第１項に規定する特

定開発行為（同条第４項各号に

掲げる行為を除く。）に関する工

事 

津波防災地域づくりに関する法

律第７５条に規定する措置を同

条の国土交通省令で定める技術

的基準に従い講じるものである

こと。 

 

 ⑻ 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自

己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあ

っては、開発区域内に建築基準法第３９条第１項の災害危険区域、地すべり等防止法第３条第１

項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８

条第１項の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土

地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められ

るときは、この限りでない。 
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 ⑼ 政令で定める規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保

全するため、開発行為の目的及び第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域におけ

る植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設

計が定められていること。 

 ⑽ 政令で定める規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保

全するため、第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防

止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。 

 ⑾ 政令で定める規模以上の開発行為にあっては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等

からみて支障がないと認められること。 

 ⑿ 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外

の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目

的で行う開発行為（当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、

土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除

く。）以外の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がある

こと。 

 ⒀ 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外

の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目

的で行う開発行為（当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、

土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除

く。）以外の開発行為にあっては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要

な能力があること。 

 ⒁ 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区

域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開

発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土

地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによっては環境の保

全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらな

くとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で

定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和すること

ができる。 

４ 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令

で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内におい

て予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。 

５ 景観行政団体（景観法第７条第１項に規定する景観行政団体をいう。）は、良好な景観の形成を図

るため必要と認める場合においては、同法第８条第２項第１号の景観計画区域内において、政令で

定める基準に従い、同条第１項の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、

開発許可の基準として定めることができる。 
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６ 指定都市等及び地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づきこの節の規定により都道

府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村（以下この節において「事務処

理市町村」という。）以外の市町村は、前３項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじ

め、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。 

７ 公有水面埋立法第２２条第２項の告示があった埋立地において行う開発行為については、当該埋

立地に関する同法第２条第１項の免許の条件において第１項各号に規定する事項（第４項及び第５

項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。）に関する定めがあるときは、そ

の定めをもって開発許可の基準とし、第１項各号に規定する基準（第４項及び第５項の条例が定め

られているときは、当該条例で定める制限を含む。）は、当該条件に抵触しない限度において適用す

る。 

８ 居住調整地域又は市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第１項に

定めるもののほか、別に法律で定める。 

（開発許可の特例） 

第３４条の２ 国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等

若しくは事務処理市町村がその組織に加わっている一部事務組合、広域連合若しくは港務局が行う

都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為（第２９条第１項各号に掲げる開発行為

を除く。）又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為（同条第２項の政令で

定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる開発行為を除く。）については、当該国の機関又は

都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなす。 

２ 第３２条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関又は都道府県等について、第４１条の規定

は都道府県知事が同項の協議を成立させる場合について、第４７条の規定は同項の協議が成立した

ときについて準用する。 

（許可又は不許可の通知） 

第３５条 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をし

なければならない。 

２ 前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。 

（変更の許可等） 

第３５条の２ 開発許可を受けた者は、第３０条第１項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合

においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発

行為が、第２９条第１項の許可に係るものにあっては同項各号に掲げる開発行為、同条第２項の許

可に係るものにあっては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行

為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事

に提出しなければならない。 

３ 開発許可を受けた者は、第１項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞

なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第３１条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する

場合について、第３２条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当
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該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同

条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であって政令で定めるものの変更をしよ

うとする場合について、第３３条、第３４条、前条及び第４１条の規定は第１項の規定による許可

について、第３４条の２の規定は第１項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなけれ

ばならない場合について、第４７条第１項の規定は第１項の規定による許可及び第３項の規定によ

る届出について準用する。この場合において、第４７条第１中「次に掲げる事項」とあるのは、「変

更の許可又は届出の年月日及び第２号から第６号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と

読み替えるものとする。 

５ 第１項又は第３項の場合における次条、第３７条、第３９条、第４０条、第４２条から第４５条

まで及び第４７条第２項の規定の適用については、第１項の規定による許可又は第３項の規定によ

る届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。 

（工事完了の検査） 

第３６条 開発許可を受けた者は、当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは、工区）の全部に

ついて当該開発行為に関する工事（当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分につい

ては、当該公共施設に関する工事）を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容

に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合し

ていると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付し

なければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定め

るところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該工事

が津波災害特別警戒区域内における同法第７３条第１項に規定する特定開発行為（同条第４項各号

に掲げる行為を除く。）に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第

４項第１号に規定する開発区域（津波災害特別警戒区域内のものに限る。）に地盤面の高さが同法第

５３条第２項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しな

ければならない。 

（建築制限等） 

第３７条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第３項の公告があるまでの間は、建

築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の１に該当するときは、

この限りでない。 

 ⑴ 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その

他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 

 ⑵ 第３３条第１項第１４号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建

築し、又は特定工作物を建設するとき。 

（開発行為の廃止） 

第３８条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省

令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 
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（開発行為等により設置された公共施設の管理） 

第３９条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、

その公共施設は、第３６条第３項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理

に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第３２条第２項の協

議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 

（公共施設の用に供する土地の帰属） 

第４０条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新

たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国

又は地方公共団体が所有するものは、第３６条第３項の公告の日の翌日において当該開発許可を受

けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地

は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。 

２ 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土

地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第３６条第３項の

公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者（その者が地方自治法第

２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務（以下単に「第１号法定受託事務」という。）とし

て当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国）に帰属するものとする。 

（建築物の建ぺい率等の指定） 

第４１条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発

許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建

ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めること

ができる。 

２ 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内において

は、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及

びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可

したときは、この限りでない。 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

第４２条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第３６条第３項の公告があった後は、

当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、

また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物と

してはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及

びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種

特定工作物で建築基準法第８８条第２項の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該

開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。 

２ 国が行なう行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、前

項ただし書の規定による許可があったものとみなす。 

（許可に基づく地位の承継） 

第４４条 開発許可又は前条第１項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有

していた当該許可に基づく地位を承継する。 
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第４５条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事

を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有して

いた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 

（開発登録簿） 

第４６条 都道府県知事は、開発登録簿（以下「登録簿」という。）を調製し、保管しなければならな

い。 

第４７条 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許可に係る土地について、次に掲げる事項

を登録簿に登録しなければならない。 

 ⑴ 開発許可の年月日 

 ⑵ 予定建築物等（用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。）の用途 

 ⑶ 公共施設の種類、位置及び区域 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、開発許可の内容 

 ⑸ 第４１条第１項の規定による制限の内容 

 ⑹ 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項 

２ 都道府県知事は、第３６条の規定による完了検査を行なった場合において、当該工事が当該開発

許可の内容に適合すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければならない。 

３ 第４１条第２項ただし書若しくは第４２条第１項ただし書の規定による許可があったとき、又は

同条第２項の協議が成立したときも、前項と同様とする。 

４ 都道府県知事は、第８１条第１項の規定による処分により第１項各号に掲げる事項について変動

を生じたときは、登録簿に必要な修正を加えなければならない。 

５ 都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、

その写しを交付しなければならない。 

６ 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

（不服申立て） 

第５０条 第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２第１項、第４１条第２項ただし書、第４２

条第１項ただし書若しくは第４３条第１項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為（行政不

服審査法第２条第２項に規定する不作為をいう。）又はこれらの規定に違反した者に対する第８１条

第１項の規定に基づく監督処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができ

る。 

２ 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日か

ら２月以内に、裁決をしなければならない。 

３ 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の

関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。 

第５１条 第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２第１項、第４２条第１項ただし書又は第４

３条第１項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業と

の調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合

においては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 

２ 行政不服審査法第１８条の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤って審査請求をする
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ことができる旨を教示した場合に準用する。 

（審査請求と訴訟との関係） 

第５２条 第５０条第１項に規定する処分の取消しの訴え（前条第１項の規定により公害等調整委員

会に裁定の申請をすることができる事項に関する訴えを除く。）は、当該処分についての審査請求に

対する開発審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 

（建築等の制限） 

第５２条の２ 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土

地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事

等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

 ⑴ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

 ⑵ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

 ⑶ 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

２ 国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもって、前

項の規定による許可があったものとみなす。 

３ 第１項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計

画についての第２０条第１項の規定による告示があった後は、当該告示に係る土地の区域内におい

ては、適用しない。 

（建築の許可） 

第５３条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとす

る者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。た

だし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

 ⑴ 政令で定める軽易な行為 

 ⑵ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

 ⑶ 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

 ⑷ 第１１条第３項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている

都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限

度に適合するもの 

 ⑸ 第１２条の１１に規定する道路（都市計画施設であるものに限る。）の区域のうち建築物等の敷

地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって、当該道路を整備する上で著しい支

障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの 

２ 第５２条の２第２項の規定は、前項の規定による許可について準用する。 

３ 第１項の規定は、第６５条第１項に規定する告示があった後は、当該告示に係る土地の区域内に

おいては、適用しない。 

（許可の基準） 

第５４条 都道府県知事等は、前条第１項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請

が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 

 ⑴ 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定める

ものに適合するものであること。 
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 ⑵ 当該建築が、第１１条第３項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立

体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都

市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立

体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安

全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。 

 ⑶ 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの

であると認められること。 

  イ 階数が２以下で、かつ、地階を有しないこと。 

  ロ 主要構造部（建築基準法第２条第５号に定める主要構造部をいう。）が木造、鉄骨造、コンク

リートブロック造その他これらに類する構造であること。 

（許可の基準の特例等） 

第５５条 都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開

発事業（土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。）の施行区域（次条及び第５７条におい

て「事業予定地」という。）内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず、

第５３条第１項の許可をしないことができる。ただし、次条第２項の規定により買い取らない旨の

通知があった土地における建築物の建築については、この限りでない。 

（建築等の制限） 

第５７条の３ 施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更又は

建築物の建築その他工作物の建設については、第５２条の２第１項及び第２項の規定を準用する。 

２ 前項の規定は、第６５条第１項に規定する告示があった後は、当該告示に係る土地の区域内にお

いては、適用しない。 

（建築等の届出等） 

第５８条の２ 地区計画の区域（再開発等促進区若しくは開発整備促進区（いずれも第１２条の５第

５項第１号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又は地区整備計画が定め

られている区域に限る。）内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行

為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の３０日前までに、国土交通省令で定めるところに

より、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町

村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 

 ⑴ 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

 ⑵ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

 ⑶ 国又は地方公共団体が行う行為 

 ⑷ 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為 

 ⑸ 第２９条第１項の許可を要する行為その他政令で定める行為 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更

しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の３０日前までに、国土交通省令で

定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

３ 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が地

区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の
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変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告

を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

（他の法律による建築等の規制） 

第５８条の３ 地区計画等の区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、前

条に定めるもののほか、別に法律で定める。 

（建築等の制限） 

第６５条 第６２条第１項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第６３条第２項において

準用する第６２条第１項の規定による告示があった後においては、当該事業地内において、都市計

画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建

設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道

府県知事等の許可を受けなければならない。 

２ 都道府県知事等は、前項の許可の申請があった場合において、その許可を与えようとするときは、

あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。 

３ 第５２条の２第２項の規定は、第１項の規定による許可について準用する。 

（許可等の条件） 

第７９条 この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することがで

きる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課する

ものであってはならない。 

（報告、勧告、援助等） 

第８０条 国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村又はこ

の法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市長はこの法律の規定による許可

又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出

を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。 

２ 市町村又は施行者は、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、都市計画の決定若しくは変更又は

都市計画事業の施行の準備若しくは施行のため、それぞれ都市計画又は都市計画事業に関し専門的

知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 

（監督処分等） 

第８１条 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都

市計画上必要な限度において、この法律の規定によってした許可、認可若しくは承認を取り消し、

変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行

為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件（以下この条

において「工作物等」という。）の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置を

とることを命ずることができる。 

 ⑴ この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した

者又は当該違反の事実を知って、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃

貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者 
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 ⑵ この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した

工事の注文主若しくは請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自らその工

事をしている者若しくはした者 

 ⑶ この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者 

 ⑷ 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者 

２ 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置

を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者

の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせるこ

とができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限まで

に当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しく

は委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

３ 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第１項の規定による命令をした場合においては、標識

の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

４ 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設

置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しく

は工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

（立入検査） 

第８２条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条

の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは

当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。 

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければ

ならない。 

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

第９１条 第８１条第１項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、

１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第９２条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 第２５条第５項の規定に違反して、同条第１項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた

者 

 ⑵ 第２６条第１項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又

は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行った者 

 ⑶ 第２９条第１項若しくは第２項又は第３５条の２第１項の規定に違反して、開発行為をした者 

 ⑷ 第３７条又は第４２条第１項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した

者 

 ⑸ 第４１条第２項の規定に違反して、建築物を建築した者 

 ⑹ 第４２条第１項又は第４条第１項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者 

 ⑺ 第４３条第１項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者 

 ⑻ 第５８条の７の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
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第９３条 次の各号の１に該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 第５８条の２第１項又は第２項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

 ⑵ 第８０条第１項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせ

ず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 

 ⑶ 第８２条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

第９４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務又は財産に関して第９１条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 

第９６条 第３５条の２第３項又は第３８条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした

者は、２０万円以下の過料に処する。 
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都市計画法施行令（抄） 
〔昭和４４年６月１３日政令第１５８号〕 

（特定工作物） 

第１条 都市計画法第４条第１１項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令

で定めるものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ アスファルトプラント 

 ⑵ クラッシャープラント 

 ⑶ 危険物（建築基準法施行令第１１６条第１項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。）

の貯蔵又は処理に供する工作物（石油パイプライン事業法第５条第２項第２号に規定する事業用

施設に該当するもの、港湾法第２条第５項第８号に規定する保管施設又は同項第８号の２に規定

する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法第３条第２号ホに規定する補給施設に該当

するもの、航空法による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、

電気事業法第２条第１項第９号に規定する電気事業（同項第７号に規定する特定規模電気事業を

除く。）の用に供する同項第１６号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法第２条第

１３項に規定するガス工作物（同条第１項に規定する一般ガス事業又は同条第３項に規定する簡

易ガス事業の用に供するものに限る。）に該当するものを除く。） 

２ 法第４条第１１項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が１ヘ

クタール以上のものとする。 

 ⑴ 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物（学

校教育法第１条に規定する学校（大学を除く。）の施設に該当するもの、港湾法第２条第５項第９

号の３に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法第２条第１項に規定する都市公

園に該当するもの及び自然公園法第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４号に規定する都

道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。） 

 ⑵ 墓園 

（公共施設） 

第１条の２ 法第４条第１４項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、

運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。 

（許可を要しない開発行為の規模） 

第１９条 法第２９条第１項第１号の政令で定める規模は、次の表の第１欄に掲げる区域ごとに、そ

れぞれ同表の第２欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第３欄に掲げる場合には、都道府県（指

定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村は、条例で、

区域を限り、同表の第４欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。 
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第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

市街化区域 １，０００平方メートル 市街化の状況により、無

秩序な市街化を防止す

るため特に必要がある

と認められる場合 

３００平方メートル以

上１，０００平方メート

ル未満 

区域区分が定められて

いない都市計画区域及

び準都市計画区域 

３，０００平方メートル 市街化の状況等により

特に必要があると認め

られる場合 

３００平方メートル以

上３，０００平方メート

ル未満 

 

（法第２９条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める建築物） 

第２０条 法第２９条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとす

る。 

 ⑴ 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵（ふ）卵育雛（すう）施設、搾（さく）

乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する

建築物 

 ⑵ 堆（たい）肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業

又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 

 ⑶ 家畜診療の用に供する建築物 

 ⑷ 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は

索道の用に供する建築物 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、建築面積が９０平方メートル以内の建築物 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第２１条 法第２９条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 道路法第２条第１項に規定する道路又は道路運送法第２条第８項に規定する一般自動車道若し

くは専用自動車道（同法第３条第１号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事

業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）を構成する建築

物 

 ⑵ 河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物 

 ⑶ 都市公園法第２条第２項に規定する公園施設である建築物 

 ⑷ 鉄道事業法第２条第１項に規定する鉄道事業若しくは同条第５項に規定する索道事業で一般の

需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法による軌道若しくは同法が準用され

る無軌条電車の用に供する施設である建築物 

 ⑸ 石油パイプライン事業法第５条第２項第２号に規定する事業用施設である建築物 

 ⑹ 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行

する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法第２条第２

項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに

限る。）の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法第２条第５項に規定する一般自動

車ターミナルを構成する建築物 
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 ⑺ 港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第３条に規定する漁

港施設である建築物 

 ⑻ 海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施設である建築物 

 ⑼ 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため

必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第２条第

５項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物 

 ⑽ 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建

築物 

 ⑾ 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第４条第１項第１号に掲げる業務の用に供する施設で

ある建築物 

 ⑿ 電気通信事業法第１２０条第１項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通

信事業の用に供する施設である建築物 

 ⒀ 放送法第２条第２号に規定する基幹放送の用に供する放送設備である建築物 

 ⒁ 電気事業法第２条第１項第１６号に規定する電気事業（同項第７号に規定する小売電気事業を

除く。）の用に供する同項第１８号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事

業法第２条第１３項に規定するガス工作物（同条第１項に規定する一般ガス事業又は同条第３項

に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。）を設置する施設である建築物 

 ⒂ 水道法第３条第２項に規定する水道事業若しくは同条第４項に規定する水道用水供給事業の用

に供する同条第８項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法第２条第６項に規定す

る工業用水道施設である建築物又は下水道法第２条第３号から第５号までに規定する公共下水道、

流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物 

 ⒃ 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 

 ⒄ 図書館法第２条第１項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法第２条第

１項に規定する博物館の用に供する施設である建築物 

 ⒅ 社会教育法第２０条に規定する公民館の用に供する施設である建築物 

 ⒆ 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業

能力開発促進法第１５条の６第３項に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第２７条第１項に規定する職業能力開発総合大

学校である建築物 

 ⒇ 墓地、埋葬等に関する法律第２条第７項に規定する火葬場である建築物 

 (21) と畜場法第３条第２項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律第１条第２

項に規定する化製場若しくは同条第３項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物 

 (22) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設であ

る建築物又は浄化槽法第２条第１号に規定する浄化槽である建築物 

 (23) 卸売市場法第２条第３項に規定する中央卸売市場若しくは同条第４項に規定する地方卸売市

場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築

物 
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 (24) 自然公園法第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４号に規定する都道府県立自然公園

のこれに相当する事業により建築される建築物 

 (25) 住宅地区改良法第２条第１項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物 

 (26) 国、都道府県等（法第３４条の２第１項に規定する都道府県等をいう。）、市町村（指定都市等

及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。）又は市町村がその組織に

加わっている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又

は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの 

  イ 学校教育法第１条に規定する学校、同法第１２４条に規定する専修学校又は同法第１３４条

第１項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物 

  ロ 児童福祉法による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業、社会福祉法

による社会福祉事業又は更生保護事業法による更生保護事業の用に供する施設である建築物 

  ハ 医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１

項に規定する助産所の用に供する施設である建築物 

  ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者

の利用に供するものを除く。）で国土交通省令で定めるもの 

  ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省

令で定めるものを除く。） 

 (27) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

法第１６条第１号に掲げる業務の用に供する施設である建築物 

 (28) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第

１７条第１項第１号から第３号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物 

 (29) 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法第２条第２項に規定する水資

源開発施設である建築物 

 (30) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第１８

条第１項第１号から第４号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物 

 (31) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構法第１５条第１項第１号又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関す

る法律第１１条第３号に掲げる業務の用に供する施設である建築物（開発行為の許可を要しない

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 

第２２条 法第２９条第１項第１１号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第１種特定工作物の建

設の用に供する目的で行う開発行為 

 ⑵ 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

 ⑶ 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面

積が１０平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

 ⑷ 法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を

伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 
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 ⑸ 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が１０平方メートル以

内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

（法第２９条第２項の政令で定める規模） 

第２２条の２ 法第２９条第２項の政令で定める規模は、１ヘクタールとする。 

（開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用） 

第２２条の３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区

域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合においては、法

第２９条第１項第１号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。 

 ⑴ 当該開発区域の面積の合計が、１ヘクタール未満であること。 

 ⑵ 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち２以上の区

域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第１９条の規

定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。 

 ⑶ 市街化区域における開発区域の面積が、１，０００平方メートル（第１９条第２項の規定が適

用される場合にあっては、５００平方メートル）未満であること。ただし、同条第１項ただし書

の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあっては、その規模未満である

こと。 

 ⑷ 区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、３，０００平方メート

ル（第１９条第１項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあ

っては、その規模）未満であること。 

 ⑸ 準都市計画区域における開発区域の面積が、３，０００平方メートル（第１９条第１項ただし

書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあっては、その規模）未満で

あること。 

２ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市

計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第２９条第２項の規定は、当

該開発区域の面積の合計が１ヘクタール以上である開発行為について適用する。 

（開発行為を行なうについて協議すべき者） 

第２３条 開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者

は、あらかじめ、次に掲げる者（開発区域の面積が４０ヘクタール未満の開発行為にあっては、第

３号及び第４号に掲げる者を除く。）と協議しなければならない。 

 ⑴ 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者 

 ⑵ 当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業者 

 ⑶ 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第２条第１項第２号に規定する一般電気事業者及び

ガス事業法第２条第２項に規定する一般ガス事業者 

 ⑷ 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者 

（開発行為を行うのに適当でない区域） 

第２３条の２ 法第３３条第１項第８号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の政

令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域とする。 
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（樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模） 

第２３条の３ 法第３３条第１項第９号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の政

令で定める規模は、１ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保

全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、０．３ヘクタ

ール以上１ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。 

（環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の

規模） 

第２３条の４ 法第３３条第１項第１０号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の

政令で定める規模は、１ヘクタールとする。 

（輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模） 

第２４条 法第３３条第１項第１１号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の政令

で定める規模は、４０ヘクタールとする。 

（申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模） 

第２４条の２ 法第３３条第１項第１２号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の

政令で定める規模は、１ヘクタールとする。 

（工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発

行為の規模） 

（法第３３条第１項第１３号の政令で定める規模） 

第２４条の３ 法第３３条第１項第１３号の政令で定める規模は、１ヘクタールとする。 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定する技術

的細目のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に

関するものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、

かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の

機能が有効に発揮されるように設計されていること。 

 ⑵ 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、６メートル以上１２メートル以

下で国土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は、４メートル）以上の幅員の

道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及

び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困

難と認められる場合であって、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率

上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されていると

きは、この限りでない。 

 ⑷ 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員９メートル（主として住宅の建築の用に供する

目的で行う開発行為にあっては、６．５メートル）以上の道路（開発区域の周辺の道路の状況に

よりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路）に接続していること。 

 ⑸ 開発区域内の幅員９メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 



－７７９－ 

 

 ⑹ 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発区域に、

面積の合計が開発区域の面積の３パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。

ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が

住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築

物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。 

 ⑺ 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、国土交通省令で定めるところによ

り、面積が１箇所３００平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の３

パーセント以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広

場）が設けられていること。 

 ⑻ 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法第２０条第１項の規定に

よる勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合してい

るものであること。 

第２６条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、同条第１項第３号（法第３５条の２第４

項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定

建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、

管渠の勾配及び断面積が定められていること。 

 ⑵ 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域

内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は

河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能

力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その

他の適当な施設を設けることを妨げない。 

 ⑶ 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。）以外の

下水は、原則として、暗渠によって排出することができるように定められていること。 

第２７条 主として住宅の建築の用に供する目的で行なう２０ヘクタール以上の開発行為にあっては、

当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、

それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなけれ

ばならない。ただし、周辺の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。 

第２８条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、同条第１項第７号（法第３５条の２第４

項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置

が講ぜられていること。 

 ⑵ 開発行為によって崖が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない

限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。 

 ⑶ 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤

に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（次号において

「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。 
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 ⑷ 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又

は滑りが生じないように、おおむね３０センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、

その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとと

もに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。 

 ⑸ 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する

面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。 

 ⑹ 開発行為によって生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁

の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。 

 ⑺ 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがある

ときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定

める排水施設が設置されていること。 

第２８条の２ 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、同条第１項第９号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 高さが１０メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な樹木の集団

については、その存する土地を公園又は緑地として配置する等により、当該樹木又は樹木の集団

の保存の措置が講ぜられていること。ただし、当該開発行為の目的及び法第３３条第１項第２号

イからニまで（これらの規定を法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に掲げる事

項と当該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りで

ない。 

 ⑵ 高さが１メートルを超える切土又は盛土が行われ、かつ、その切土又は盛土をする土地の面積

が１，０００平方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行う部分（道路の路面の部

分その他の植栽の必要がないことが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除く。）につ

いて表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が講ぜられていること。 

第２８条の３ 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設

の用に供する目的で行う開発行為にあっては、４メートルから２０メートルまでの範囲内で開発区

域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそっ

てその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、

緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を

配置しないことができる。 

第２９条 第２５条から前条までに定めるもののほか、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水性

等法第３３条第１項第２号から第４号まで及び第７号（これらの規定を法第３５条の２第４項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通

省令で定める。 

（条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準） 

第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。 
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 ⑴ 第２５条第２号、第３号若しくは第５号から第７号まで、第２７条、第２８条第２号から第６

号まで又は前３条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の

増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。 

 ⑵ 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき道路の幅員の最低限度に

ついて、１２メートル（小区間で通行上支障がない場合は、６メートル）を超えない範囲で行う

ものであること。 

 ⑶ 第２５条第３号の技術的細目に定められた制限の強化は、開発区域の面積について行うもので

あること。 

 ⑷ 第２５条第５号の技術的細目に定められた制限の強化は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最

低限度について、５．５メートルを下らない範囲で行うものであること。 

 ⑸ 第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところによるものである

こと。 

  イ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類を、公

園に限定すること。 

  ロ 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は１箇所当たりの面積の最低限度を定めること。 

  ハ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度につ

いて、６パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用

途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。 

 ⑹ 第２５条第７号の技術的細目に定められた制限の強化は、国土交通省令で定めるところにより、

設置すべき公園、緑地若しくは広場の数若しくは１箇所当たりの面積の最低限度又はそれらの面

積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度（６パーセントを超えない範囲に限る。）につ

いて行うものであること。 

 ⑺ 第２７条の技術的細目に定められた制限の強化は、２０ヘクタール未満の開発行為においても

ごみ収集場その他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的施設を配置すべき開発行

為の規模について行うものであること。 

 ⑻ 第２８条第２号から第６号までの技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風

土又は地勢の特殊性により、これらの規定のみによっては開発行為に伴う崖崩れ又は土砂の流出

の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。 

 ⑼ 第２８条の２第１号の技術的細目に定められた制限の強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は

樹木の集団の要件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要があると認められる場合に

行うものであること。 

 ⑽ 第２８条の２第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、表土の復元、客土、土壌の改良

等の措置を講ずべき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しくは盛土をする土地の面積

の最低限度について行うものであること。 

 ⑾ 第２８条の３の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度に

ついて、２０メートルを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。 

 ⑿ 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。 

２ 法第３３条第３項の政令で定める基準のうち制限の緩和に関するものは、次に掲げるものとする。 
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 ⑴ 第２５条第２号又は第６号の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止

及び利便の増進上支障がない範囲で行うものであること。 

 ⑵ 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の緩和は、既に市街地を形成している区域内で

行われる開発行為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、４メートル（当該道路と

一体的に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が４メートルを超える場合には、当該幅員）を下

らない範囲で行うものであること。 

 ⑶ 第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の緩和は、次に掲げるところによるものである

こと。 

イ 開発区域の面積の最低限度について、１ヘクタールを超えない範囲で行うこと。 

ロ 地方公共団体が開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合

に行うこと。 

（条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準） 

第２９条の３ 法第３３条第４項（法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）の政令で定

める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が２００平方メートル（市街地の周辺その他の良好な自

然的環境を形成している地域においては、３００百平方メートル）を超えないこととする。 

（開発行為の変更について協議すべき事項等） 

第３１条 第２３条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第３５条の２第４項の

政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 開発区域の位置、区域又は規模 

 ⑵ 予定建築物等の用途 

 ⑶ 協議をするべき者に係る公益的施設の設計 

２ 第２３条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が２０ヘクタール（同

条第３号又は第４号に掲げる者との協議にあっては、４０ヘクタール）以上となる場合について準

用する。 

（市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為

その他の行為） 

第３６条の２ 法第５２条の２第１項第１号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 工作物（建築物以外の工作物をいう。以下この条、第３８条の４、第３８条の５及び第３８条

の７において同じ。）で仮設のものの建設 

 ⑵ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更 

 ⑶ 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物（階数が２以

下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。）の建築又は既存の建築物の敷地内において行う

当該建築物に附属する工作物の建設 

 ⑷ 現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更 

 ⑸ 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更 

（都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為） 

第３６条の３ 法第５２条の２第１項第３号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とし

て政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村（特別区を含む。第３７条の２及び第３８条
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において同じ。）又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設（法第１１条第１項第８号か

ら第１０号までに掲げるものを除く。）に関する都市計画に適合して行う行為とする。 

（法第５３条第１項第１号の政令で定める軽易な行為） 

第３７条 法第５３条第１項第１号の政令で定める軽易な行為は、階数が２以下で、かつ、地階を有

しない木造の建築物の改築又は移転とする。 

（法第５３条第１項第３号の政令で定める行為） 

第３７条の２ 法第５３条第１項第３号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当

該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適

合して行うものとする。 

（法第５３条第１項第５号の政令で定める行為） 

第３７条の３ 法第５３条第１項第５号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であって、

法第１２条の１１に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。 

 ⑴ 道路法第４７条の８第１項第１号に規定する道路一体建物の建築 

 ⑵ 当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築 

（法第５４条第２号の政令で定める場合） 

第３７条の４ 法第５４条第２号の政令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。 

 ⑴ 地下で建築物の建築が行われる場合 

 ⑵ 道路である都市施設を整備する立体的な範囲の下に位置する空間において建築物の建築が行わ

れる場合（前号に掲げる場合を除く。）であって、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建

築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合 

 ⑶ 道路（次号に規定するものを除く。）である都市施設を整備する立体的な範囲の上に位置する空

間において渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物（次のいずれにも該当するもの

に限る。）の建築が行われる場合であって、当該建築物が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の

利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められる場合 

  イ 次のいずれかに該当するものであること。 

   ① 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、

生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの 

   ② 建築物の５階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの 

   ③ 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与する

もの 

  ロ その主要構造部（建築基準法第２条第５号に規定する主要構造部をいう。）が次のいずれかに

該当する建築物に設けられるものであること。 

   ① 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造であること。 

   ② 建築基準法施行令第１０８条の３第１項第１号又は第２号に該当すること。 

   ③ 建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料（ハにおいて単に「不燃材料」という。）で造

られていること。 

  ハ その構造が、次に定めるところによるものであること。 
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   ① 建築基準法施行令第１条第３号に規定する構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンク

リート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。 

   ② 屋外に面する部分には、ガラス（網入ガラスを除く。）、瓦、タイル、コンクリートブロッ

ク、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの材料が

道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。 

   ③ 側面には、床面からの高さが１．５メートル以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが

１．５メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けること。 

（施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理

行為、軽易な行為その他の行為） 

第３８条の２ 法第５７条の３第１項において準用する法第５２条の２第１項第１号の政令で定める

行為は、第３６条の２各号に掲げる行為とする。 

（都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為） 

第３８条の３ 法第５７条の３第１項において準用する法第５２条の２第１項第３号の都市計画事業

の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第３６条の３に規定する行為とす

る。 

（届出を要する行為） 

第３８条の４ 法第５８条の２第１項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び

次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。 

 ⑴ 地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められ

ている土地の区域 

   建築物等の用途の変更（用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は

用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。） 

 ⑵ 地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 

   建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 

 ⑶ 地区計画において法第１２条の５第７項第３号に掲げる事項が定められている土地の区域 

   木竹の伐採 

（地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 

第３８条の５ 法第５８条の２第１項第１号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 次に掲げる土地の区画形質の変更 

  イ 建築物で仮設のものの建築又は工作物で仮設のものの建設の用に供する目的で行う土地の区

画形質の変更 

  ロ 既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更 

  ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更 

 ⑵ 次に掲げる建築物の建築又は工作物の建設 

  イ 前号イに掲げる建築物の建築又は工作物の建設 

  ロ 屋外広告物で表示面積が１平方メートル以下であり、かつ、高さが３メートル以下であるも

のの表示又は掲出のために必要な工作物の建設 

  ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの建設 
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  ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系（その

支持物を含む。）、旗ざおその他これらに類する工作物の建設 

  ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物の建築又は工作物

の建設 

 ⑶ 次に掲げる建築物等の用途の変更 

  イ 建築物等で仮設のものの用途の変更 

  ロ 建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更 

 ⑷ 第２号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 

 ⑸ 次に掲げる木竹の伐採 

  イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 

  ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

  ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

  ニ 仮植した木竹の伐採 

  ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

（法第５８条の２第１項第４号の政令で定める行為） 

第３８条の６ 法第５８条の２第１項第４号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為とし

て政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為 

 ⑵ 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う行為 

 ⑶ 都市再開発法による市街地再開発事業の施行として行う行為 

 ⑷ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業

の施行として行う行為 

 ⑸ 密集市街地整備法による防災街区整備事業の施行として行う行為 

（建築等の届出を要しないその他の行為） 

第３８条の７ 法第５８条の２第１項第５号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 法第４３条第１項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更（当

該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。） 

 ⑵ 建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項又は第８８条第２項において準用する場合を含

む。）の確認又は同法第１８条第２項（同法第８７条第１項又は第８８条第２項において準用する

場合を含む。）の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更（当該建築

物等又はその敷地について地区計画において定められている内容（次に掲げる事項を除く。）の全

てが同法第６８条の２第１項（同法第８７条第２項若しくは第３項又は第８８条第２項において

準用する場合を含む。）の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。） 

  イ 地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第６８条の５の

規定により同法第５２条第１項第１号から第４号までに定める数値とみなされるもの、同法第

６８条の５の３第１項の規定により同法第５２条第１項第２から第４号までに定める数値とみ
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なされるもの又は同法第６８条の５の４の規定により同法第５２条第１項第２号若しくは第３

号に定める数値とみなされるもの 

  ロ 地区計画（地区整備計画において、法第１２条の１０の規定による壁面の位置の制限、壁面

後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限

る。）において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第５２

条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの 

  ハ 地区計画（再開発等促進区が定められている区域に限る。）において定められている次に掲げ

る事項 

   ① 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る法第８条第１項第１号に規定する用途地域

に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの 

   ② 建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地に係る法第８条第１項第１号に規定する用途地域

に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えるもの 

   ③ 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居

専用地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの 

  ニ 法第１２条の１２に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべ

き用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域 

 ⑶ 都市緑地法第２０条第１項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第１４

条第１項各号に掲げる行為 

 ⑷ 法第２９条第１項第３号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区

計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上

又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの 

（設置又は堆積の制限を受ける物件） 

第４０条 法第６５条第１項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が５トンをこえる物

件（容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ５トン以下となるものを除く。）とする。 

（公告の方法等） 

第４２条 法第５２条の３第１項（法第５７条の４において準用する場合を含む。）、第５７条第１項、

第６０条の２第２項、第６６条又は第８１条第２項の公告は、官報、公報その他所定の手段により

行わなければならない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長（法第５５条第４項の規定により、法第５７条第２項

本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者）、施行予定者又は施行者

は、法第６０条の２第２項、第５７条第１項、第５２条の３第１項（法第５７条の４において準用

する場合を含む。）又は第６６条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公

告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市

街地開発事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。 

３ 都道府県知事又は市長は、法第８１条第２項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところ

により、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他

の適当な場所に掲示しなければならない。 
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都市計画法施行規則（抄） 
〔昭和４４年８月２５日号外建設省令第４９号〕 

（開発許可の申請書の記載事項） 

第１５条 法第３０条第１項第５号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの（主として、自

己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは

特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為

（開発区域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。）にあっては、第４号に掲げるものを除く。）

とする。 

 ⑴ 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

 ⑵ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅

以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で

行う開発行為、その他の開発行為の別 

 ⑷ 資金計画 

（開発許可の申請） 

第１６条 法第２９条第１項又は第２項の許可を受けようとする者は、別記様式第二又は別記様式第

二の二の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 法第３０条第１項第３号の設計は、設計説明書及び設計図（主として自己の居住の用に供する住

宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、設計図）により定めなければならない。 

３ 前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工

区。以下次項及び次条において同じ。）内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画（公

共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。）を記載し

たものでなければならない。 

４ 第２項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、主

として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、給水施設

計平面図は除く。 

 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

現況図 地形、開発区域の境界、開発区域内

及び開発区域の周辺の公共施設並びに

令第２８条の２第１号に規定する樹木

又は樹木の集団及び同条第２号に規定

する切土又は盛土を行う部分の表土の

状況 

２，５００分

の１以上 

１ 等高線は、２メートルの標高

差を示すものであること。 

２ 樹木若しくは樹木の集団又

は表土の状況にあっては、規模

が１ヘクタール（令第２３条の

３ただし書の規定に基づき別

に規模が定められたときは、そ

の規模）以上の開発行為につい

て記載すること。 
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土地利用計

画図 

開発区域の境界、公共施設の位置及

び形状、予定建築物等の敷地の形状、

敷地に係る予定建築物等の用途、公益

的施設の位置、樹木又は樹木の集団の

位置並びに緩衝帯の位置及び形状 

１，０００分

の１以上 

  

造成計画平

面図 

開発区域の境界、切土又は盛土をす

る土地の部分、がけ（地表面が水平面

に対し３０度を超える角度を成す土地

で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）

以外のものをいう。以下この項、第２

３条、第２７条第２項及び第３４条第

２項において同じ。）又は擁壁の位置並

びに道路の位置、形状、幅員及び勾（こ

う）配 

１，０００分

の１以上 

切土又は盛土をする土地の部

分で表土の復元等の措置を講ず

るものがあるときは、その部分を

図示すること。 

造成計画断

面図 

切土又は盛土をする前後の地盤面 １，０００分

の１以上 

高低差の著しい箇所について

作成すること。 

排水施設計

画平面図 

排水区域の区域界並びに排水施設の

位置、種類、材料、形状、内のり寸法、

勾配、水の流れの方向、吐口の位置及

び放流先の名称 

５００分の１

以上 

  

給水施設計

画平面図 

給水施設の位置、形状、内のり寸法

及び取水方法並びに消火栓の位置 

５００分の１

以上 

排水施設計画平面図にまとめ

て図示してもよい。 

がけの断面

図 

がけの高さ、勾配及び土質（土質の

種類が２以上であるときは、それぞれ

の土質及びその地層の厚さ）、切土又は

盛土をする前の地盤面並びにがけ面の

保護の方法 

５０分の１以

上 

１ 切土をした土地の部分に生

ずる高さが２メートルを超え

るがけ、盛土をした土地の部分

に生ずる高さが１メートルを

超えるがけ又は切土と盛土と

を同時にした土地の部分に生

ずる高さが２メートルを超え

るがけについて作成すること。 

２ 擁壁で覆われるがけ面につ

いては、土質に関する事項は、

示すことを要しない。 

擁壁の断面

図 

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の

種類及び寸法、裏込めコンクリートの

５０分の１以

上 
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寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を

設置する前後の地盤面、基礎地盤の土

質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸

法 

 

５ 前条第４号の資金計画は、別記様式第三の資金計画書により定めたものでなければならない。 

６ 第２項の設計図には、これを作成した者が記名押印又は署名をしなければならない。 

（開発許可の申請書の添付図書） 

第１７条 法第３０条第２項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 開発区域位置図 

 ⑵ 開発区域区域図 

 ⑶ 法第３３条第１項第１４号の相当数の同意を得たことを証する書類 

 ⑷ 設計図を作成した者が第１９条に規定する資格を有する者であることを証する書類 

 ⑸ 法第３４条第１３号の届出をした者が開発許可を受けようとする場合にあっては、その者が、

区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張され

た際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一

種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたこと

を証する書類 

２ 前項第１号に掲げる開発区域位置図は、縮尺５０，０００分の１以上とし、開発区域の位置を表

示した地形図でなければならない。 

３ 第１項第２号に掲げる開発区域区域図は、縮尺２，５００分の１以上とし、開発区域の区域並び

にその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の

町又は字の境界、都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したもので

なければならない。 

（令第２１条第２６号ニの国土交通省令で定める庁舎） 

第１７条の２ 令第２１条第２６号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 国が設置する庁舎であって、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供す

るもの 

 ⑵ 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 

 ⑶ 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用

に供する庁舎 

 ⑷ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 

（令第２１条第２６号ホの国土交通省令で定める宿舎） 

第１７条の３ 令第２１条第２６号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する

場所に居住する必要がある職員のためのものとする。 

（資格を有する者の設計によらなければならない工事） 
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第１８条 法第３１条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が１ヘクタール以上の開発行

為に関する工事とする。 

（設計者の資格） 

第１９条 法第３１条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 開発区域の面積が１ヘクタール以上２０ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあっては、

次のいずれかに該当する者であること。 

  イ 学校教育法による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令による大学において、正規の土木、

建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して２

年以上の実務の経験を有する者 

  ロ 学校教育法による短期大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年

限３年の課程（夜間において授業を行なうものを除く。）を修めて卒業した後、宅地開発に関す

る技術に関して３年以上の実務の経験を有する者 

  ハ 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校

令による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業

した後、宅地開発に関する技術に関して４年以上の実務の経験を有する者 

  ニ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において、

正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技

術に関して７年以上の実務の経験を有する者 

  ホ 技術士法による第２次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、宅地開発に関

する技術に関して２年以上の実務の経験を有するもの 

  ヘ 建築士法による１級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して２年以上の

実務の経験を有するもの 

  ト 宅地開発に関する技術に関する７年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園

に関する１０年以上の実務の経験を有する者で、次条から第１９条の４までの規定により国土

交通大臣の登録を受けた者（以下「登録講習機関」という。）がこの省令の定めるところにより

行う講習（以下「講習」という。）を修了した者 

  チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 

 ⑵ 開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあっては、前号のいずれかに

該当する者で、開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に

係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれと同等以

上の経験を有すると認めたものであること。 

（道路の幅員） 

第２０条 令第２５条第２号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築

物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が１，０００平方メートル未満のものにあっては６

メートル（多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあっては、

８メートル）、その他のものにあっては９メートルとする。 

（令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路） 
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第２０条の２ 令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当す

るものとする。 

 ⑴ 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。 

 ⑵ 幅員が４メートル以上であること。 

（公園等の設置基準） 

第２１条 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、次に定めるところにより、そ

の利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものであ

る場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

 ⑴ 公園の面積は、１箇所３００平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面

積の３パーセント以上であること。 

 ⑵ 開発区域の面積が２０ヘクタール未満の開発行為にあってはその面積が１，０００平方メート

ル以上の公園が１箇所以上、開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為にあってはその面

積が１，０００平方メートル以上の公園が２箇所以上であること。 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

第２２条 令第２６条第１号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、５年に１回の確率で想定される

降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随

する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなけれ

ばならない。 

２ 令第２８条第７号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠（きよ）の勾（こう）配及び断

面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて

算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。 

（がけ面の保護） 

第２３条 切土をした土地の部分に生ずる高さが２メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に

生ずる高さが１メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２

メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部

分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、

この限りでない。 

 ⑴ 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下の

もの 

土質 擁壁を要しない勾配の上限 擁壁を要する勾配の下限 

軟岩（風化の著しいものを除く。） ６０度 ８０度 

風化の著しい岩 ４０度 ５０度 

砂利、真砂土、関東ローム、硬質

粘土その他これらに類するもの 
３５度 ４５度 
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 ⑵ 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこ

え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離５メートル以内の部分。この場

合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号

に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。 

２ 前項の規定の適用については、小段等によって上下に分離されたがけがある場合において、下層

のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し３０度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端が

あるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。 

３ 第１項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の

設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において

擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。 

４ 開発行為によって生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタル

の吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 

（樹木の集団の規模） 

第２３条の２ 令第２８条の２第１号の国土交通省令で定める規模は、高さが５メートルで、かつ、

面積が３００平方メートルとする。 

（緩衝帯の幅員） 

第２３条の３ 令第２８条の３の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、１ヘクタール以

上１．５ヘクタール未満の場合にあっては４メートル、１．５ヘクタール以上５ヘクタール未満の

場合にあっては５メートル、５ヘクタール以上１５ヘクタール未満の場合にあっては１０メートル、

１５ヘクタール以上２５ヘクタール未満の場合にあっては１５メートル、２５ヘクタール以上の場

合にあっては２０メートルとする。 

（道路に関する技術的細目） 

第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるもの

とする。 

 ⑴ 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の

横断勾配が附されていること。 

 ⑵ 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられてい

ること。 

 ⑶ 道路の縦断勾配は、９パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認め

られる場合は、小区間に限り、１２パーセント以下とすることができる。 

 ⑷ 道路は、階段状でないこと。ただし、もっぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全

上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 

 ⑸ 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が

予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上

支障がない場合は、この限りでない。 

 ⑹ 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかど

は、適当な長さで街角が切り取られていること。 

 ⑺ 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されていること。 
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（公園に関する技術的細目） 

第２５条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるもの

とする。 

 ⑴ 面積が１，０００平方メートル以上の公園にあっては、２以上の出入口が配置されていること。 

 ⑵ 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全

の確保を図るための措置が講ぜられていること。 

 ⑶ 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。 

 ⑷ 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。 

（排水施設に関する技術的細目） 

第２６条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げる

ものとする。 

 ⑴ 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 

 ⑵ 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限

度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない

場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に

浸透させる機能を有するものとすることができる。 

 ⑶ 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されて

いること。 

 ⑷ 管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができる

もの（公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあっては、その内径又は内法幅

が、２０センチメートル以上のもの）であること。 

 ⑸ 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又は

マンホールが設けられていること。 

  イ 管渠の始まる箇所 

  ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を

除く。） 

  ハ 管渠の内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適

当な場所 

 ⑹ ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉する

ことができるふたに限る。）が設けられていること。 

 ⑺ ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあっては深さが１

５センチメートル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあってはその接続する管渠の

内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。 

（擁壁に関する技術的細目） 

第２７条 第２３条第１項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなけれ

ばならない。 

 ⑴ 擁壁の構造は、構造計算、実験等によって次のイからニまでに該当することが確かめられたも

のであること。 
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  イ 土圧、水圧及び自重（以下この号において「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されない

こと。 

  ロ 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

  ハ 土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。 

  ニ 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 

 ⑵ 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺そ

の他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面

の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。 

２ 開発行為によって生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが２メートルを超えるものについては、

建築基準法施行令第１４２条（同令第７章の８の準用に関する部分を除く。）の規定を準用する。 

（公園等の設置基準の強化） 

第２７条の２ 第２１条第１号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行

うものとする。 

 ⑴ 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は１箇所当たりの面積の最低限度を定めること。 

 ⑵ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度につい

て、６パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を

勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。 

２ 第２１条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又

は１箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。 

（令第２９条の２第１項第１１号の国土交通省令で定める基準） 

第２７条の３ 第２３条の３の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最

低限度について、開発行為の規模が１ヘクタール以上１．５ヘクタール未満の場合にあっては６．

５メートル、１．５ヘクタール以上５ヘクタール未満の場合にあっては８メートル、５ヘクタール

以上１５ヘクタール未満の場合にあっては１５メートル、１５ヘクタール以上の場合にあっては２

０メートルを超えない範囲で行うものとする。 

（令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省令で定める基準） 

第２７条の４ 令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとす

る。 

 ⑴ 第２４条、第２５条第２号、第２６条第４号又は第２７条の技術的細目に定められた制限につ

いて、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うも

のであること。 

 ⑵ 第２４条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は

土地の状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるもので

あること。 

 ⑶ 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の確保を図るた

め必要があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の安全を図るための措置が

講ぜられていることを要件とするものであること。 
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 ⑷ 第２６条第４号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗

渠である構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであること。 

 ⑸ 第２７条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性に

より、同条各号の規定のみによっては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達

し難いと認められる場合に行うものであること。 

（法の高さの制限に関する技術的細目） 

第２７条の５ 令第２９条の４第２項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によって上下に

分離された法がある場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げないこととする。 

（変更の許可の申請書の記載事項） 

第２８条の２ 法第３５条の２第２項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 変更に係る事項 

 ⑵ 変更の理由 

 ⑶ 開発許可の許可番号 

（変更の許可の申請書の添付図書） 

第２８条の３ 法第３５条の２第２項の申請書には、法第３０条第２項に規定する図書のうち開発行

為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第１

７条第２項から第４項までの規定を準用する。 

（軽微な変更） 

第２８条の４ 法第３５条の２第１項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも

のとする。 

 ⑴ 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。 

  イ 予定建築物等の敷地の規模の１０分の１以上の増減を伴うもの 

  ロ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模

が１，０００平方メートル以上となるもの 

 ⑵ 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的

で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（開発区域の面積が１ヘクタール以上のものを除

く。）以外の開発行為にあっては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。 

 ⑶ 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

（工事完了の届出） 

第２９条 法第３６条第１項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式

第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別

記様式第五の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。 

（検査済証の様式） 

第３０条 法第３６条第２項に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を完了したものに

係る検査済証にあっては別記様式第六とし、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を

完了したものに係る検査済証にあっては別記様式第七とする。 

（工事完了公告） 
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第３１条 法第３６条第３項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合

にあっては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明

示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあっては開発区域又

は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及

び氏名を明示して、都道府県知事の定める方法で行なうものとする。 

２ 前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する

法律第７３条第１項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において

当該工事に係る同条第４項第１号に規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土地の

区域があるときは、前項に規定するもののほか、その区域に含まれる地域の名称を併せて明示する

ものとする。 

（開発行為に関する工事の廃止の届出） 

第３２条 法第３８条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行

為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。 

（開発登録等の記載事項） 

第３５条 法第４７条第１項第６号の国土交通省令で定める事項は、法第４５条の規定により開発許

可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名とする。 

（開発登録簿の調製） 

第３６条 開発登録簿（以下「登録簿」という。）は、調書及び図面をもって組成する。 

２ 図面は、第１６条第４項により定めた土地利用計画図とする。 

（登録簿の閉鎖） 

第３７条 都道府県知事は、法第３８条の規定による開発行為の廃止の届出があった場合は、遅滞な

く、登録簿を閉鎖しなければならない。 

（登録簿の閲覧） 

第３８条 都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所（以下この条にお

いて「閲覧所」という。）を設けなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとと

もに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 

第５９条 法第８１条第２項の公告をした場合における令第４２条第３項の規定による掲示は、その

公告をした日から１０日間しなければならない。 

（公示の方法） 

第５９条の２ 法第８１条第３項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものに

あっては官報への掲載、都道府県知事又は市長の命令に係るものにあっては当該都道府県又は市の

公報への掲載とする。 

（開発行為又は建築に関する証明書等の交付） 

第６０条 建築基準法第６条第１項（同法第８８条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）

又は第６条の２第１項（同法第８８条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第２９条第１項若しくは第２項、第３５条

の２第１項、第４１条第２項、第４２条、第４３条第１項又は第５３条第１項の規定に適合してい
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ることを証する書面の交付を都道府県知事（指定都市等における場合にあっては当該指定都市等の

長とし、指定都市等以外の市における場合（法第５３条第１項の規定に適合していることを証する

書面の交付を求める場合に限る。）にあっては当該市の長とし、法第２９条第１項若しくは第２項、

第３５条の２第１項、第４１条第２項、第４２条又は第４３条第１項の事務が地方自治法第２５２

条の１７の２第１項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第８６条の規定に

より港務局の長に委任されている場合にあっては当該市町村の長又は港務局の長とする。）に求める。 

 

 

 

都市計画法施行規則第１９条第１号ホの国土

交通大臣が定める部門 
〔昭和４５年１月１２日建設省告示第３９号〕 

 

 都市計画法施行規則第１９条第１号ホの国土交通大臣が定める部門は、建設部門、上下水道部門及

び衛生工学部門とする。 

 

 

都市計画法施行規則第１９条第１号イからト

までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を

有する者 
〔昭和４５年１月１２日建設省告示第３８号〕 

 

 都市計画法施行規則第１９条第１号ト〔現行＝１号チ〕の規定により、同号イからヘ〔現行＝ト〕

までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を次のとおり定める。 

 ⑴ 学校教育法による大学（短期大学を除く。）の大学院若しくは専攻科又は旧大学令による大学の

大学院若しくは研究科に１年以上在学して土木、建築、都市計画又は造園に関する事項を専攻し

た後、宅地開発に関する技術に関して１年以上の実務の経験を有する者 

 ⑵ 前号に掲げる者のほか、国土交通大臣が都市計画法施行規則第１９条第１号イからトまでに掲

げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 
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宅地防災マニュアル 
Ⅰ 総説 
Ⅰ・１ 目的 

  本マニュアルは、開発事業に伴う崖崩れ、土砂の流出等による災害及び地盤の沈下、溢水等の障

害を防止するために、切土、盛土、のり面の保護、擁壁、軟弱地盤の対策、排水の処理、滑動崩落

防止対策等についての基本的な考え方及び設計・施工上留意すべき点を整理したものである。 

  これによって、上記の災害及び障害を防止するとともに、開発許可等の事務手続きの迅速化及び

適正化を図り、もって開発事業の円滑な実施に資することを目的とする。 

Ⅰ・２ 対象範囲 

  本マニュアルは、宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）の許可等を必要とする宅地造

成に関する工事及び都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の許可を必要とする開発行為（以下

「開発事業」と総称する。）を対象とし、開発事業者が事業を実施する際及び行政担当者が開発事業

を審査する際の参考に供するものである。 

  また、造成宅地防災区域の指定等がなされた造成宅地における滑動崩落防止対策を対象とし、造

成宅地の所有者等が滑動崩落防止対策を実施する際及び行政担当者が滑動崩落防止対策を審査する

際の参考に供するものである。 

Ⅰ・３ 取扱い方針 

  開発事業及び滑動崩落防止対策の実施に当たっては、本マニュアルに示す基本的な考え方及び留

意事項を踏まえた上で、さらに開発事業を実施する区域（以下「開発事業区域」という。）の気象、

地形、地質、地質構造、土質、環境等の自然条件、開発事業の内容、土地利用状況等の社会条件に

留意して、個々具体的に必要な防災措置を検討するものとする。 

Ⅰ・４ 関連指針等 

  本マニュアルに示されていない事項については、一般的に認められている他の技術的指針等を参

考にするものとする。 

 

Ⅱ 開発事業区域の選定及び開発事業の際に必要な調査 
Ⅱ・１ 開発事業区域の選定 

  開発事業区域の選定に当たっては、あらかじめ法令等による行為規制、地形・地質・地盤条件等

の土地条件、過去の災害記録、各種公表された災害危険想定地域の関係資料等について必要な情報

を収集し、防災上の観点からこれについて十分に検討することが必要である。 

Ⅱ・２ 開発事業の際に必要な調査 

  開発事業の実施に当たっては、気象、地形、地質、地質構造、土質、環境、土地利用状況等に関

する調査を行い、開発事業区域（必要に応じてその周辺区域を含む。）の状況を十分に把握すること

が必要である。 
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Ⅲ 開発事業における防災措置に関する基本的留意事項 
  開発事業における防災措置は、基本的に次の各事項に留意して行うものとする。 

 １） 開発事業の実施に当たっては、開発事業区域の気象、地形、地質、地質構造、土質、環境、

土地利用状況等について必要な調査を行い、その結果を踏まえて適切な措置を講じること。 

    なお、必要に応じて開発事業区域周辺も含めて調査を行うこと。 

 ２） 開発事業における防災措置の検討に当たっては、開発事業全体の設計・施工計画との整合性

に留意すること。 

 ３） 工事施工中における濁水、土砂の流出等による災害及び障害を防止するために必要な措置を

講じること。 

 ４） 他の法令等による行為規制が行われている区域で開発事業を実施する場合には、関係諸機関

と調整、協議等を行うこと。 

 

Ⅳ 耐震対策 
Ⅳ・１ 耐震対策の基本目標 

  開発事業において造成される土地、地盤、土木構造物等（以下「宅地」という。）の耐震対策にお

いては、宅地又は当該宅地を敷地とする建築物等の供用期間中に１～２度程度発生する確率を持つ

一般的な地震（中地震）の地震動に際しては、宅地の機能に重大な支障が生じず、また、発生確率

は低いが直下型又は海溝型巨大地震に起因するさらに高レベルの地震（以下「大地震」という。）の

地震動に際しては、人命及び宅地の存続に重大な影響を与えないことを耐震対策の基本的な目標と

する。 

Ⅳ・２ 耐震対策検討の基本的な考え方 

  開発事業の実施に当たっては、開発事業における土地利用計画、周辺の土地利用状況、当該地方

公共団体の定める地域防災計画等を勘案するとともに、原地盤、盛土材等に関する調査結果に基づ

き、耐震対策の必要性、必要な範囲、耐震対策の目標等を具体的に検討することが必要である。 

  また、耐震対策の検討は、開発事業の基本計画作成の段階から、調査、設計及び施工の各段階に

応じて適切に行うことが大切である。 

Ⅳ・３ 耐震設計の基本的な考え方 

  開発事業において耐震対策の必要な施設については、当該施設の要求性能等に応じて、適切な耐

震設計を行わなければならない。盛土のり面、盛土全体及び擁壁の安全性に関する検討においては、

震度法により、地盤の液状化判定に関する検討においては、簡易法により設計を行うことを標準と

し、必要に応じて動的解析法による耐震設計を行う。 

 

Ⅴ 切土 
Ⅴ・１ 切土のり面の勾配 

  切土のり面の勾配は、のり高、のり面の土質等に応じて適切に設定するものとし、そのがけ面は、

原則として擁壁で覆わなければならない。 

  ただし、次表に示すのり面は、擁壁の設置を要しない。 

  なお、次のような場合には、切土のり面の安定性の検討を十分に行った上で勾配を決定する必要
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がある。 

 １） のり高が特に大きい場合 

 ２） のり面が、割れ目の多い岩、流れ盤、風化の速い岩、侵食に弱い土質、崩積土等である場合 

 ３） のり面に湧水等が多い場合 

 ４） のり面又はがけの上端面に雨水が浸透しやすい場合 

 

  表 切土のり面の勾配（擁壁の設置を要しない場合） 

のり高 

のり面の土質 

がけの上端からの垂直距離 

①Ｈ≦５ｍ ②Ｈ＞５ｍ 

軟岩 

（風化の著しいものは除く） 

８０度以下 

（約１：０．２） 

６０度以下 

（約１：０．６） 

風化の著しい岩 
５０度以下 

（約１：０．９） 

４０度以下 

（約１：１．２） 

砂利、まさ土、関東ローム、硬質粘土、

その他これらに類するもの 

４５度以下 

（約１：１．０） 

３５度以下 

（約１：１．５） 

 

Ⅴ・２ 切土のり面の安定性の検討 

  切土のり面の安定性の検討に当たっては、安定計算に必要な数値を土質試験等により的確に求め

ることが困難な場合が多いので、一般に次の事項を総合的に検討した上で、のり面の安定性を確保

するよう配慮する必要がある。 

 １） のり高が特に大きい場合 

    地山は一般に複雑な地層構成をなしていることが多いので、のり高が大きくなるに伴って不

安定要因が増してくる。したがって、のり高が特に大きい場合には、地山の状況に応じて次の

２）～７）の各項について検討を加え、できれば余裕のあるのり面勾配にする等、のり面の安

定化を図るよう配慮する必要がある。 

 ２） のり面が割れ目の多い岩又は流れ盤である場合 

    地山には、地質構造上、割れ目が発達していることが多く、切土した際にこれらの割れ目に

沿って崩壊が発生しやすい。したがって、割れ目の発達程度、岩の破砕の度合、地層の傾斜等

について調査・検討を行い、周辺の既設のり面の施工実績等も勘案の上、のり面の勾配を決定

する必要がある。 

    特に、のり面が流れ盤の場合には、すべりに対して十分留意し、のり面の勾配を決定するこ

とが大切である。 

 ３） のり面が風化の速い岩である場合 

    のり面が風化の速い岩である場合は、掘削時には硬く安定したのり面であっても、切土後の

時間の経過とともに表層から風化が進み、崩壊が発生しやすくなるおそれがある。 

    したがって、このような場合には、のり面保護工により風化を抑制する等の配慮が必要であ

る。 
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 ４） のり面が侵食に弱い土質である場合 

    砂質土からなるのり面は、表面流水による侵食に特に弱く、落石、崩壊及び土砂の流出が生

じる場合が多いので、地山の固結度及び粒度に応じた適切なのり面勾配とするとともに、のり

面全体の排水等に十分配慮する必要がある。 

 ５） のり面が崩積土等である場合 

    崖すい等の固結度の低い崩積土からなる地山において、自然状態よりも急な勾配で切土をし

た場合には、のり面が不安定となって崩壊が発生するおそれがあるので、安定性の検討を十分

に行い、適切なのり面勾配を設定する必要がある。 

 ６） のり面に湧水等が多い場合 

    湧水の多い箇所又は地下水位の高い箇所を切土する場合には、のり面が不安定になりやすい

ので、のり面勾配を緩くしたり、湧水の軽減及び地下水位の低下のためののり面排水工を検討

する必要がある。 

 ７） のり面又はがけの上端面に雨水が浸透しやすい場合 

  切土によるのり面又はがけの上端面に砂層、礫層等の透水性の高い地層又は破砕帯が露出するよ

うな場合には、切土後に雨水が浸透しやすくなり、崩壊の危険性が高くなるので、のり面を不透水

性材料で覆う等の浸透防止対策を検討する必要がある。 

Ⅴ・３ 切土のり面の形状 

  切土のり面の形状には、単一勾配ののり面及び土質により勾配を変化させたのり面があるが、そ

の採用に当たっては、のり面の土質状況を十分に勘案し、適切な形状とする必要がある。 

  なお、のり高の大きい切土のり面では、のり高５ｍ程度ごとに幅１～２ｍの小段を設けるのが一

般的である。 

Ⅴ・４ 切土の施工上の留意事項 

  切土の施工に当たっては、事前の調査のみでは地山の状況を十分に把握できないことが多いので、

施工中における土質及び地下水の状況の変化には特に注意を払い、必要に応じてのり面勾配を変更

する等、適切な対応を図るものとする。 

  なお、次のような場合には、施工中にすべり等が生じないよう留意することが大切である。 

 １） 岩盤の上を風化土が覆っている場合 

 ２） 小断層、急速に風化の進む岩及び浮石がある場合 

 ３） 土質が層状に変化している場合 

 ４） 湧水が多い場合 

 ５） 表面はく離が生じやすい土質の場合 

Ⅴ・５ 長大切土のり面の維持管理 

  開発事業に伴って生じる長大切土のり面は、将来にわたる安全性の確保に努め、維持管理を十分

に行う必要がある。 
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Ⅵ 盛土 
Ⅵ・１ 原地盤の把握 

  盛土の設計に際しては、地形・地質調査等を行って盛土の基礎地盤の安定性を検討することが必

要である。 

  特に、盛土の安定性に多大な影響を及ぼす軟弱地盤及び地下水位の状況については、入念に調査

するとともに、これらの調査を通じて盛土のり面の安定性のみならず、基礎地盤を含めた盛土全体

の安定性について検討することが必要である。 

Ⅵ・２ 盛土のり面の勾配 

  盛土のり面の勾配は、のり高、盛土材料の種類等に応じて適切に設定し、原則として３０度以下

とする。 

  なお、次のような場合には、盛土のり面の安定性の検討を十分に行った上で勾配を決定する必要

がある。 

 １） のり高が特に大きい場合 

 ２） 盛土が地山からの湧水の影響を受けやすい場合 

 ３） 盛土箇所の原地盤が不安定な場合 

 ４） 盛土が崩壊すると隣接物に重大な影響を与えるおそれがある場合 

 ５） 腹付け盛土となる場合 

Ⅵ・３ 盛土のり面の安定性の検討 

  盛土のり面の安定性の検討に当たっては、次の各事項に十分留意する必要がある。 

  ただし、安定計算の結果のみを重視してのり面勾配等を決定することは避け、近隣又は類似土質

条件の施工実績、災害事例等を十分参照することが大切である。 

 １） 安定計算 

    盛土のり面の安定性については、円弧滑り面法により検討することを標準とする。 

    また、円弧滑り面法のうち簡便式（スウェーデン式）によることを標準とするが、現地状況

等に応じて他の適切な安定計算式を用いる。 

 ２） 設計強度定数 

    安定計算に用いる粘着力（Ｃ）及び内部摩擦角（φ）の設定は、盛土に使用する土を用いて、

現場含水比及び現場の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行うことにより求

めることを原則とする。 

 ３） 間げき水圧 

    盛土の施工に際しては、透水層を設けるなどして、盛土内に間げき水圧が発生しないように

することが原則である。 

    しかし、開発事業区域内における地下水位又は間げき水圧の推定は未知な点が多く、また、

のり面の安全性に大きく影響するため、安定計算によって盛土のり面の安定性を検討する場合

は、盛土の下部又は側方からの浸透水による水圧を間げき水圧（ｕ）とし、必要に応じて、雨

水の浸透によって形成される地下水による間げき水圧及び盛土施工に伴って発生する過剰間げ

き水圧を考慮する。 

    また、これらの間げき水圧は、現地の実測によって求めることが望ましいが、困難な場合は
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他の適切な方法によって推定することも可能である。 

 ４） 最小安全率 

    盛土のり面の安定に必要な最小安全率（Fs）は、盛土施工直後において、Fs≧１．５である

ことを標準とする。 

    また、地震時の安定性を検討する場合の安全率は、大地震時に Fs≧１．０とすることを標準

とする。なお、大地震時の安定計算に必要な水平震度は、１．２５に建築基準法施行令第８８

条第１項に規定するＺの数値を乗じて得た数値とする。 

Ⅵ・４ 盛土のり面の形状 

  盛土のり面の形状は、気象、地盤条件、盛土材料、盛土の安定性、施工性、経済性、維持管理等

を考慮して合理的に設計するものとする。 

  なお、のり高が小さい場合には、のり面の勾配を単一とし、のり高が大きい場合には、のり高５

ｍ程度ごとに幅１～２ｍの小段を設けるのが一般的である。 

  また、この場合、２つの小段にはさまれた部分は単一勾配とし、それぞれの小段上面の排水勾配

は下段ののりと反対方向に下り勾配をつけて施工する。 

Ⅵ・５ 盛土全体の安定性の検討 

  盛土全体の安定性を検討する場合は、造成する盛土の規模が、次に該当する場合である。 

 １） 谷埋め型大規模盛土造成地 

    盛土をする土地の面積が３，０００平方メートル以上であり、かつ、盛土をすることにより、

当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入する

ことが想定されるもの。 

 ２） 腹付け型大規模盛土造成地 

    盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが５メー

トル以上となるもの。 

    検討に当たっては、次の各事項に十分留意する必要がある。ただし、安定計算の結果のみを

重視して盛土形状を決定することは避け、近隣又は類似土質条件の施工実績、災害事例等を十

分参照することが大切である。 

   ① 安定計算 

     谷埋め型大規模盛土造成地の安定性については、二次元の分割法により検討することを標

準とする。 

     腹付け型大規模盛土造成地の安定性については、二次元の分割法のうち簡便法により検討

することを標準とする。 

   ② 設計強度定数 

     安定計算に用いる粘着力（Ｃ）及び内部摩擦角（φ）の設定は、盛土に使用する土を用い

て、現場含水比及び現場の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行うことに

より求めることを原則とする。 

   ③ 間げき水圧 

     盛土の施工に際しては、地下水排除工を設けるなどして、盛土内に間げき水圧が発生しな

いようにすることが原則である。 
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     しかし、開発事業区域内における地下水位又は間げき水圧の推定は未知な点が多く、また、

盛土全体の安全性に大きく影響するため、安定計算によって盛土全体の安定性を検討する場

合は、盛土の下部又は側方からの浸透水による水圧を間げき水圧（ｕ）とし、必要に応じて、

雨水の浸透によって形成される地下水による間げき水圧及び盛土施工に伴って発生する過剰

間げき水圧を考慮する。 

     また、これらの間げき水圧は、現地の実測によって求めることが望ましいが、困難な場合

はほかの適切な方法によって推定することも可能である。 

   ④ 最小安全率 

     盛土の安定については常時の安全性を確保するとともに、最小安全率（Fs）は、大地震時

に Fs≧１．０とすることを標準とする。なお、大地震時の安定計算に必要な水平震度は、１．

２５に建築基準法施行令第８８条第１項に規定するＺの数値を乗じて得た数値とする。 

Ⅵ・６ 盛土の施工上の留意事項 

  盛土の施工に当たっては、次の各事項に留意することが大切である。 

 １） 原地盤の処理 

    盛土の基礎となる原地盤の状態は、現場によって様々であるので、現地踏査、土質調査等に

よって原地盤の適切な把握を行うことが必要である。 

    調査の結果、軟弱地盤として対策工が必要な場合は、「Ⅸ 軟弱地盤対策」により適切に処理

するものとし、普通地盤の場合には盛土完成後の有害な沈下を防ぎ、盛土と基礎地盤のなじみ

をよくしたり、初期の盛土作業を円滑にするために次のような原地盤の処理を行うものとする。 

   ① 伐開除根を行う。 

   ② 排水溝及びサンドマットを単独又はあわせて設置し排水を図る。 

   ③ 極端な凹凸及び段差はできるだけ平坦にかき均す。 

     なお、既設の盛土に新しく腹付けして盛土を行う場合にも同様な配慮が必要であるほか、

既設の盛土の安定に関しても十分な注意を払うことが必要である。 

 ２） 傾斜地盤上の盛土 

    勾配が１５度（約１：４．０）程度以上の傾斜地盤上に盛土を行う場合には、盛土の滑動及

び沈下が生じないように原地盤の表土を十分に除去するとともに、原則として段切りを行うこ

とが必要である。 

    また、谷地形等で地下水位が高くなる箇所における傾斜地盤上の盛土では、勾配にかかわら

ず段切りを行うことが望ましい。 

 ３） 盛土材料 

    盛土材料として、切土からの流用土又は付近の土取場からの採取土を使用する場合には、こ

れらの現地発生材の性質を十分把握するとともに、次のような点を踏まえて適切な対策を行い、

品質のよい盛土を築造する。 

   ① 岩塊、玉石等を多量に含む材料は、盛土下部に用いる等、使用する場所に注意する。 

   ② 頁岩、泥岩等のスレーキングしやすい材料は用いないことを原則とするが、やむを得ず使

用する場合は、その影響及び対策を十分検討する。 

   ③ 腐植土、その他有害な物質を含まないようにする。 
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   ④ 高含水比粘性土については、５）に述べる含水量調節及び安定処理により入念に施工する。 

   ⑤ 比較的細砂で粒径のそろった砂は、地下水が存在する場合に液状化するおそれがあるので、

十分な注意が必要である。 

 ４） 敷均し 

    盛土の施工に当たっては、１回の敷均し厚さ（まき出し厚さ）をおおむね０．３０ｍ以下に

設定し、均等かつ所定の厚さ以内に敷均す。 

 ５） 含水量調節及び安定処理 

    盛土の締固めは、盛土材料の最適含水比付近で施工するのが望ましいので、実際の含水比が

これと著しく異なる場合には、バッ気又は散水を行って、その含水量を調節する。 

    また、盛土材料の品質によっては、盛土の締固めに先立ち、化学的な安定処理等を行う。 

 ６） 締固め 

    盛土の締固めに当たっては、所定の品質の盛土を仕上げるために、盛土材料、工法等に応じ

た適切な締固めを行う。 

    特に切土と盛土の接合部は、地盤支持力が不連続になったり、盛土部に湧水、浸透水等が集

まり盛土が軟化して完成後仕上げ面に段違いを生じたり、地震時には滑り面になるおそれもあ

ることから、十分な締固めを行う必要がある。 

 ７） 防災小堤 

    盛土施工中の造成面ののり肩には、造成面からのり面への地表水の流下を防止するために、

必要に応じて、防災小堤を設置する。 

Ⅵ・７ 地下水排除工 

  地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれのある盛土の場合には、盛土内に地下水排除

工を設置して地下水の上昇を防ぐことにより、盛土の安定を図るものとする。 

Ⅵ・８ 盛土内排水層 

  地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれのある盛土で盛土内に地下水排除工を設置す

る場合に、併せて盛土内に水平排水層を設置して地下水の上昇を防ぐとともに、降雨による浸透水

を速やかに排除して、盛土の安定を図ることが大切である。 

 

Ⅶ のり面保護 
Ⅶ・１ のり面保護の基本的な考え方 

  開発事業に伴って生じるがけ面を擁壁で覆わない場合には、そのがけ面が風化、侵食等により不

安定化するのを抑制するために、のり面緑化工又は構造物によるのり面保護工でがけ面を保護する

ものとする。 

Ⅶ・２ のり面保護工の種類 

  のり面保護工の種類としては、のり面緑化工、構造物によるのり面保護工及びのり面排水工があ

る。 

Ⅶ・３ のり面保護工の選定 

  のり面保護工は、のり面の勾配、土質、気象条件、保護工の特性、将来の維持管理等について総

合的に検討し、経済性・施工性にすぐれた工法を選定するものとする。 
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  工法の選定に当たっては、次の各事項に留意することが大切である。 

 １） 植生可能なのり面では、のり面緑化工を選定し、植生に適さないのり面又はのり面緑化工で

は安定性が確保できないのり面では、構造物によるのり面保護工を選定するのが一般的である。 

 ２） のり面緑化工及び構造物によるのり面保護工では、一般にのり面排水工が併設される。 

 ３） 同一のり面においても、土質及び地下水の状態は必ずしも一様でない場合が多いので、それ

ぞれの条件に適した工法を選定する必要がある。 

Ⅶ・４ のり面緑化工の設計・施工上の留意事項 

  のり面緑化工の成否は、植物の生育いかんによるため、その設計・施工に当たっては、次の各事

項に留意することが大切である。 

 １） のり面緑化工完成に必要な施工場所の立地条件を調査すること 

 ２） のり面の勾配は、なるべく４０度（約１：１．２）より緩い勾配とすること 

 ３） のり面の土質は、植物の生育に適した土壌とすること 

 ４） 植物の種類は、活着性がよく、生育の早いものを選定すること 

 ５） 施工時期は、なるべく春期とし、発芽に必要な温度•水分が得られる範囲で、可能な限り早い

時期に施工すること 

 ６） 発芽•生育を円滑に行うために、条件に応じた適切な補助工法を併用すること 

 ７） 日光の当たらない場所等植物の生育の困難な場所は避けること 

Ⅶ・５ 構造物によるのり面保護工の設計・施工上の留意事項 

  構造物によるのり面保護工の設計・施工に当たっては、のり面の勾配、土質、湧水の有無等につ

いて十分に検討することが大切である。 

Ⅶ・６ のり面排水工の設計・施工上の留意事項 

  のり面排水工の設計・施工に当たっては、次の各事項に留意することが大切である。 

 １） 地下水及び湧水の状況を把握するために、事前に十分な調査を行うこと 

 ２） のり面を流下する地表水は、のり肩及び小段に排水溝を設けて排除すること 

 ３） 浸透水は、地下の排水施設により速やかに地表の排水溝に導き排除すること 

 ４） のり面排水工の流末は、十分な排水能力のある排水施設に接続すること 

 

Ⅷ 擁壁 
Ⅷ・１ 擁壁の基本的な考え方 

  開発事業において、次のような「崖」が生じた場合には、崖面の崩壊を防ぐために、原則として

その崖面を擁壁で覆わなければならない。 

 １） 切土をした土地の部分に生ずる高さが２ｍを超える「崖」 

 ２） 盛土をした土地の部分に生ずる高さが１ｍを超える「崖」 

 ３） 切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２ｍを超える「崖」 

    ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖の部分で、「Ⅴ・１ 切土のり面の勾配」

の表に該当する崖面については、擁壁を設置しなくてもよい。 

  



－８０７－ 

 

Ⅷ・２ 擁壁の種類及び選定 

  擁壁は、材料、形状等により、練積み造、無筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造等に分類さ

れる。 

  擁壁の選定に当たっては、開発事業区域の適用法令、設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状

況等を十分に調査するとともに、関係する技術基準等を考慮し、擁壁に求められる安全性を確保で

きるものを選定しなければならない。 

Ⅷ・３ 擁壁の設計及び施工 

Ⅷ・３・１ 擁壁の設計・施工上の一般的留意事項 

  擁壁の設計・施工に当たっては、擁壁に求められる性能に応じて、擁壁自体の安全性はもとより

擁壁を含めた地盤及び斜面全体の安全性についても総合的に検討することが必要である。 

  また、擁壁の基礎地盤が不安定な場合には、必要に応じて基礎処理等の対策を講じなければなら

ない。 

Ⅷ・３・２ 鉄筋コンクリート造等擁壁の設計及び施工 

Ⅷ・３・２・１ 鉄筋コンクリート造等擁壁の設計上の一般的留意事項 

  鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁（以下「鉄筋コンクリート造等擁壁」という。）

の設計に当たっては、土質条件、荷重条件等の設計条件を的確に設定した上で常時及び地震時にお

ける擁壁の要求性能を満足するように、次の各項目についての安全性を検討するものとする。 

 １） 土圧、水圧、自重等（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破壊されないこと 

 ２） 土圧等によって擁壁が転倒しないこと 

 ３） 土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと 

 ４） 土圧等によって擁壁が沈下しないこと 

Ⅷ３・２・２ 鉄筋コンクリート造等擁壁に作用する土圧等の考え方 

 １） 擁壁に作用する土圧は、擁壁背面の地盤の状況にあわせて算出するものとし、次の各事項に

留意する。 

   ① 盛土部に設置される擁壁は、裏込め地盤が均一であるとして土圧を算定することができる。 

   ② 切土部に設置される擁壁は、切土面の位置及び勾配、のり面の粗度、地下水及び湧水の状

況等に応じて、適切な土圧の算定方法を検討しなければならない。 

   ③ 地震時土圧を試行くさび法によって算定する場合は、土くさびに水平方向の地震時慣性力

を作用させる方法を用い、土圧公式を用いる場合においては、岡部・物部式によることを標

準とする。 

 ２） 擁壁背面の地盤面上にある建築物、工作物、積雪等の積載荷重は、擁壁設置箇所の実状に応

じて適切に設定するものとする。 

 ３） 設計に用いる地震時荷重は、１）③で述べた地震時土圧による荷重、又は擁壁の自重に起因

する地震時慣性力に常時の土圧を加えた荷重のうち大きい方とする。 
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Ⅷ・３・２・３ 鉄筋コンクリート造等 

  擁壁の底版と基礎地盤との摩擦係数擁壁底版と基礎地盤との摩擦係数は、原則として土質試験結

果に基づき、次式により求める。 

  μ＝tanφ（φ：基礎地盤の内部摩擦角） 

  ただし、基礎地盤が土の場合は、０．６を超えないものとする。 

  なお、土質試験がなされない場合には、宅地造成等規制法施行令別表第三の値を用いることがで

きる。 

Ⅷ・３・２・４ 鉄筋コンクリート造等擁壁の施工上の留意事項 

  鉄筋コンクリート造等擁壁の施工に当たっては、次の各事項に留意することが大切である。 

 １） 地盤（地耐力等） 

    土質試験等により原地盤が設計条件を満足することを確認する。 

 ２） 鉄筋の継手及び定着 

    主筋の継手部の重ね長さ及び末端部の定着処理を適切に行う。 

 ３） 伸縮継目及び隅角部の補強 

    伸縮継目は適正な位置に設け、隅角部は確実に補強する。 

 ４） コンクリート打設、打継ぎ、養生等 

    コンクリートは、密実かつ均質で十分な強度を有するよう、打設、打継ぎ、養生等を適切に

行う。 

 ５） 擁壁背面の埋戻し 

    擁壁背面の裏込め土の埋戻しは、所定のコンクリート強度が確認されてから行う。また、沈

下等が生じないように十分に締固める。 

 ６） 排水 

    擁壁背面の排水をよくするため、透水層、水抜き穴等を適切な位置に設ける。 

 ７） その他 

    崖又は他の擁壁の上部に近接して設置される擁壁については、下部の崖又は擁壁に悪影響を

与えないよう十分注意する。 

Ⅷ・３・２・５ 鉄筋コンクリート造等擁壁の基礎工の設計 

  鉄筋コンクリート造等擁壁の基礎は、直接基礎とすることを原則とする。 

  また、直接基礎は良質な支持層上に設けることを原則とするが、軟弱地盤等で必要地耐力が期待

できない場合は、地盤の安定処理又は置換によって築造した改良地盤に直接基礎を設ける。また、

直接基礎によることが困難な場合は、杭基礎を考慮する。 

Ⅷ・３・３ 練積み造擁壁の設計及び施工 

Ⅷ・３・３・１ 練積み造擁壁の設計上の留意事項 

  間知石練積み造擁壁その他の練積み造擁壁の構造は、勾配、背面の土質、高さ、擁壁の厚さ、根

入れ深さ等に応じて適切に設計するものとする。 

  ただし、原則として地上高さは５．０ｍを限度とする。 

  なお、擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁には、鉄筋コンクリート造又は無筋コン

クリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けるものとする。 
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  また、崖の状況等により、はらみ出しその他の破壊のおそれがあるときには、適当な間隔に鉄筋

コンクリート造の控え壁を設ける等の措置を講じる必要がある。 

Ⅷ・３・３・２ 練積み造擁壁の施工上の留意事項 

  練積み造擁壁の施工に当たっては、次の各事項に留意することが大切である。 

 １） 丁張り 

    擁壁の勾配及び裏込めコンクリート厚等を正確に確保するため、表丁張り及び裏丁張りを設

置する。 

 ２） 裏込めコンクリート及び透水層 

    裏込めコンクリート及び透水層の厚さが不足しないよう、組積み各段の厚さを明示した施工

図を作成する。 

 ３） 抜型枠 

    裏込めコンクリートが透水層内に流入してその機能を損なわないよう、抜型枠を使用する。 

 ４） 組積み 

    組積材（間知石等の石材）は、組積み前に十分水洗いをする。また、擁壁の一体性を確保す

るために、芋目地ができないよう組積みをする。 

 ５） 施工積高 

    １日の工程は、積み過ぎにより擁壁が前面にせり出さない程度にとどめる。 

 ６） 水抜穴の保護 

    コンクリートで水抜穴を閉塞しないよう注意し、また、透水管の長さは、透水層に深く入り

過ぎないようにする。 

 ７） コンクリート打設 

    胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートの打設に当たっては、コンクリートと組積材と

が一体化するよう十分締固める。 

 ８） 擁壁背面の埋戻し 

    擁壁背面の埋戻し土は胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートが安定してから施工する

ものとし、十分に締固めを行い、常に組積みと並行して施工する。 

 ９） 養生 

   胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートは、打設後直ちに養生シート等で覆い、十分養生

する。 

 １０） その他 

    崖又は他の擁壁の上部に近接して設置される擁壁については、下部の崖又は擁壁に有害な影

響を与えないよう十分注意する。 

 

Ⅸ 軟弱地盤対策 
Ⅸ・１ 軟弱地盤の概念 

  軟弱地盤は、盛土及び構造物の荷重により大きな沈下を生じ、盛土端部がすべり、地盤が側方に

移動する等の変形が著しく、開発事業において十分注意する必要がある地盤である。 

  なお、地震時に液状化が発生するおそれのある砂質地盤については一種の軟弱地盤と考えられ、
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必要に応じて別途検討するものとする。 

Ⅸ・２ 軟弱地盤の分布及び特徴 

Ⅸ・２・１ 軟弱地盤の分布 

  軟弱地盤は、一般に、河川沿いの平野部、海岸沿いの平坦な土地、湖沼、谷等に分布する場合が

多い。 

  また、軟弱地盤は、地下水位が高く冠水等の障害が起こりやすいので、土地利用状況からみると

低平な水田又は荒地になっていることが多い。 

Ⅸ・２・２ 軟弱地盤の特徴 

  軟弱地盤を構成する土層は、ここ数千年の間に堆積したものが多い。 

  また、軟弱地盤はその地形的分布、土質等から、泥炭質地盤、粘土質地盤及び砂質地盤に大別す

ることができる。 

  しかし、同質の地盤であっても、その土質の性状等の特徴は、軟弱地盤の生成された環境によっ

て大きく異なるのが一般的である。 

Ⅸ・３ 軟弱地盤対策の検討手順 

  軟弱地盤の分布が予想される箇所で開発事業を行う場合、あるいは開発事業に伴う事前の調査ボ

ーリングの結果から地層に粘土等の存在が明らかになった場合には、標準貫入試験、スウェーデン

式サウンディング試験、コーン貫入試験等の調査を行って、軟弱地盤であるかどうかを判定する。 

  その結果、軟弱地盤と判定された場合には、さらに沈下量、沈下時間、安定性等について検討を

行い、適切な対策を講じるものとする。 

Ⅸ・４ 軟弱地盤の判定に必要な調査 

  軟弱地盤の判定は、標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング試験、コーン貫入試験等の結

果に基づき行うものとする。 

  これらの試験等による判定が困難な場合には、必要に応じて土質試験を行い判定するものとする。 

Ⅸ・５ 軟弱地盤の判定の目安 

  軟弱地盤の判定の目安は、地表面下１０ｍまでの地盤に次のような土層の存在が認められる場合

とする。 

 １） 有機質土・高有機質土 

 ２） 粘性土で、標準貫入試験で得られるＮ値が２以下、スウェーデン式サウンディング試験にお

いて１００kg 以下の荷重で自沈するもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験におけるコー

ン指数（qc）が４kgｆ／cm2 以下のもの 

 ３） 砂質土で、標準貫入試験で得られるＮ値が１０以下、スウェーデン式サウンディング試験に

おいて半回転数（Nsw）が５０以下のもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験におけるコ

ーン指数（qc）が４０kgｆ／cm2 以下のもの 

    なお、軟弱地盤の判定に当たって土質試験結果が得られている場合には、そのデータも参考

にすること。 
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Ⅸ・６ 軟弱地盤対策の検討 

Ⅸ・６・１ 軟弱地盤対策の基本的な考え方 

  軟弱地盤対策に当たっては、地盤の条件、土地利用計画、施工条件、環境条件等を踏まえて、沈

下計算及び安定計算を行い、隣接地も含めた造成上の問題点を総合的に検討する。 

  その結果、盛土、構造物等に対する有害な影響がある場合は、対策工の検討を行うものとする。 

Ⅸ・６・２ 沈下量、沈下速度等の検討 

  軟弱地盤において開発事業を実施する場合には、圧密沈下が長期間にわたり、将来的に重大な影

響を及ぼすおそれもあるので、盛土、構造物の荷重等による圧密沈下量及び圧密沈下速度を検討す

るとともに、許容残留沈下量を満足するのに要する時間を設計段階で把握しておく必要がある。 

Ⅸ・６・３ 許容残留沈下量 

  軟弱地盤において開発事業を実施する場合には、残留沈下によって家屋及び構造物に有害な影響

を及ぼさないようにしなければならない。 

  許容残留沈下量の設定に当たっては、事業計画及び地盤条件を十分考慮し、家屋及び構造物の構

造、重要性及び工事費、宅地処分時期等を総合的に評価した上で適切な値を定める必要がある。 

Ⅸ・６・４ 沈下量の計算方法 

  盛土荷重による軟弱地盤の沈下量の計算には、通常、次の三つの方法が用いられている。 

 １） 間げき比（ｅｏ）を主とした式 

 ２） 圧縮指数（ｃｃ）を使用した式 

 ３） 体積圧縮係数（ｍｖ）を使用した式 

Ⅸ・６・５ 沈下時間の計算方法 

  盛土荷重による軟弱地盤の沈下時間の計算は、一般に、次式に示す一次圧密解析法によって行わ

れる。 

  ｔ＝D2／Cv•Tv 

  ここに、 

   T：任意の平均圧密度（Ｕ）に達するのに要する時間（日） 

   D：圧密層の最大排水距離（cm）Ｄ＝Ｈ／２（両面排水条件）、Ｄ＝Ｈ（片面排水条件） 

   H：圧密層厚（cm） 

   Cv：圧密係数（cm2／日）（圧密試験により求める。） 

   Tv：平均圧密度（Ｕ）に応じた時間係数（通常は次表に示す値を用いる。） 

     Ｕ＝圧密層全体のある時間における沈下量の平均値／圧密層全体の全沈下量の平均値 

 

  表 平均圧密度（Ｕ）と時間係数（Tv）の関係 

Ｕ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.95 1.00 

Tv 0.008 0.031 0.071 0.126 0.197 0.287 0.403 0.567 0.848 1.128 ∞ 
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Ⅸ・６・６ 沈下の検討における留意事項 

  沈下の検討に当たっては、次の各事項に留意する必要がある。 

 １） 計算値と現場における沈下との対応 

 ２） 二次圧密等の長期沈下 

 ３） 広域地盤沈下 

Ⅸ・６・７ 軟弱地盤上の盛土のり面付近の安定 

  軟弱地盤に盛土を行う場合には、施工中、施工直後及び完成後の将来にわたり、常にその安定性

を確保しておくことが大切である。 

Ⅸ・６・８ 安定計算の方法 

  盛土端部の安定は、単一の円弧すべり面を想定した全応力法による計算に基づいて検討すること

を標準とする。 

  ただし、安定計算の結果のみを重視することなく、近隣又は類似土質条件の施工実績、災害事例

等を十分参考にすることが大切である。 

Ⅸ・６・９ 安定計算における留意事項 

  盛土端部の安定計算に当たっては、次の各事項に留意する必要がある。 

 １） 軟弱層基盤の傾斜 

 ２） 地盤強度の低下 

 ３） テンションクラック 

 ４） すべり面（臨界円）の位置 

 ５） 盛土材の強度の評価 

Ⅸ・６・１０ 軟弱地盤上の盛土端部の安全率 

  盛土端部の底部破壊については常時の安全性を確保するとともに、最小安全率（Fs）は、大地震

時に Fs≧１．０とすることを標準とする。 

Ⅸ・６・１１ 盛土周辺地盤への影響検討 

  軟弱地盤上に盛土を行う際に、隣接地に家屋若しくは重要な構造物がある場合又は盛土端部の安

定計算によって求められた安全率に十分な余裕のない場合には、周辺地盤への影響について詳細な

検討を行うとともに、必要に応じて試験盛土により沈下及び側方変位の性状を把握して、適切な対

策を講じることが大切である。 

Ⅸ・７ 軟弱地盤対策と土地利用計画等 

  軟弱地盤対策を検討する場合には、土地利用計画、各構造物の設計上の対応等を考慮するととも

に、安全性、経済性、効果等を勘案して、適切な対策を選定する必要がある。 

  なお、その際には、開発事業の計画から設計、施工及び維持管理までの全般にわたる開発の流れ

を念頭において検討することが大切である。 

Ⅸ・８ 軟弱地盤対策工の選定 

Ⅸ・８・１ 対策工の選定の基本的な考え方 

  対策工の選定に当たっては、軟弱地盤の性状、土地利用計画、工期・工程、施工環境、経済性、

施工実績等の諸条件を総合的に検討することが必要である。 
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Ⅸ・８・２ 対策工の目的及び種類 

  対策工には、その目的によって、沈下対策を主とする工法、安定対策を主とする工法、沈下及び

安定の両者に対して効果を期待する工法等がある。 

Ⅸ・８・３ 対策工の選定手順 

  対策工の選定に当たっては、まず、その必要性及び目的を明確にし、地盤、施工等に関する諸条

件を考慮して、いくつかの対策工案を抽出する。 

  次に、それらの対策工について詳細な比較検討を行うとともに、総合的な判断に基づいて最適な

工法を決定する。 

Ⅸ・８・４ 対策工の選定上の留意事項 

  対策工の選定に当たっては、次の諸条件を十分に考慮することが大切である。 

 １） 地盤条件（土質、軟弱層厚、成層状態、基盤の傾斜等） 

 ２） 宅地条件（土地利用、施設配置、盛土厚等） 

 ３） 施工条件（用地、工費、工期、材料、施工深度等） 

 ４） 環境条件（周辺環境、隣接地への影響等） 

Ⅸ・８・５ 周辺への影響防止 

  軟弱地盤上の盛土の施工に伴う周辺環境への影響については、事前に十分な調査•検討を行い、い

かなる場合においても周辺施設に重大な影響を及ぼすことのないよう万全の対策をとることが大切

である。 

Ⅸ・９ 軟弱地盤対策の各工法の設計及び施工 

Ⅸ・９・１ 対策工の設計・施工上の留意事項 

  対策工の設計に当たっては、その特徴を十分理解するとともに、軟弱地盤の性質を的確に把握す

ることが大切である。 

  また、施工に際しても、かく乱等により地盤の性状を著しく変化させ、設計時の条件と異なった

状態とならないように十分留意する必要がある。 

Ⅸ・９・２ 各工法の目的及び特徴 

Ⅸ・９・２・１ 表層処理工法 

  表層処理工法は、軟弱地盤上の地表水の排除、盛土内の水位低下、施工機械のトラフィカビリテ

ィの確保、軟弱地盤上の盛土又は構造物の支持力確保等を目的として用いる。 

Ⅸ・９・２・２ 置換工法 

  置換工法は、盛土端部の安定を短期間に確保する場合、盛土層が薄く建物荷重や交通荷重による

沈下が大きな問題となる場合等において、軟弱土を良質材に置換える工法である。 

Ⅸ・９・２・３ 押え盛土工法 

  押え盛土工法は、盛土端部の安定確保及び側方地盤の変形の軽減を目的とする工法であり、用地

に余裕がある場合及び施工時の変状に対する応急対策として用いる。 

Ⅸ・９・２・４ 緩速載荷工法 

  緩速載荷工法は、盛土端部の安定確保及び側方地盤の変形の抑制を目的として、地盤の変形等を

計測しながら盛土を施工する工法である。 
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Ⅸ・９・２・５ 載荷重工法 

  載荷重工法は、圧密沈下を促進して残留沈下を軽減する目的で用いる工法である。 

Ⅸ・９・２・６ バーチカルドレーン工法 

  バーチカルドレーン工法は、圧密沈下の促進及び地盤の強度増加を目的として用いる工法である。 

Ⅸ・９・２・７ 締固め工法 

  締固め工法は、盛土端部の安定を図ることを目的とする工法であり、主にサンドコンパクション

パイル工法が用いられている。 

Ⅸ・９・２・８ 固結工法 

  固結工法は、盛土端部の安定確保又は構造物基礎地盤の改良を目的として用いる工法である。 

Ⅸ・１０ 軟弱地盤における施工管理 

Ⅸ・１０・１ 施工管理の基本的な考え方 

  軟弱地盤における工事の実施に当たっては、常に地盤の挙動を監視し、異常が発見された場合に

は、早急にその原因を究明して適切な対応を図るとともに、施工の推捗に応じて施工計画、工法及

び設計の修正又は変更を行うことが大切である。 

Ⅸ・１０・２ 施工管理の内容 

  軟弱地盤における施工管理では、軟弱地盤の性状、施工条件、工期等を十分勘案した施工計画を

立て、現場計測を主体として地盤の安定及び沈下を管理することが大切である。 

Ⅸ・１０・３ 計測管理の目的 

  計測管理は、軟弱地盤の沈下量、側方変位量、強度等の経時変化を測定し、その結果に基づき盛

土の安定管理と沈下管理を行うことを目的とする。 

Ⅸ・１０・４ 安定管理の留意事項 

  安定管理においては、盛土施工中、盛土の立上げ速度を適切に管理して、原地盤の著しい変形及

びすべりを未然に防止し、常に安定した状態を保持することが大切である。 

Ⅸ・１０・５ 沈下管理の留意事項 

  沈下管理においては、動態観測により得た実測沈下量に基づき、設計時に見込んだ沈下量を修正

して盛土量を管理するとともに、施工後に継続して生じる沈下量を推定し、残留沈下量の適否を確

認することが大切である。 

Ⅸ・１０・６ 現場計測の方法 

  現場計測に当たっては、盛土の規模、工期、設計段階において予測された問題点等の諸条件を考

慮して、計測項目、計器の種類及び配置、測定時間及び頻度等を決定することが大切である。 

  また、計測管理に役立つよう、測定結果を速やかに整理することも大切である。 

Ⅸ・１０・７ 盛土工の施工管理及び施工上の留意事項 

  盛土工の施工管理は、盛土の品質管理試験によることを標準とし、また、盛土工の施工に当たっ

ては、次の各事項に十分留意することが大切である。 

  １） 準備排水及び施工中の盛土面の排水 

  ２） 盛土作業 

  ３） 盛土端部の処理 
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Ⅸ・１０・８ 環境管理 

  工事中の環境管理は、施工管理と一体として行うとともに、次の各事項に留意して適切な処置を

講じ、工事が円滑に進められるようにすることが大切である。 

 １） 盛土に伴う周辺地盤の変位 

 ２） 建設機械による騒音・振動 

 ３） 土砂流出による水質汚濁 

Ⅸ・１０・９ 試験盛土の目的 

  試験盛土は、設計値と試験盛土による実測データとを比較し、実測データが設計時の考え方に適

合しているか等を検討することにより、合理的な設計・施工方法を見出すことを主目的とする。 

Ⅸ・１０・１０ 試験盛土の方法 

  試験盛土の方法は、試験の目的、盛土の規模、軟弱層の特性、対策工の種類等によって異なり、

一律に定められないが、盛土施工に伴う軟弱地盤の挙動及び土性の変化等を詳細に把握できる方法

を用いることが大切である。 

Ⅸ・１１ 地盤の液状化 

Ⅸ・１１・１ 液状化対策の基本 

  開発事業に際しては、開発事業区域内及びその周辺部において、地震時の液状化現象により悪影

響を生じることを防止・軽減するため、液状化に対する検討を行い、必要に応じて適切な対策を行

うものとする。 

Ⅸ・１１・２ 液状化地盤の確認・調査 

  開発事業に際しては、あらかじめ既存資料等により液状化地盤の分布状況を確認するものとする。 

  また、土地利用計画等を踏まえ、必要に応じて地盤調査、土質試験等を行い、開発事業区域内及

びその周辺地域の液状化地盤の分布、液状化発生の可能性に関する判定等を行うものとする。 

  さらに、液状化が発生すると、周辺地形等の条件によっては地盤が側方流動することがあるため、

地盤調査及び土質試験の他、周辺地形等の調査も必要になる。 

Ⅸ・１１・３ 液状化地盤の判定 

  液状化地盤の判定は、標準貫入試験、コーン貫入試験、サウンディング試験等の地盤調査結果、

細粒分含有率試験結果、地下水位の測定結果等を用いて行うことを標準とする。 

  また、必要に応じて判定結果に基づく液状化地盤の分布を示した地図（液状化マップ）を作成す

る。 

Ⅸ・１１・４ 液状化対策工法の検討 

  開発事業区域内又はその周辺地域に液状化地盤が存在する場合には、地震時における地盤の液状

化に伴う被害及び悪影響の範囲並びに程度に関する十分な検討に基づき、土地利用計画、経済性、

構造物等の重要性等を総合的に勘案して対策工の必要性及びその範囲並びに程度について検討し、

適切な対策工を選定するものとする。 

  また、地盤の液状化による被害又は悪影響が著しい場合には、土地利用計画を再検討することも

必要である。 

  なお、液状化対策は実施の時期として、開発事業の実施段階で行う場合とその後の建築物等の建

設段階で行う場合があり、対策の方針として、液状化の発生そのものを抑制する方法と液状化の発
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生を前提に建築物等の基礎構造で対応する方法、さらに、それぞれを併用する方法があるため、最

も適切な対応方法について十分な検討が必要である。 

 

Ⅹ 自然斜面等への配慮 
  山地、丘陵地等における開発事業に際しては、土砂災害に関する法指定区域、危険箇所等の周辺

自然斜面等の状況に十分留意して、適正な土地利用を図る等、開発事業区域の安全を確保する。 

  また、関係部局との相互の連携を充実させるものとする。 

 

ⅩⅠ 治水・排水対策 
ⅩⅠ・１ 治水・排水対策の基本 

ⅩⅠ・１・１ 治水・排水対策の基本的な考え方 

  開発事業においては、開発事業区域内及び周辺に溢水等の被害が生じないよう、区域内の雨水及

び地表水並びに区域外から流入する雨水及び地表水を安全に流下させるための治水・排水対策を実

施するものとする。 

ⅩⅠ・１・２ 治水・排水対策の種類 

  治水・排水対策は、開発事業区域内の雨水（区域外から流入するものを含む。）を適切に排出し、

切土及び盛土のり面の侵食、崩壊、路面又は宅盤面の冠水等の被害を防止するための排水対策と開

発事業に伴う流出形態の変化等による開発事業区域内及び下流域の洪水被害を防止するための治水

対策に大別される。 

  治水対策は、さらに下流河川等の改修による対策と流出抑制施設による対策に分けられる。 

ⅩⅠ・２ 開発事業区域内の排水施設 

ⅩⅠ・２・１ 排水施設の配置 

  開発事業区域内の一般に次に掲げる箇所においては、排水施設の設置を検討しなければならない。 

 １） 切土のり面及び盛土のり面（擁壁で覆われたものを含む。）の下端 

 ２） のり面周辺から流入し又はのり面を流下する地表水等を処理するために必要な箇所 

 ３） 道路又は道路となるべき土地の両側及び交差部 

 ４） 湧水又は湧水のおそれのある箇所 

 ５） 盛土が施工される箇所の地盤で地表水の集中する流路又は湧水箇所 

 ６） 排水施設が集水した地表水等を支障なく排水するために必要な箇所 

 ７） その他、地表水等を速やかに排除する必要のある箇所 

ⅩⅠ・２・２ 排水施設の規模 

  排水施設の規模は、降雨強度、排水面積、地形・地質、土地利用計画等に基づいて算定した雨水

等の計画流出量を安全に排除できるよう決定する。 

  なお、開発事業区域内に流出抑制施設として浸透施設等を設置した場合には、必要に応じ、その

効果を見込んで、排水施設の規模を定めることができる。 

ⅩⅠ・２・３ 排水施設の設計・施工上の留意事項 

  排水施設の設計・施工に当たっては、計画流出量を安全に排出する能力を有し、将来にわたりそ

の機能が確保されるよう、構造上及び維持管理上十分な配慮をする必要がある。 
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ⅩⅠ・３ 開発事業に伴う下流河川等の治水対策 

ⅩⅠ・３・１ 治水対策の基本的な考え方 

  開発事業においては、事業実施に伴う開発事業区域下流の洪水被害を防止するため、治水対策を

検討することが必要である。 

  治水対策は、地域の自然及び社会条件、下流河川等及び周辺の状況、技術的及び経済的条件等を

勘案し、当該下流河川等の管理者との調整に基づき、安全で合理的かつ効果的な規模及び方法で実

施しなければならない。 

ⅩⅠ・３・２ 治水対策の種類 

  開発事業に伴い必要となる治水対策は、河川等の改修により河道の流下能力を増大させる方法、

流出抑制施設により洪水流出量を調節する方法及び両者の併用による方法に大別される。 

ⅩⅠ・３・３ 河川改修 

ⅩⅠ・３・３・１ 河川改修の設計上の留意事項 

  開発事業に伴い必要となる河川等の改修に当たっては、当該河川等の特性、周辺の土地利用状況、

下流河川等の改修状況等を勘案し、次の各事項に十分留意して設計することが必要である。 

 １） 当該水系の下流において現に実施されている河川改修計画と整合のとれた規模及び形態とす

ること 

 ２） 開発事業による影響が下流に及んで、洪水被害を増大させることのないよう必要な改修区間

を設定すること 

 ３） 河川等の管理者と十分調整を行うこと 

ⅩⅠ・３・３・２ 流量計算 

  河川等の改修計画の策定に当たっては、次の各事項を検討し、対象とする洪水の流量を設定する。 

 １） 計画高水流量の算定 

    河川改修計画に必要となる計画高水流量は、一般に合理式を用いて算定する。 

 ２） 出係数 

    合理式において用いる流出係数の値は、流域の地質、植生状況、将来における流域の土地利

用状況等を考慮して決定する。 

 ３） 平均降雨強度 

    合理式において用いる洪水到達時間内の平均降雨強度は、原則として、確率別降雨継続時間

－降雨強度曲線により求める。 

    また、河川改修計画の降雨確率については、当該水系の下流で現に実施されている河川改修

事業と整合のとれたものとなるように設定する。 

ⅩⅠ・３・３・３ 改修断面の決定 

  改修断面は、計画高水流量を安全に処理できるよう決定するものとする。 
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ⅩⅠ・３・４ 調節（整）池 

ⅩⅠ・３・４・１ 調節（整）池の位置付け 

  調節（整）池は、開発事業に伴い河川等の流域の流出機構が変化して、当該河川等の流量を著し

く増加させる場合に、洪水調節のための施設として設置されるものである。 

  調節（整）池は、治水・排水対策において河川管理施設、下水道施設等として恒久的に管理され

る調節池及び下流河川改修に代わる暫定的施設とされる調整池がある。 

ⅩⅠ・３・４・２ 調節（整）池設置のために必要な調査 

  調節（整）池の洪水調節容量、構造、堤体の構造及び施工方法等の検討に際しては、降雨特性、

地盤の特性、堤体の材料等について十分調査することが大切である。 

ⅩⅠ・３・４・３ 調節（整）池の設置位置 

  調節（整）池の設置位置を決定する際には、地形及び地質並びに河川及び沢の特性、基礎地盤等

について十分に把握しておくことが大切である。 

ⅩⅠ・３・４・４ 洪水調節方式 

  調節（整）池の洪水調節方式は、原則として自然放流方式とする。 

ⅩⅠ・３・４・５ 調節（整）池の計画 

  調節池の計画については、「防災調節池技術基準（案）」により、調整池の計画については、「大規

模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」によることを原則とする。 

ⅩⅠ・３・４・６ 調節（整）池の構造 

  調節池の構造については、「防災調節池技術基準（案）」により、調整池の構造については、「大規

模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」によることを原則とする。 

ⅩⅠ・３・４・７ 堤高 

  調節（整）池の堤高は、高さ１５m 未満とすることを原則とする。 

ⅩⅠ・３・４・８ 堤体の施工 

  堤体の施工については、調節池の場合は「防災調節池技術基準（案）」により、調整池の場合は「大

規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）」によることを原則とする。 

ⅩⅠ・３・４・９ 下流河川等への接続 

  下流河川等への接続については、土地利用、周辺の宅地化の状況、地形等を勘案の上、下流の人

家、道路等への被害が生じないように配慮するものとする。 

  特に、洪水吐き末端には減勢工を設けて、洪水吐きから放流される流水のエネルギーを減勢処理

する必要がある。 

ⅩⅠ・３・４・１０ 調節（整）池の多目的利用 

  調節（整）池は、公園、運動場施設等として多目的に利用することができる。 

  なお、多目的利用に当たっては、原則として「宅地開発に伴い設置される洪水調節（整）池の多

目的利用指針（案）」によるものとする。 

ⅩⅠ・３・４・１１ 維持管理 

  完成後の堤体の安定及び調節（整）池の機能を確保するため、維持管理を十分に行う必要がある。 
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ⅩⅠ・３・５ オンサイト貯留施設 

ⅩⅠ・３・５・１ オンサイト貯留施設の設置 

  オンサイト貯留施設は、土地利用計画に配慮し貯留時においても利用者の安全が確保できるとと

もに、流出抑制機能の継続性及び良好な維持管理が可能な場所に設置するものとする。 

ⅩⅠ・３・５・２ オンサイト貯留施設の計画及び設計 

  オンサイト貯留施設の計画及び設計については、「流域貯留施設等技術指針（案）」によることを

原則とする。 

ⅩⅠ・３・５・３ オンサイト貯留施設の維持管理 

  オンサイト貯留施設の維持管理は、設置場所の土地利用、施設の構造等に応じて適切に行うもの

とする。 

ⅩⅠ・３・６ 浸透型施設 

ⅩⅠ・３・６・１ 浸透型施設の選定 

  開発事業において用いる浸透型施設には、井戸法による施設及び拡水法による施設がある。 

  開発事業において浸透型施設を設置する場合は、設計浸透量が確実に浸透するよう、施設の種類

及び構造を選定することが必要である。 

  また、宅地としての安全性の観点から斜面等の地形について調査し、浸透型施設の設置可能な範

囲を設定する。 

  さらに、浸透型施設は地下水の涵養、低水流量の保全等の水循環を保全する機能を有するため、

このような効果にも配慮して計画することが大切である。 

  なお、浸透型施設のうち拡水法による施設の調査、計画、設計、施工及び維持管理については、「宅

地開発に伴い設置される浸透施設等設置技術指針」によることを原則とする。 

ⅩⅠ・３・６・２ 地盤の浸透能力の評価 

  地盤調査、現地浸透試験等の結果をもとに、浸透可能範囲における地形区分面毎の浸透能力の評

価を行うとともに、浸透能力マップ等に取りまとめる。 

  現地浸透試験の方法、浸透能力の評価手法及び浸透能力マップの作成法は、「宅地開発に伴い設置

される浸透施設等設置技術指針」によることを原則とする。 

ⅩⅠ・３・６・３ 浸透型施設の構造、施工及び維持管理 

  浸透型施設は、地質構成、集水区域、設置場所の土地利用等を配慮して、浸透機能が効果的に発

揮できる構造形式を選定し、確実な施工を行うとともに、浸透機能を継続的に保持するために必要

な維持管理を適切に行わなければならない。 

ⅩⅠ・４ 治水・排水対策における環境対策の基本的な考え方 

  開発事業における治水・排水対策の検討に当たっては、土地利用計画等を勘案のうえ、水循環、

水辺の景観、生態系等の水に係る環境を保全するよう努めることが望ましい。 
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ⅩⅡ 工事施工中の防災措置 
ⅩⅡ・１ 工事中の防災措置の基本的な考え方 

  開発事業においては、一般に、広範囲にわたって地形、植生状況等を改変するので、工事施工中

のがけ崩れ、土砂の流出等による災害を防止することが重要である。したがって、気象、地質、土

質、周辺環境等を考慮して、適切な防災工法の選択、施工時期の選定、工程に関する配慮等、必要

な防災措置を講じるとともに、防災体制の確立等の総合的な対策により、工事施工中の災害の発生

を未然に防止することが大切である。 

ⅩⅡ・２ 工事施工中の仮の防災調整池等 

  工事施工中においては、急激な出水、濁水及び土砂の流出が生じないよう、周辺の土地利用状況、

造成規模、施工時期等を勘案し、必要な箇所については、濁水等を一時的に滞留させ、あわせて土

砂を沈澱させる機能等を有する施設を設置することが大切である。 

ⅩⅡ・３ 簡易な土砂流出防止工（流土止め工） 

  周辺状況、工事現場状況等により、開発事業区域内外へ土砂を流出させないようにするために、

仮の防災調整池等によらず、ふとんかご等の簡易な土砂流出防止工（流土止め工）を用いる場合に

は、地形、地質状況等を十分に検討の上、その配置及び形状を決定することが大切である。 

ⅩⅡ・４ 仮排水工 

  工事施工中の排水については、開発事業区域外への無秩序な流出をできるだけ防ぐとともに、区

域内への流入及び直接降雨については、のり面の流下を避け、かつ、地下浸透が少ないように、速

やかに仮の防災調整池等へ導くことが大切である。 

ⅩⅡ・５ のり面からの土砂流出等の防止対策 

  人家、鉄道、道路等に隣接する重要な箇所には、工事施工中、のり面からの土砂の流出等による

災害を防止するために柵工等の対策施設を設けることが大切である。 

ⅩⅡ・６ 表土等を仮置きする場合の措置 

  工事施工中に、表土等の掘削土を工事施工区域内に仮置きするような場合には、降雨によりこれ

らの仮置土が流出したり、濁水の原因とならないように適切な措置を講じることが大切である。 

ⅩⅡ・７ 工事に伴う騒音・振動等の対策 

  工事現場周辺の生活環境に影響を及ぼし、住民への身体的・精神的影響が大であると考えられる

以下の事項については、適用法令を遵守するとともに、十分にその対策を講ずる必要がある。 

 １） 騒音 

 ２） 振動 

 ３） 水質汚濁、塵埃及び交通問題 

 

ⅩⅢ その他の留意事項 
ⅩⅢ・１ 注意すべきその他の地盤 

  開発事業区域内に、その工学的特徴について十分に配慮しなければならないような地盤が存在す

る場合には、その安全性等について十分な調査・検討を行うことが必要である。 

ⅩⅢ・２ 建設副産物に対する基本的な考え方 

  開発事業に伴う建設副産物は、その発生を抑制することが原則であるが、やむを得ない場合は、
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積極的に再利用又は再資源化を推進することにより資源の有効な利用確保を図るとともに、適正処

理の徹底を行うことが重要である。 

ⅩⅢ・３ 環境に対する配慮 

  開発事業における防災措置の実施に当たっては、周辺景観との調和に配慮するとともに、開発事

業区域及び周辺の自然環境の保全に努めるものとする。 

 

ⅩⅣ 施工管理と検査 
ⅩⅣ・１ 施工管理 

ⅩⅣ・１・１ 施工管理の基本的な考え方 

  工事の実施に当たっては、所定の工期内に安全かつ効率的に工事を進め、所要の品質を確保し、

許可の内容に適合するよう完成させるために、適切な施工管理を行うことが大切である。 

  特に、工事中を含め、災害の防止のための施工管理が重要である。 

ⅩⅣ・１・２ 施工管理上の留意事項 

  開発事業における災害を防止するために必要な施工管理は、気象、地形、地質等の自然条件、開

発事業の規模、資金計画等を考慮したうえで、施工時期及び工程の調整、防災体制の確立等をあわ

せた総合的な対策を立て適切に行うことが大切である。 

  施工管理における主な留意事項は次のとおりである。 

 １） 常に工事の進捗状況を把握し、計画と対比しながら必要な対策をとること 

 ２） 各工種間の相互調整を図り、不良箇所が発生したり、手戻りとならないよう注意すること 

 ３） 定期的及び必要に応じて測定、試験等を行い、災害防止のため必要な措置を確実かつ効率的

に行うこと 

 ４） 降雨予測等の気象情報に注意するとともに、自然現象の変化に適切に対応して、可能な限り

事前に災害防止対策を施すよう努めること 

 ５） 工事の経過、計画変更、対策の内容等について図面、写真等の関係書類を整備し、工事の内

容を明らかにしておくこと 

 ６） その他、開発事業区域周辺への配慮も行うこと 

ⅩⅣ・２ 検査 

ⅩⅣ・２・１ 検査の基本的な考え方 

  検査は、開発事業が宅地造成等規制法及び都市計画法の許可の内容に適合し、適正に施工されて

いることを確認するため、工事完了時に完了検査を行うものとする。 

  また、必要に応じて工事施工中に中間検査を行うものとする。 

ⅩⅣ・２・２ 検査の方法 

  検査は、一般に、設計・施工についての図面、写真等の関係図書による審査、目的物の目視及び

検測により行われる。 

  また、必要に応じて破壊検査が考慮される場合がある。 

  



－８２２－ 

 

ⅩⅣ・２・３ 検査に当たっての留意事項 

  検査は、工事の施工全般に対して効率的かつ確実に行い、その実施に当たっては、特に次の各事

項に留意することが大切である。 

 １） 開発事業者（工事の施工者）に、工事内容、出来形等について裏付けとなる関係図書を整備

させること 

 ２） 検査に当たっては、工事の責任者等工事内容の説明できる者に立会を求めること 

 ３） 工事の途中において行う中間検査は、進捗状況、工程等を考慮して適切な時期に行うこと 

 ４） 検査の結果、不適当な箇所がある場合には、速やかに必要な対策を講じさせ、再度検査を行

うこと 

 

ⅩⅤ 滑動崩落防止対策 
ⅩⅤ・１ 滑動崩落防止対策の基本的な考え方 

  兵庫県南部地震や新潟県中越地震等の際に、谷や沢を埋めた造成宅地または傾斜地盤上に腹付け

した造成宅地において、盛土と地山との境界面等における盛土全体の地滑り的変動（以下「滑動崩

落」という。）を生ずるなど、造成宅地における崖崩れ又は土砂の流出による災害が生じている。 

  滑動崩落を未然に防止するために、次に示す基準の１）又は２）に該当し、かつ３）を満たす一

団の造成宅地（以下「大規模盛土造成地」という。）において滑動崩落防止対策を行う。 

 １） 盛土をした土地の面積が３，０００平方メートル以上であり、かつ、盛土をしたことにより、

当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入して

いるもの。 

 ２） 盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが５メー

トル以上であるもの。 

 ３） 上記の外形基準に該当し、安定計算により、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑

り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の対抗力を上回るもの。 

    地震力については当該盛土の自重に、水平震度として０．２５に建築基準法施行令第８８条

第１項に規定するＺの数値を乗じて得た数値を乗じて得た数値とする。 

    大規模盛土造成地の滑動崩落防止対策に当たっては、大規模盛土造成地の変動予測調査ガイ

ドラインに基づいた大規模盛土造成地の調査結果や安定計算等を踏まえ、滑動崩落防止のため

効果的かつ経済的な滑動崩落防止対策計画を策定するものとする。 

    なお、上記以外に、切土又は盛土をした後の地盤の滑動、宅地造成に関する工事により設置

された擁壁の沈下、切土又は盛土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事

象が生じている一団の造成宅地の区域がある（以下「災害の危険のある造成地」という。）。 

ⅩⅤ・２ 滑動崩落防止対策工の種類 

  活動崩落防止対策工は、抑制工と抑止工に大別される。 

  抑制工は大規模盛土造成地の地形、地下水の状態などの自然条件を変化させることによって、滑

動崩落を防止する工法であり、地表水排除工、地下水排除工などがある。 

  抑止工は、構造物を設けることによって、その抵抗力により滑動崩落を防止する工法であり、地

滑り抑止杭、グラウンドアンカーなどがある。 
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ⅩⅤ・３ 滑動崩落防止対策工の選定 

  滑動崩落防止対策工は、土質、気候条件、対策工の特性、将来の維持管理等について総合的に検

討し、経済性、施工性に配慮しながら、選定するものとする。 

ⅩⅤ・４ 安定計算 

  安定計算は、所定の安全率を確保するために必要な滑動崩落防止対策工及び規模を決定するため

に行うものとする。 

  なお、谷埋め型大規模盛土造成地の安定性については、二次元の分割法により検討することを標

準とし、腹付け型大規模盛土造成地の安定性については、二次元の分割法のうち簡便法により検討

することを標準とする。 

ⅩⅤ・５ 設計強度定数と間げき水圧 

  安定計算に用いる粘着力Ｃ、内部摩擦角φ、単位体積重量γは、土質条件に応じて最適な手法に

より設定するものとする。 

  また、安定計算に用いる間げき水圧は、間げき水圧を計測するために最も適切な手法によって測

定された値を用いるものとするが、困難な場合は他の適切な方法によって推定することも可能であ

る。 

ⅩⅤ・６ 地滑り抑止杭の留意事項 

  地滑り抑止杭の計画・設計に当たっては、次の各事項に留意することが大切である。 

 １） 地滑り抑止杭は、大規模盛土造成地に杭を挿入して、滑動崩落に対して杭の抵抗力で抵抗し

ようとするもので、活動崩落に対し、十分抵抗できるような地点に計画するものとする。 

 ２） 地滑り抑止杭の設計においては、安全性、施工性及び経済性を考慮し、周辺の建築物、工作

物、埋設物などに有害な影響がないように十分に検討を行う。 

 ３） 地滑り抑止杭は地盤条件、環境条件、施工条件などに十分に配慮して施工するものとする。 

ⅩⅤ・７ グラウンドアンカーの留意事項 

  グラウンドアンカー（以下「アンカー」という。）の計画・設計・施工・維持管理に当たっては、

次の各事項に留意することが大切である。 

 １） アンカーとは、作用する引張り力を適当な地盤に伝達するものであり、滑動崩落に対し、十

分抵抗できるような地点に計画するものとする。 

    なお、アンカーはその大半が埋設物のため、宅地の売買等に伴う土地利用の変更、建築物の

建て替え等により、その構造に影響が生じる可能性があるので、アンカーを設置する土地の利

用を道路、公園等に限定すること。 

 ２） アンカーの設計においては、安全性、施工性及び経済性を考慮し、周辺の建築物、工作物、

埋設物などに有害な影響がないよう十分に検討を行う。 

 ３） アンカーの施工に当たっては、地盤条件、環境条件、施工条件などに十分に配慮するものと

する。 

 ４） アンカーは定期的に点検するなど、維持管理が必要である。 

ⅩⅤ・８ 地表水排除工の留意事項 

  地表水排除工は、降雨の浸透などにより滑動崩落が誘発されるのを防止することを目的とするの

で、その機能が十分発揮され、かつ安全性及び維持管理の容易さ等を勘案して設計・施工するもの
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とする。 

ⅩⅤ・９ 地下水排除工 

ⅩⅤ・９・１ 地下水排除工の種類と選定 

  地下水排除工は浅層地下水排除工と深層地下水排除工に大別され、種類としては、暗渠工、明暗

渠工、横ボーリング工及び集水井工がある。 

  地下水排除工は、大規模盛土造成地の規模や形状、土質、気候条件、盛土安定性の程度、地下水

排除に伴う盛土地盤の沈下及び維持管理等について総合的に検討し、経済性・施工性にすぐれた工

法を選定するものとする。 

  工法の選定に当たっては、次の各事項に留意することが大切である。 

 １） 浅層地下水の排除に当たっては、大規模盛土造成地の状況を十部考慮し、暗渠工、明暗渠工

及び横ボーリング工から選定する。 

 ２） 深層地下水の排除に当たっては、地質や地下水位等を十分考慮し、横ボーリング工及び集水

井工から選定する。 

 ３） 横ボーリング工の選定に当たっては、大規模盛土造成地のみならず、周辺の地形・地質及び

地下水調査等から、滞水層の分布、地下水の流動層を考慮する。 

 ４） 集水井工の選定に当たっては、集水ボーリングによる集水の効果、排水ボーリングによる自

然排水機能の確保を考慮する。 

ⅩⅤ・９・２ 地下水排除工の留意事項 

  地下水排除工の設計に当たっては、大規模盛土造成地の安定のために必要な地下水位の低下高、

大規模盛土造成地周辺の水収支、地下水排除に伴う盛土地盤の沈下、施設の安全性及び維持管理の

容易さ等を勘案し、次の各事項に十分留意して設計・施工することが必要である。 

 １） 暗渠工は、漏水を防止し、地盤の変形や目詰まりに対してもその機能が維持されるように設

置する。 

 ２） 明暗渠工は、大規模盛土造成地の状況を十分考慮し、効果的に水が集まり、かつ適切に排水

するよう設置する。 

 ３） 横ボーリング工は、効果的に地下水位を低下させるよう設置する。 

 ４） 集水井は、効果的な地下水の集水が可能な範囲内で、原則として堅固な地盤に設置する。 

    なお、地下水が広範に賦在し、2 基以上の集水井を設置する場合には大規模盛土造成地周辺の

状況を十分考慮し、適切な間隔になるよう配置する。 

 ５） 集水井は、土質、地質や施工性を考慮し、安全な構造となるよう設置する。 

 ６） 集水井に設ける集水ボーリングは、地質、地下水位等を十分考慮し、有効に集水できるよう

に位置、方向及び本数などを定める。 

 ７） 集水井に設ける排水ボーリングは、集水した地下水を集水井から有効に排水できるように設

置する。 

 ８） 集水井の維持管理のため、内部には昇降階段又は梯子を、頂部には、鉄網及び鉄筋コンクリ

ート板等の蓋を、周囲にはフェンスを設置し、安全性を確保する。 

  



－８２５－ 

 

ⅩⅤ・１０ その他の工法の留意事項 

  その他の工法は、次の各事項に留意することが大切である。 

 １） 排水工を計画する場合には、その上方斜面の潜在的な滑動崩落を誘発する可能性がないか、

事前に十分な調査・検討を行うことが必要である。 

 ２） 大規模盛土造成地の下方に斜面が続く場合には、当該斜面に悪影響を及ぼさないよう、押え

盛土の設計に当たって、盛土部基盤の安定性についての検討を行う必要がある。 

 ３） 押え盛土により大規模盛土造成地の地下水の出口を塞ぐ等の悪影響を及ぼさないよう、地下

水の処理には十分注意する必要がある。 

ⅩⅤ・１１ 新技術・新工法の取組 

  防災で重要なことは、常にその時点での最新の技術的知見を活用することであり、滑動崩落防止

対策については、各種防災対策工事に係る新技術開発等をふまえ、新技術、新工法に取り組むこと

が大切である。 
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福島県建築基準法施行条例（抄） 
（昭和２６年８月７日福島県条例第６０号） 

 

第１章総則 

（適用除外） 

第２条 

２ この条例中次条から第４条まで、第１７条、第２１条、第２２条、第３４条及び第４３条の１３

の規定は、都市計画区域外の地域については適用しない。 

第２章敷地及び道路 

（角地の建築制限） 

第３条 道路が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所を有する場合において、当該

箇所における１以上の道路の幅員（歩道と車道の区別のある道路にあっては、車道の幅員）が６メ

ートル未満であるときは、当該箇所の内角にある敷地においては、当該角地の隅角をはさむ辺の長

さ２メートルの二等辺三角形の部分に、又は当該部分に突出して、建築物を建築し、又は擁壁その

他の工作物を築造してはならない。ただし、これらの道路に当該角地の隅角をはさむ辺の長さ２メ

ートルの二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りがある場合、当該内角が１２０度以上である場

合又は当該二等辺三角形の部分を含む幅員２メートル以上の歩道が設けられている場合は、この限

りでない。 

（路地状敷地の形態） 

第３条の２ 建築物の敷地が当該敷地の路地状部分のみによって道路に接する場合には、当該路地状

部分の幅員は、当該路地状部分の長さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならない。

ただし、建築物の配置、用途及び構造、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況によ

り知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。 

敷地の路地状部分の長さ 幅員 

２０メートル以下のもの ２メートル 

２０メートルを超えるもの ３メートル 

 

２ 建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合は、それらの延べ面積の合計）が５

００平方メートルを超えるものの敷地に対する前項の規定の適用については、同項の表中「３メー

トル」とあるのは、「４メートル」とする。 

（建築物の敷地と道路との関係） 

第４条 法第４３条第２項に規定する建築物（特殊建築物にあっては、第６条各号に掲げるもので、

その用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合は、それらの床面

積の合計）が２００平方メートルを超えるものに限る。）の敷地は、道路（自動車のみの交通の用に

供するものを除く。以下同じ。）に４メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に

広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で知事が安全上支障がないと認めるときは、 

この限りでない。 
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（がけ） 

第５条 この条において｢がけ｣とは、地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地をいい、

｢がけ高｣とは、がけ下端よりその最高部までの高さをいう。 

２ 高さ２メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の２倍以内の場所に建築物を建築し、 

又は建築物の敷地を造成する場合は、構造耐力上安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

 ⑴ 堅固な地盤を切って斜面とするがけ又は特殊な構造によるがけで安全上支障がないと認められ

る場合 

 ⑵ がけの下に建築物を建築する場合において、当該建築物とがけ下端との水平距離が２０メート

ルを超える場合 

 ⑶ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第６条第１項に規定する土

砂災害警戒区域又は同法第８条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域に建築する場合 

３ 前項の擁壁の構造は、建築基準法施行令第１４２条の規定によるほか、土の摩擦角が３０度以下

（土質が堅固で支障がない場合は４５度以下）で基礎と地盤との摩擦係数が０．３以下（土質が良

好で支障がない場合は０．５以下）の場合にも安全でなければならない。 

４ 擁壁を設ける場合には、次の各号の規定によらなければならない。 

 ⑴ 壁面の面積３平方メートル以内ごとに耐水材料を用いた水抜穴を設けること。 

 ⑵ 水抜き穴の裏面の周辺その他必要な箇所に砂利等の透水性の層を設けること。 

５ 前項の擁壁の上部又はがけの上部若しくは斜面の上部には、適当な排水設備を設けなければなら

ない。 

第３章特殊建築物の敷地、構造及び建築設備 

第１節適用の範囲 

第６条 この章の規定は、次に掲げる特殊建築物について適用する。 

 ⑴ 学校（専修学校及び各種学校を含む。） 

 ⑵ 体育館又は令１１５条の３第２号に掲げるもの 

 ⑶ 病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る。）又は児童福祉施設等（令第１９条第１項第

１号に掲げる児童福祉施設等をいう。） 

 ⑷ 共同住宅、寄宿舎又は長屋 

 ⑸ ホテル、旅館、簡易宿所又は下宿 

 ⑹ 百貨店、マーケット、市場又は物品販売業を営む店舗 

 ⑺ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場（その階における客席の床面積の合計が２

００平方メートル以内のものを除く。） 

 ⑻ 展示場（当該用途に供する部分の床面積の合計が２００平方メートル以内のものを除く。） 

 ⑼ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、待合、料理店、飲食店又は遊技

場 

 ⑽ 公衆浴場 

 ⑾ 倉庫 
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 ⑿ 自動車車庫又は自動車修理工場（当該用途に供する部分の床面積の合計が１５０平方メートル

未満のものを除く。） 

 ⒀ 工場 

第２節学 校 

（４階以上に設ける教室等の禁止） 

第７条 小学校、特別支援学校及びこれらに類する各種学校にあっては、建築物の４階以上に教室そ

の他の児童及び生徒が使用する居室（以下この条において「教室等」という。）を設けてはならない。

ただし、小学校にあっては、次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。 

 ⑴ 教室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路（排煙上有効に外気に開放されている通路 

を除く。）に排煙設備を設けていること。 

 ⑵ 各階の居室の壁（床面からの高さが１．２メートル以下の部分を除く。）及び天井（天井のない

場合においては、屋根。以下この号において同じ。）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他こ

れらに類する部分を除く。以下この号において同じ。）の仕上げを難燃材料でし、かつ、その居室

から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準

不燃材料でしていること。 

 ⑶ 各階の教室等の各部分から直通階段の一に至る歩行距離が３０メートル以下であること。 

第２節の２体育館、ボーリング場、スケート場等 

（屋外への出口） 

第９条 体育館又は令第１１５条の３第２号に掲げる用途に供する特殊建築物の避難階における屋外

への出口は、次に定めるところによらなければならない。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物で

当該用途に供する部分の床面積の合計が２００平方メートル以内のものの避難階における屋外への

出口については、この限りでない。 

 ⑴ 避難上有効な位置に、道路に面し、又は道路に通ずる敷地内の通路(出口の幅以上の幅を有し、

かつ、避難上有効に通じているものに限る。）に面して、２以上設けること。 

 ⑵ 幅は、１２０センチメートル以上とすること。 

 ⑶ 戸は、内開きとしないこと。 

第３節共同住宅、寄宿舎及び長屋 

（耐火構造等でない建築物の上階への共同住宅の設置の禁止） 

第１１条 共同住宅でその用途に供する部分の床面積の合計が１５０平方メートル以上のものは、第

６条第６号から第１３号までの建築物（次の各号のいずれかに該当するものを除く。）の上階に設け

てはならない。 

 ⑴ 法第２条第９号の２イに規定するもの 

 ⑵ 法第２条第９号の３イに規定するもの 

 ⑶ 法第２条第９号の３ロに規定するもの（直上階の床を耐火構造とした場合に限る。） 

（直通階段） 

第１２条 共同住宅又は寄宿舎の共用の令第１２０条又は令第１２１条の規定による直通階段（傾斜

路を含む。以下同じ。）及びその踊場の幅員は、１２０センチメートル以上としなければならない。

ただし、階数が２の共同住宅又は寄宿舎で、その階段へ通ずる避難階以外の階の住戸又は住室の床
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面積の合計が１００平方メートル以下のものである場合は、階段及び踊場の幅員を９０センチメー

トル以上とすることができる。 

（木造長屋の構造） 

第１６条 木造の長屋（法第２条第９号の３イに該当するものを除く。）は、次に定めるところによら

なければならない。 

 ⑴ １戸の床面積は、２０平方メートル以上とすること。 

 ⑵ 棟割りとしないこと。 

 ⑶ けた行３０メートルを超えないこと。 

 ⑷ 地階を除く階数は、２以下とすること。 

第４節百貨店、マーケット、市場及び物品販売業を営む店舗 

（百貨店等と道路との関係） 

第１７条 百貨店、マーケット、市場又は物品販売業を営む店舗（以下この節において「百貨店等」

という｡）でその用途に供する部分の床面積の合計が３，０００平方メートル以上のものは、道路又

は道路に通ずる幅員４メートル以上の通路に２方面以上に面しなければならない。ただし、敷地の

外周の長さの３分の１以上が道路に接している場合はこの限りでない。 

（出入口） 

第１８条 百貨店等の主要な出入口の前面には敷地内に間口が出入口の幅員の２倍以上かつ次の各号

に規定する奥行の寄付きその他の空地の類を設けなければならない。 

 ⑴ 百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計が５００平方メートルをこえ１，０００平方メー

トル以下のものは、２メートル以上 

 ⑵ 百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計が１，０００平方メートルをこえるものは、３メ

ートル以上 

（マーケット） 

第２０条 マーケットの敷地内には、その売場の前面に、両端が道路まで達する幅員４メートル以上

の通路を設けなければならない。ただし、売場の前面が幅員４メートル以上の道路に接する場合は、

この限りでない。 

２ 前項の通路の全面又は一部にひさし又は上屋の類を設けるときは、マーケットは法第２条第９号

の２イに規定するものとするか、又はその外壁及び軒裏を防火構造とするほか、そのひさし又は上

家の構造は、次に定めるところによらなければならない。 

 ⑴ 主要構造部は、準耐火構造とするか、又は不燃材料で造ること。 

 ⑵ 屋根は、網入りガラスの類又は不燃材料でふき、屋根の面積の２０分の１以上を採光上有効に

開放した開口部とすること。 

 ⑶ 通路には、柱を設けないこと。 

 ⑷ 有効高さは、４メートル以上とすること。 

 ⑸ 屋根には、長さ２０メートル以内ごとに長さ１メートル以上を開放した切断部又は高さ０．５

メートル以上を解放した長さ２メートル以上の断層部を設けること。 

第５節自動車車庫及び自動車修理工場 

（敷地と道路との関係） 



－８３０－ 

 

第２１条 自動車車庫又は自動車修理工場（以下この節において「車庫等」という。）の敷地に設ける

自動車の主要な出入口は、６メートル以上の幅員を有する道路に接しなければならない。 

２ 車庫等の敷地に設ける自動車の出入口は、次に掲げる道路の部分に接してはならない。ただし、

知事が交通の安全上支障がないと認める場合は、第４号及び第５号を除き、この限りでない。 

 ⑴ こう配が１０分の１を超える道路の部分 

 ⑵ 横断歩道、交差点の側端又は道路の曲がり角からら５メートル以内の道路の部分 

 ⑶ 踏切、橋詰め又は陸橋の側端から１０メートル以内の道路の部分 

 ⑷ 公園、幼稚園、小学校、特別支援学校又は児童福祉施設等の主要な出入口から２０メートル以

内の道路の部分 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、知事が交通上支障あるものと認め指定した場所 

（前面空地） 

第２２条 車庫等の敷地に設ける自動車の出入口は、道路との境界線から２メートル後退した自動車

の車路の中心線において、道路の中心線に直角に向かって、左右それぞれ６０度以上前面道路の通

行の見通しができる空地又は空間を有しなければならない。ただし、自動車の出入口付近にカーブ

ミラー、警報装置及び一時停止線を設けた場合は、この限りでない。 

２ 自動車を昇降させる設備を設ける自動車車庫の用途に供する建築物の当該設備の出入口の前面に

は、奥行き及び幅がそれぞれ６メートル（長さが５メートル以下の自動車用の設備にあっては、そ

れぞれ５メートル)以上の空地を置かなければならない。 

３ 第１項及び前項の空地は、これを兼ねることができる。 

（構造設備） 

第２４条 車庫等の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。 

 ⑴ 床及びピットは耐水材料で造り、汚水排除の設備を設けること。 

 ⑵ 床が地盤面下にある場合には、２方面以上において外気に通ずる適当な換気口又はこれに代わ

る設備を設けること。 

 ⑶ 傾斜路の縦断面こう配は、６分の１以下とし、路面は、滑りにくい材料で仕上げること。 

 ⑷ 避難階以外の階に設ける場合は、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに代わる設備

を設けること。 

（大規模の自動車車庫の構造及び設備） 

第２４条の２ 自動車車庫で自動車の駐車の用に供する部分の床面積の合計が５００平方メートル以

上のものの構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。ただし、特殊な装置を用

いるもので、次に定めるところによる構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、

この限りでない。 

 ⑴ 車路の幅員は、二方通行の場合にあっては５．５メートル以上、一方通行の場合にあっては３．

５メートル以上とし、屈曲部の内のり半径は、５メートル以上とすること。 

 ⑵ 格納の用に供する部分の床から天井又ははり下までの高さは、２．１メートル以上とし、車路

の部分においては、２．３メートル以上とすること。 

 ⑶ 床面積１平方メートルごとに毎時２５立方メートル以上の換気量を有する換気設備を設けるこ

と。 
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   ただし、換気に有効な窓その他の開口部を設け、その開口面積が各階における床面積の１０分

の１以上ある場合は、この限りでない。 

 ⑷ 自動車の出入口には、警報装置を設けること。 

 ⑸ 前条第４号の直通階段は、令第１２３条の規定による避難階段とすること。 

（他の用途との区画） 

第２５条 建築物の一部に車庫等を設ける場合には、車庫等以外の部分のために設ける避難用出入口

は、車庫等の内部にこれを設けてはならない。 

（適用の除外） 

第２６条 商品である自動車又は燃料を使用しない自動車を格納する車庫については、前条の規定は

適用しない。 

第６節ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 

（外壁等の構造） 

第２７条 法第２２条第１項の市街地の区域内にある木造建築物（法第２条第９号の３イに該当する

ものを除く。）のうちホテル、旅館、簡易宿所又は下宿の用途に供するもので階数が２以上であるも

の又はその用途に供する部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、

その床面積の合計）が２００平方メートルを超えるものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのあ

る部分を防火構造としなければならない。 

（廊下の有効幅員） 

第２９条 ホテル、旅館又は下宿において宿泊室の床面積の合計が１００平方メートルを超える階に

おける宿泊者の利用する居室に通ずる廊下の有効幅員は、１２０センチメートル以上としなければ

ならない。ただし、離れ家又は浴室に通ずるもので安全上支障ないものは７５センチメートル以上

とすることができる。 

第７節公衆浴場 

（構造） 

第３０条 建築物の避難階以外の階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は、当該建築物を耐火建

築物又は準耐火建築物（法第２条第９号の３ロに該当するものにあっては、直上階の床を耐火構造

とした場合に限る。）としなければならない。 

第８節劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場 

（客席の定員） 

第３３条 劇場、映画館、演芸場、観覧場及び公会堂（以下この節において「興行場等」という。）の

客席の定員を算定する方法は、次に定めるところによらなければならない。 

 ⑴ 個人ごとに区画されたいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する

数値とする。 

 ⑵ 長いす式のいす席を設ける部分については、当該いす席の客席の幅を４０センチメートルで除

して得た数値とする。 

 ⑶ ます席又は桟敷席を設ける部分については当該部分の床面積を０．３平方メートルで除して得

た数値とする。 
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 ⑷ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を０．２平方メートルで除して得た数値と

する。 

２ 前項第２号から第４号までの規定により算定して得た数値に１未満の端数がある場合は、その端

数を１に切り上げるものとする。 

（敷地と道路との関係） 

第３４条 興行場等の敷地は、次の表の上欄に掲げる客席の定員に応じて同表の当該下欄に掲げる幅

員を有する道路に接しなければならない。 

客席の定員 道路幅員 

３００人を超え４００人以下のもの ５メートル以上 

４００人を超え１，０００人以下のもの ６メートル以上 

１，０００人を超え２，０００人以下のもの ８メートル以上 

２，０００人を超えるもの １０メートル以上 

 

２ 興行場等の敷地が前項に規定する道路に接する長さは、第３６条第１項第３号の規定により算出

した客用の屋外へ通ずる出入口の幅員の合計に８メートルを加えた数値以上としなければならない。 

３ 興行場等の敷地が、第１項に規定する道路に接するほか、幅員が４メートル以上で、かつ、当該

敷地に前項に規定する長さ以上避難上有効に接する他の道路又は公園、広場その他これらに類する

ものに接する場合における当該敷地についての前項の規定の適用については、同項に規定する長さ

の最小値の１０分の７以上とすることができる。 

（前面空地） 

第３５条 興行場等の客用の主要な出入口の前面には、０．１平方メートルに客席の定員の数を乗じ

て得た面積以上の空地を設けなければならない。 

２ 前項の空地には、法第２条第９号の２イに該当する建築物の部分を設けることができる。この場

合において、当該部分の内のり高さは、３メートル以上としなければならない。 

（客用の屋外へ通ずる出入口等） 

第３６条 興行場等の客用の屋外へ通ずる出入口は、次に定めるところによらなければならない。 

 ⑴ 数は、２以上とし、避難上有効に配置すること。 

 ⑵ 幅は、１．５メートル以上とすること。 

 ⑶ 幅の合計は、０．８センチメートルに客席の定員の数を乗じて得た数値以上とすること。 

２ 前項の出入口のうち主要な出入口は、第３４条第１項に規定する道路に面しなければならない。

ただし、幅員５メートル以上の空地に接し、かつ、その空地が道路に通じている場合は、この限

りでない。 

３ 前項の出入口以外の出入口は、次に定める屋外の通路に接しなければならない。 

 ⑴ 幅員は、その通路に接する出入口の幅の合計以上とすること。 

 ⑵ 道路に避難上有効に通ずること。 

（客用の廊下） 

第３６条の３ 興行場等の客席の定員が３００人を超える階においては、客席部の両側及び後方に、

互いに連絡し、かつ、客用の屋外へ通ずる出入口に通ずる廊下又はバルコニー若しくは空堀を設け
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なければならない。ただし、建築物が耐火構造で、かつ、その階の客席の定員が１，０００人以下

の場合は、後方及び片側とし、又は両側とすることができる。 

２ 前項の廊下の幅員は、これを使用する客席の定員が４００人以下の場合は１．２メートル以上と

し、４００人を超える場合は１．２メートルに４００人を超える当該定員１２０人又はその端数を

増すごとに０．１メートルを加えた数値以上としなければならない。 

３ 第１項の廊下に高低差がある場合であって段を設けるときは、４段以上とし、けあげは２５セン

チメートル以下、踏面は２５センチメートル以上とすること。 

４ 第１項の廊下並びにバルコニー及び空堀は、当該部分と客席の部分とを耐火構造とした壁又は法

第２条第９号の２ロに規定する防火設備であって、令第１１２条第１４項に規定する構造のもので

区画しなければならない。ただし、耐火構造でない建築物にあっては、両面を防火構造とした壁又

は法第２条第９号の２ロに規定する防火設備で区画することができる。 

（客席部の出入口） 

第３７条 興行場等の各階の客席部の出入口は、次の定めるところによらなければならない。 

 ⑴ 数は、客席の定員に応じて次の表に規定する数以上とし、避難上有効に配置すること。 

客席の定員 出入口の数 

３００人以下のもの ２ 

３００人を超え６００人以下のもの ３ 

６００人を超え１，０００人以下のもの ４ 

１，０００人を超えるもの ５ 

 

 ⑵ 幅は、１．５メートル以上とすること。 

 ⑶ 幅の合計は、０．８センチメートルに客席の定員の数を乗じて得た数値以上とすること。 

（客席が避難階以外にある興行場等） 

第４０条 興行場等で客席が避難階以外の階にあるものは、第３４条から第３８条までの規定による

ほか、次に定めるところによらなければならない。 

 ⑴ 客席を地階に設ける場合は、地下１階とし、その客席の規模及び構造は次のア及びイによるこ

と。 

  ア 床面を地盤面下６メートル以内とすること。 

  イ 定員は、６００人以下とすること。 

 ⑵ 客席を避難階から数え５階以上の階に設ける場合は、避難の用に供することができる屋上広場

及び客席からこれに通ずる２以上の直通階段を設けること。 

 ⑶ 第３６条の３第１項のバルコニー又は空堀は、次のアからウまでによること。 

  ア １．５メートル以上の幅員を有すること。 

  イ 床面は、客用の屋外へ通ずる出入口又は客席部の出入口における客席の床面と同じ高さであ

ること。 

  ウ 階段又は傾斜路により、道路等安全な場所に通じていること。 

（集会場への適用） 
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第４０条の４ 第３３条、第３４条、第３６条、第３６条の２、第３６条の３、第３７条及び第４０

条の規定は、集会場の用途に供する建築物について準用する。 

（制限の緩和） 

第４０条の５ この節の規定は、知事が用途又は規模により安全上、防火上及び衛生上支障ないと認

めた場合は、これを適用しないことができる。 

第８節の２展示場 

（屋外への出口） 

第４０条の７ 第９条の規定は、展示場の用途に供する建築物について準用する。 

第９節 その他の特殊建築物 

（空地の保有） 

第４３条 遊技場、ダンスホール、キャバレー、工場又は倉庫の用途に供する建築物でその床面積が

２００平方メートルを超えるものには、その前面又は道路に通ずる側面に間口５メートル以上、奥

行き１．５メートル以上の空地を設けなければならない。 

第３章の２特別の配慮を要する特殊建築物の敷地及び構造 

（適用の範囲） 

第４３条の２ この章の規定は、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、水泳場、病院、

診療所（患者の収容施設があるものに限る｡）、老人福祉センター、児童厚生施設、身体生涯者福祉

センター、ホテル、旅館、百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、劇場、映画館、演芸場、

観覧場、公会堂、集会場、展示場、料理店又は飲食店の用途に供する特殊建築物であって、当該用

途に供する部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超えるものについて適用する。 

（利用者用の屋外へ通ずる出入口） 

第４３条の３ 前条の特殊建築物を客及びこれに類する者として利用する者（以下この章において「利

用者」という。）の用に供する避難階における屋外へ通ずる主要な出入口のうち一以上は、次に定め

る構造としなければならない。 

 ⑴ 幅は、９０センチメートル以上とすること（第９条第２号（第４０条の７において準用する場

合を含む。）の規定により１．２メートル以上としなければならない場合及び第３６条第１項第２

号の規定により１．５メートル以上としなければならない場合を除く。)｡ 

 ⑵ 床面は、水平とすること（当該床面の構造により、通行の安全上支陣がない場合を除く。)。 

（利用者用の敷地内の通路） 

第４３条の４ 前条の規定による構造の出入口と道路との間の利用者の用に供する通路は、次に定め

る構造としなければならない。 

 ⑴ 幅は、１．２メートル以上とすること（令第１２８条の規定により１．５メートル以上としな

ければならない場合を除く｡)。 

 ⑵ 高低差がある場合は、次に定める構造の傾斜路を設けること。 

  ア 幅は、１．２メートル（段を併設する場合は、９０センチメートル）以上とすること。 

  イ こう配は、１２分の１（傾斜路の高さが１６センチメートル以下の場合は、８分の１）以下

とすること。 

  ウ 高さが７５センチメートル以内ごとに踏幅が１．５メートル以上の踊場を設けること。 
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  エ 手すりを設けること。 

（制限の緩和） 

第４３条の９ この章の規定は、知事が用途又は規模等により安全上、防火上及び衞生上支障ないと

認めた場合は、これを適用しないことができる。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第４３条の１０ 法第３条第２項の規定により第４３条の３から第４３条の８までの規定の適用を受

けない第４３条の２の特殊建築物について増築又は改築をする場合においては、当該増築又は改築

する部分以外の部分に対しては、第４３条の３から第４３条の８までの規定は、適用しない。 

２ 法第３条第２項の規定により第４３条の３から第４３条の８までの規定の適用を受けない第４３

条の２の特殊建築物について大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更をする場合においては、

第４３条の３から第４３条の８までの規定は、適用しない。 

第３章の３災害危険区域 

（災害危険区域の指定等） 

第４３条の１１ 法第３９条第１項の規定により災害危険区域として指定する区域は、急傾斜地の崩

壊による災害の防止に関する法律第３条の規定により急傾斜地崩壊危険区域として指定した区域内

で急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として知事が認めた区域とする。 

２ 知事は、災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聞かなけれ

ばならない。これを解除しようとするときも、同様とする。 

３ 知事は、災害危険区域を指定するときは規則で定めるところにより当該災害危険区域を告示する

とともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。これを解除するときも、同様とする。 

４ 第１項の規定による災害危険区域の指定又は解除は、前項の規定による告示によりその効力を生

ずる。 

（災害危険区域内における建築の禁止） 

第４３条の１２ 災害危険区域内においては、居室を有する建築物は、建築してはならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合であって知事が安全上支障がないと認めて許可したときは、こ

の限りでない。 

 ⑴ 建築物の主要構造部を鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造とする場合 

 ⑵ 急傾斜地の崩壊に対する防護施設又は防止施設を講じた場合 

第３章の４中高層建築物の日影時間の指定 

（日影による中高層の建築物の高さの制限） 

第４３条の１３ 法第５６条の２第１項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る

対象区域として指定する区域は次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について平均地盤

面からの高さとして法別表第４（は）欄の高さのうちから指定する高さは同表の中欄に掲げる高さ

とし、生じさせてならない日影時間として法別表第４（に）欄の各号のうちから指定する号は右欄

に掲げる号とする。 

対象区域   

都市計画法第８条第１項第 都市計画法第８条第３項 法 別 表 第 ４ 法 別 表 第 ４
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１号の規定により定められ

た地域 

第２号イの規定により建

築物の延ベ面積の敷地面

積に対する割合に関する

都市計画が定められた土

地の区域 

（は）欄の高さ （に）欄の号 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

１０分の５の区域 

１０分の６の区域 

１０分の８の区域 

１０分の１０の区域 

１０分の１５の区域 

１０分の２０の区域 

 （ニ） 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

１０分の１０の区域 

１０分の１５の区域 

１０分の２０の区域 

４メートル （ニ） 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

１０分の２０の区域 ４メートル （ニ） 

 

第４章雑則 

（階避難安全性能を有する建築物の階等に対する適用除外） 

第４５条 令第１２９条の２第２項に規定する階避難安全性能を有する建築物の階又は令第１２９条

の２の２第２項に規定する全館避難安全性能を有する建築物の階については、第７条（小学校に限

る｡）、第２９条、第３６条の３、第３７条、第４０条の２及び第４０条の３の規定は、適用しない。 

２ 令第１２９条の２の２第２項に規定する全館避難安全性能を有する建築物については、第９条、

第１２条、第２８条、第３６条、第３６条の２、第４０条及び第４０条の６の規定は、適用しない。 

（仮設建築物に対する制限等の緩和） 

第４６条 法第８５条第５項の仮設建築物で消火、避難に有効な５メート以上の空地を周囲に有する

ものについて知事が安全上、防火上及び衛生上支障ないと認めて１年以内の期間を定めてその建築

を許可する場合において、第３条の２、第４条、第３４条、第４０条から第４０条の４まで及び第

４０条の６から第４１条までの規定を適用しない。 

（一定の複数建築物に対する制限の特例） 

第４７条 法第８６条第１項若しくは第２項又は法第８６条の２第１項の規定により認定を受けた建

築物に対する第３条の２、第４条、第９条第１項第１号、第１７条、第１８条、第２０条第１項、

第２１条、第２２条、第２７条、第３０条、第３４条（第４０条の４において準用する場合を含む。）、

第３５条、第３６条第２項及び第３項（第４０条の４において準用する場合を含む。）、第４１条、

第４３条及び第４３条の４の規定の適用については、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみ

なす。 

第５章罰則 
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（罰則） 

第４８条 第３条、第４条、第７条、第９条、第１１条から第１３条まで、第１６条から第１８条ま

で、第２０条から第２２条まで、第２４条から第２５条まで、第２７条から第３０条まで、第３２

条から第３８条まで、第４０条から第４０条の４まで、第４０条の６から第４１条まで、第４３条、

第４３条の３から第４３条の８まで、第４３条の１２又は第４４条の規定に違反した場合における

その建築物、工作物又は建築設備の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し又は設計図書に従

わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の施工者）は、５０万

円以下の罰金に処する。 

２ 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の

設置者の故意によるものであるときは、その設計者又は工事施工者を罰するほか、その建築主、工

作物の築造主、又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。 

（法人の代表者に対する罰則） 

第４９条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業

務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対

して前条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者のその違反行為を防

止するため、その業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法

人又は人については、この限りでない。 

（過料） 

第５０条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額

の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下

の過料を科する。 
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道路交通法（抄） 
（昭和３５年６月２５日法律第１０５号） 

（公安委員会の交通規制） 

第４条 都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は

交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定

めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等

の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要

するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすること

が困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場にお

ける指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることが

できる。 

２ 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、

その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。 

３ 公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場

所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。 

（禁止行為） 

第７６条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに

設置してはならない。 

２ 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 

３ 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 

４ 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 

 ⑴ 道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 

 ⑵ 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまっ

ていること。 

 ⑶ 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行

為をすること。 

 ⑷ 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、

又は発射すること。 

 ⑸ 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 

 ⑹ 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛

び降り、又はこれらに外からつかまること。 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の

危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 

（道路の使用の許可） 

第７７条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に

係る場所を管轄する警察署長の許可（当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する２以

上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同
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じ。）を受けなければならない。 

 ⑴ 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人 

 ⑵ 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者 

 ⑶ 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通

に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が

集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の

状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定め

たものをしようとする者 

２ 前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する

ときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。 

 ⑴ 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。 

 ⑵ 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従って行なわれることにより交通の妨害となるお

それがなくなると認められるとき。 

 ⑶ 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得

ないものであると認められるとき。 

３ 第１項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当

該許可に係る行為が前項第１号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、そ

の他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。 

４ 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が

生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。 

５ 所轄警察署長は、第１項の規定による許可を受けた者が前２項の規定による条件に違反したとき、

又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、

その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。 

６ 所轄警察署長は、第３項又は第４項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処

分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び

当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与

えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでな

い。 

７ 第１項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第５項の規定によ

り当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置

を講じなければならない。 

（許可の手続） 

第７８条 前条第１項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申

請書を所轄警察署長に提出しなければならない。 

２ 前条第１項の規定による許可に係る行為が道路法第３２条第１項又は第３項の規定の適用を受け

るものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうこと

ができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しな
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ければならない。 

３ 所轄警察署長は、前条第１項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 

４ 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所

轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。 

５ 第３項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破

損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。 

６ 第１項の申請書の様式、第３項の許可証の様式その他前条第１項の許可の手続について必要な事

項は、内閣府令で定める。 

（道路の管理者との協議） 

第７９条 所轄警察署長は、第７７条第１項の規定による許可をしようとする場合において、当該許

可に係る行為が道路法第３２条第１項又は第３項の規定の適用を受けるものであるときは、あらか

じめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。 

（道路の管理者の特例） 

第８０条 道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なお

うとするときは、当該道路の管理者は、第７７条第１項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議

すれば足りる。 

２ 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 

（違法工作物等に対する措置） 

第８１条 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物

件の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業の中止その他当該違反行為に係る工作

物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置

をとることを命ずることができる。 

 ⑴ 第７６条第１項又は第２項の規定に違反して工作物等を設置した者 

 ⑵ 第７６条第３項の規定に違反して物件を置いた者 

 ⑶ 第７７条第１項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なった者 

 ⑷ 第７７条第３項又は第４項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者 

 ⑸ 第７７条第７項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じな

かった者 

２ 警察署長は、前項第１号、第２号又は第３号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないた

め、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当

該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工

作物等を保管しなければならない。 

３ 警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者

その他当該工作物等について権原を有する者に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めると

ころにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。 

４ 警察署長は、第２項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあると

き、又は前項の規定による公示の日から起算して３月を経過してもなお当該工作物等を返還するこ

とができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その
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保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売

却し、その売却した代金を保管することができる。 

５ 警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定す

る価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。 

６ 第４項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。 

７ 第２項から第４項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費

用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。 

８ 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期

限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。 

９ 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しな

いときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、

警察署長は、負担金につき年１４．５パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督

促に要した手数料を徴収することができる。 

１０ 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手

数料を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することが

できる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

１１ 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。 

１２ 第３項に規定する公示の日から起算して６月を経過してもなお第２項の規定により保管した工

作物等（第４項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することがで

きないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。 

（沿道の工作物等の危険防止措置） 

第８２条 警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、

又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等

の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため

必要な措置をとることを命ずることができる。 

２ 前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これ

らの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自

ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当

該工作物等を保管しなければならない。 

３ 第８１条第３項から第１２項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。 

（工作物等に対する応急措置） 

第８３条 警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路

における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認める

ときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、

当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。 

２ 前項に規定する措置を採った場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察

官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物

等が在った場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、
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当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。 

３ 第８１条第３項から第１２項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。 

 

道路交通法施行令（抄） 
（昭和３５年１０月１１日政令第２７０号） 

（公安委員会の交通規制） 

第１条の２ 法第４条第１項の規定により都道府県公安委員会が信号機又は道路標識若しくは道路標

示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見

やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してし

なければならない。 

２ 法第４条第１項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を０．７５メートル

以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを０．５メ

ートル以上０．７５メートル未満とすることができる。 

３ 法第４条第１項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯（以下「横断歩道等」とい

う。）を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げ

る場合にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。 

 ⑴ 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置するこ

と。 

 ⑵ 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由によ

り第１項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところ

により、道路標識のみを設置すること。 

４ 法第４条第１項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところ

によるものとする。 

 ⑴ 道路の左側部分（当該道路が一方通行となっているときは、当該道路）に２以上の車両通行帯

を設けること。 

 ⑵ 歩道と車道の区別のない道路（歩行者の通行の用に供しない道路を除く。）に車両通行帯を設け

るときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に１メートル以上の幅員を有する路側帯を

設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあっては、路側帯の幅員を０．５メー

トル以上１メートル未満とすることができる。 

 ⑶ 車両通行帯の幅員は、３メートル以上（道路及び交通の状況により特に必要があると認められ

るとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、１メートル以上３メートル未満）とするこ

と。 
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道路法（抄） 
（昭和２７年６月１０日法律第１８０号） 

（用語の定義） 

第２条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、

トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は

工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 

２ この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保

その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 

 ⑴ 道路上のさく又は駒止 

 ⑵ 道路上の並木又は街灯で第１８条第１項に規定する道路管理者の設けるもの 

 ⑶ 道路標識、道路元標又は里程標 

 ⑷ 道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設

その他これらに類するものをいう。） 

 ⑸ 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 

 ⑹ 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第１８条第１項に規定する道路

管理者が設けるもの 

 ⑺ 共同溝の整備等に関する特別措置法第３条第１項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝

の整備等に関する特別措置法第４条第２項に規定する電線共同溝整備道路に第１８条第１項に規

定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝 

 ⑻ 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの 

３ この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第２条第２項に規定する自動車をいう。 

４ この法律において「駐車」とは、道路交通法第２条第１項第１８号に規定する駐車をいう。 

５ この法律において「車両」とは、道路交通法第２条第１項第８号に規定する車両をいう。 

（道路の種類） 

第３条 道路の種類は、左に掲げるものとする。 

 ⑴ 高速自動車国道 

 ⑵ 一般国道 

 ⑶ 都道府県道 

 ⑷ 市町村道 

（私権の制限） 

第４条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、

所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 

（市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定

したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の
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議会の議決を経なければならない。 

３ 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の

路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得な

ければならない。 

４ 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をする

ことができない。 

５ 前項の承諾があった場合においては、地方自治法第２４４条の３第１項の規定の適用については、

同項に規定する協議が成立したものとみなす。 

（他の工作物の管理者に対する工事施行命令等） 

第２１条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路

の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条及

び第３１条の規定によって協議をした場合を除く外、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道

路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。 

（工事原因者に対する工事施行命令等） 

第２２条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事又は道

路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する

必要を生じさせた行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又

は行為者に施行させることができる。 

２ 前項の場合において、他の工事が河川法が適用され、又は準用される河川の河川工事であるとき

は、当該道路に関する工事については、同法第１９条の規定は、適用しない。 

（維持修繕協定の締結） 

第２２条の２ 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時に

おいて道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあ

らかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕

に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者（第２号において「維持修繕実施者」とい

う。）との間において、次に掲げる事項を定めた協定（以下この条において「維持修繕協定」という。）

を締結することができる。 

 ⑴ 維持修繕協定の目的となる道路の区域 

 ⑵ 維持修繕実施者が道路の損傷の程度その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道

路の維持又は修繕に関する工事の内容 

 ⑶ 前号の道路の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法 

 ⑷ 維持修繕協定の有効期間 

 ⑸ 維持修繕協定に違反した場合の措置 

 ⑹ その他必要な事項 

（附帯工事の施行） 

第２３条 道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施

行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。 

２ 前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行につ
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いては、同項の規定は、適用しない。 

（道路管理者以外の者の行う工事） 

第２４条 道路管理者以外の者は、第１２条、第１３条第３項、第１７条第４項若しくは第６項又は

第１９条から第２２条の２までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画に

ついて道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、

道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。 

（道路の構造の原則） 

第２９条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交

通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保する

ことができるものでなければならない。 

（道路の占用の許可） 

第３３条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用し

ようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 

 ⑴ 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 

 ⑵ 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

 ⑶ 鉄道、軌道その他これらに類する施設 

 ⑷ 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

 ⑸ 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

 ⑹ 露店、商品置場その他これらに類する施設 

 ⑺ 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は

施設で政令で定めるもの 

２ 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出

しなければならない。 

 ⑴ 道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用

することをいう。）の目的 

 ⑵ 道路の占用の期間 

 ⑶ 道路の占用の場所 

 ⑷ 工作物、物件又は施設の構造 

 ⑸ 工事実施の方法 

 ⑹ 工事の時期 

 ⑺ 道路の復旧方法 

３ 第１項の規定による許可を受けた者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合において

は、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定め

るものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 

４ 第１項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第７７条第１項の規定の適用を受ける

ものである場合においては、第２項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を

経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路

管理者に送付しなければならない。 
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５ 道路管理者は、第１項又は第３項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に

係る行為が道路交通法第７７条第１項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地

域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 

（道路の占用の許可基準） 

第３３条 道路管理者は、道路の占用が前条第１項各号のいずれかに該当するものであって道路の敷

地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第２項第２号から第７号までに掲げ

る事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第１項又は第３項の許可を与えるこ

とができる。 

２ 次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路

の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第１項又は第３項の許可を与えることができる。 

 ⑴ 前条第１項第５号から第７号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は

第４８条の４に規定する自動車専用道路の連結路附属地（これらの道路のうち、これらの道路と

当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交

通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。）に設けられるこれらの道路の通行者

の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用す

るにふさわしいと認められるもの 

 ⑵ 前条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その

他道路（高速自動車国道及び第４８条の４に規定する自動車専用道路を除く。）の管理上当該道路

の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上

を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活

動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が

設けるもの 

（工事の調整のための条件） 

第３４条 道路管理者は、第３２条第１項又は第３項の規定による許可を与えようとする場合におい

て、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認める

ときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しく

は他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して

必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る

道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。 

（水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例） 

第３６条 水道法、工業用水道事業法、下水道法、鉄道事業法若しくは全国新幹線鉄道整備法、ガス

事業法、電気事業法又は電気通信事業法の規定に基づき、水管（水道事業、水道用水供給事業又は

工業用水道事業の用に供するものに限る。）、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管（ガス事業

法第２条第１項に規定する一般ガス事業又は同条第３項に規定する簡易ガス事業の用に供するもの

に限る。）又は電柱、電線若しくは公衆電話所（これらのうち、電気事業法に基づくものにあっては

同法第２条第１項第１０号に規定する電気事業者（同項第８号に規定する特定規模電気事業者を除

く。）がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあっては同法第１２０条第１

項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。）を
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道路に設けようとする者は、第３２条第１項又は第３項の規定による許可を受けようとする場合に

おいては、これらの工事を実施しようとする日の１月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道

路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事

又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。 

２ 道路管理者は、前項の計画書に基づく工事（前項ただし書の規定による工事を含む。）のための道

路の占用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る道路の占用が第３３条第１項の規定

に基づく政令で定める基準に適合するときは、第３２条第１項又は第３項の規定による許可を与え

なければならない。 

（道路の占用の禁止又は制限区域等） 

第３７条 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車

両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に

必要があると認める場合においては、第３３条、第３５条及び前条第２項の規定にかかわらず、区

域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。 

２ 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場

合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限し

ようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域

の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 

３ 道路管理者は、前２項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとす

る場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。 

（原状回復） 

第４０条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において

は、道路の占用をしている工作物、物件又は施設（以下これらを「占用物件」という。）を除却し、

道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、こ

の限りでない。 

２ 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不

適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 

（添加物件に関する適用） 

第４１条 道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある

物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。 

（道路の維持又は修繕） 

第４２条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支

障を及ぼさないように努めなければならない。 

２ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。 

３ 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければ

ならない。 

（道路に関する禁止行為） 

第４３条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 

 ⑴ みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 
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 ⑵ みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞

のある行為をすること。 

（利便施設協定の締結等） 

第４８条の１７ 道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利

便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺

の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のた

め必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設について、道路外

利便施設所有者等（当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地（建築

物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあっては、当該建築物その他の工作物

のうち当該道路外利便施設に係る部分）の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利（臨時設

備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者をいう。次項及び第４

８条の１９において同じ。）との間において、次に掲げる事項を定めた協定を締結して、当該道路外

利便施設の管理を行うことができる。 

 ⑴ 利便施設協定の目的となる道路外利便施設（以下「協定利便施設」という。） 

 ⑵ 協定利便施設の管理の方法 

 ⑶ 利便施設協定の有効期間 

 ⑷ 利便施設協定に違反した場合の措置 

 ⑸ 利便施設協定の掲示方法 

 ⑹ その他協定利便施設の管理に関し必要な事項 

２ 利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。 

（道路管理者以外の者の行う工事等に要する費用） 

第５７条 第２４条の規定により道路管理者以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持に要す

る費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行う者が負担しなけれ

ばならない。 

（原因者負担金） 

第５８条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維

持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担す

る者にその全部又は一部を負担させるものとする。 

２ 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、道路に関する工事の費用については、

河川法第６８条の規定は、適用しない。 

（附帯工事に要する費用） 

第５９条 道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必

要を生じた他の工事に要する費用は、第３２条第１項及び第３項の規定による許可に附した条件に

特別の定がある場合並びに第３５条の規定による協議による場合を除く外、その必要を生じた限度

において、この法律の規定に基いて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は

一部を負担しなければならない。 

２ 前項の場合において、他の工事が河川工事であるときは、他の工事に要する費用については、同

項の規定は、適用しない。 
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３ 道路管理者は、第１項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となったもので

ある場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度にお

いて、その原因となった工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。 

（他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用） 

第６０条 第２１条の規定によって道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事

に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負

担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受け

た場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に

要する費用の一部を負担させることができる。 

（受益者負担金） 

第６１条 道路管理者は、道路に関する工事に因って著しく利益を受ける者がある場合においては、

その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 

２ 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者

である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあっては、政令）で定める。 

（道路の占用に関する工事の費用） 

第６２条 道路の占用に関する工事に要する費用は、第５９条の規定の適用がある場合を除き、道路

の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。第３８条第１項の規定によ

り道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。 

（都道府県公安委員会との調整） 

第９５条の２ 道路管理者は、第４５条第１項の規定により道路（高速自動車国道及び自動車専用道

路を除く。）に区画線（道路交通法第２条第２項の規定により同条第１項第１６号の道路標示とみな

されるものに限る。）を設け、第４６条第１項若しくは第３項若しくは第４７条第３項の規定により

道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道

路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、若しくは道路上に道路の附属物

である自動車駐車場を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴

かなければならない。ただし、第４６条第１項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しよう

とする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものと

し、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければな

らない。 

２ 道路管理者は、道路の区域を立体的区域として決定し、若しくは変更し、第４８条の２第１項若

しくは第２項の規定による自動車専用道路の指定をし、第４５条第１項の規定により自動車専用道

路に区画線を設け、第４６条第１項若しくは第３項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、

若しくは制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地

域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。前項ただし書の規定は、道路管理者

が第４６条第１項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合につい

て準用する。 
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道路法施行令（抄） 
（昭和２７年１２月４日政令第４７９号） 

（道路管理者以外の者の行う軽易な道路の維持） 

第３条 法第２４条但書に規定する道路の維持で政令で定める軽易なものは、道路の損傷を防止する

ために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持とする。 

（道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等） 

第７条 法第３２条第１項第７号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 

 ⑵ 太陽光発電設備及び風力発電設備 

 ⑶ 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設 

 ⑷ 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 

 ⑸ 土石、竹木、瓦その他の工事用材料 

 ⑹ 防火地域（都市計画法第８条第１項第５号の防火地域をいう。）内に存する建築物を除去して、

当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物（建築基準法第２条第９号の２に規定す

る耐火建築物をいう。）を建築する場合（既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって

存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地（その近接地を含む。）

又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。）において、

当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物 

 ⑺ 都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築

物に居住する者で同法第２条第６号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容

するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区

整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物（当該防災街区整備事業の施

行に伴い移転し、又は除却するものに限る。）に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当

該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設 

 ⑻ 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第３３条第２項第１号に規定する高速自

動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地（以下「特定連結路附属地」という。）に設ける

食事施設、購買施設その他これらに類する施設（第１３号に掲げる施設を除く。）でこれらの道路

の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 

 ⑼ トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自

転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設 

 ⑽ 次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動

車駐車場 

  イ 都市計画法第８条第１項第３号の高度地区（建築物の高さの最低限度が定められているもの

に限る。）及び高度利用地区並びに同項第４号の２の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は

自動車専用道路 

  ロ 都市再生特別措置法第３６条の３第１項に規定する特定都市道路（イに掲げる道路を除く。） 

 ⑾ 建築基準法第８５条第１項に規定する区域内に存する道路（車両又は歩行者の通行の用に供す
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る部分及び路肩の部分を除く。）の区域内の土地に設ける同項第１号に該当する応急仮設建築物で、

被災者の居住の用に供するため必要なもの 

 ⑿ 道路の区域内の地面に設ける自転車（側車付きのものを除く。）、原動機付自転車（側車付きの

ものを除く。）又は道路運送車両法第３条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの

（いずれも側車付きのものを除く。）を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具（第９号

に掲げる施設に設けるものを除く。） 

 ⒀ 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所 

（道路の占用の軽易な変更） 

第８条 法第３２条第２項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと

認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 占用物件の構造の変更であって重量の著しい増加を伴わないもの。 

 ⑵ 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であって、当該道路

占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。 

（占用の期間に関する基準） 

第９条 法第３２条第２項第２号に掲げる事項についての法第３３条第１項の政令で定める基準は、

占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各

号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。 

 ⑴ 次に掲げる工作物、物件又は施設 １０年以内 

  イ 水道法による水管（同法第３条第２項に規定する水道事業又は同条第４項に規定する水道用

水供給事業の用に供するものに限る。） 

  ロ 工業用水道事業法による水管（同法第２条第４項に規定する工業用水道事業の用に供するも

のに限る。） 

  ハ 下水道法による下水道管 

  ニ 鉄道事業法又は全国新幹線鉄道整備法による鉄道で公衆の用に供するもの 

  ホ ガス事業法によるガス管（同法第２条第１項に規定する一般ガス事業又は同条第３項に規定

する簡易ガス事業の用に供するものに限る。） 

  ヘ 電気事業法による電柱又は電線（同法第２条第１項第１０号に規定する電気事業者（同項第

８号に規定する特定規模電気事業者を除く。）がその事業の用に供するものに限る。） 

  ト 電気通信事業法による電柱、電線又は公衆電話所（同法第１２０条第１項に規定する認定電

気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。） 

  チ 石油パイプライン事業法による石油管（同法第２条第３項に規定する石油パイプライン事業

の用に供するものに限る。） 

 ⑵ その他の法第３２条第１項各号に掲げる工作物、物件又は施設 ５年以内 

（一般工作物等の占用の場所に関する基準） 

第１０条 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての同条第１項各号に掲げる工作物、物件又

は施設（電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第７条第２号に掲げる工作

物、同条第３号に掲げる施設、同条第６号に掲げる仮設建築物、同条第７号に掲げる施設、同条第

８号に掲げる施設、同条第１１号に掲げる応急仮設建築物及び同条第１２号に掲げる器具を除く。）
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に関する法第３３条第１項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 一般工作物等（鉄道の軌道敷を除く。）を地上（トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路が

ない区域の地上を除く。次条第１項第２号、第１１条の２第１項第１号、第１１条の３第１項第

１号、第１１条の６第１項、第１１条の７第１項及び第１１条の８第１項において同じ。）に設け

る場合においては、次のいずれにも適合する場所（特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっ

ては、ロ及びハのいずれにも適合する場所）であること。 

  イ 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあるこ

と。 

   ① 法（のり）面 

   ② 側溝上の部分 

   ③ 路端に近接する部分 

   ④ 歩道（自転車歩行者道を含む。第１１条の６第１項第２号及び第１１条の９第１項第２号

を除く。）内の車道（自転車道を含む。第１１条の６第１項第１号、第１１条の９第１項第１

号及び第１１条の１０第１項第１号を除く。）に近接する部分 

   ⑤ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすお

それのない場合にあっては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分 

  ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分（法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の

車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部

分を除く。）がある場合においては、その最下部と路面との距離が４．５メートル（歩道上にあ

っては、２．５メートル）以上であること。 

  ハ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそ

れのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。 

 ⑵ 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 

  イ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と

錯そうするおそれのない場所であること。 

  ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。 

  ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接

近していること。 

 ⑶ 一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの

換気若しくは採光に支障のない場所であること。 

 ⑷ 一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障

のない場所であること。 

 ⑸ 一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結され

る道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。 

（電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準） 

第１１条 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第３３条

第１項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所で
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あること。 

 ⑵ 電柱（鉄道の電柱を除く。）を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、

鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。 

  イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置に

あること。 

   ① 法面（法面のない道路にあっては、路端に近接する部分） 

   ② 歩道内の車道に近接する部分 

  ロ 同一の線路に係る電柱を道路（道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。）に設ける

場合においては、道路の同じ側であること。 

  ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当

該占用物件との水平距離が８メートル以上であること。 

２ 前条第２号から第５号までの規定は電柱について、同条第１号（ハに係る部分に限る。）及び第２

号から第５号までの規定は公衆電話所について準用する。 

（電線の占用の場所に関する基準） 

第１１条の２ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての電線に関する法第３３条第１項の政

令で定める基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 

  イ 電線の最下部と路面との距離が５メートル（既設の電線に附属して設ける場合その他技術上

やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあっては４．５

メートル、歩道上にあっては２．５メートル）以上であること。 

  ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上や

むを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線

に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。 

 ⑵ 電線を地下（トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第１

項第２号及び第１１条の４第１項において同じ。）に設ける場合においては、次のいずれにも適合

する場所であること。 

  イ 道路を横断して設ける場合及び車道（歩道を有しない道路にあっては、路面の幅員の３分の

２に相当する路面の中央部。以下この号及び第１１条の７第１項第２号において同じ。）以外の

部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められ

るときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。 

  ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除

き、車道にあっては０．８メートル、歩道（歩道を有しない道路にあっては、路面の幅員の３

分の２に相当する路面の中央部以外の部分。次条第１項第２号イ並びに第１１条の７第１項第

２号及び第３号において同じ。）にあっては０．６メートルを超えていること。 

 ⑶ 電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。 

２ 第１０条第２号から第５号まで及び前条第１項第１号の規定は、電線について準用する。 

（水管又はガス管の占用の場所に関する基準） 

第１１条の３ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第３３条
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第１項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以

外の道路の部分であること。 

 ⑵ 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 

  イ 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、

公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に

設ける場合を除き、歩道の部分であること。 

  ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が１．２メートル（工事実施上やむを得ない場

合にあっては、０．６メートル）を超えていること。 

２ 第１０条第１号（ロに係る部分に限る。）及び第２号から第５号まで、第１１条第１項第１号並び

に前条第１項第３号の規定は、水管又はガス管について準用する。 

（下水道管の占用の場所に関する基準） 

第１１条の４ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての下水道管に関する法第３３条第１項

の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が

３メートル（工事実施上やむを得ない場合にあっては、１メートル）を超えていることとする。 

２ 第１０条第１号（ロに係る部分に限る。）及び第２号から第５号まで、第１１条第１項第１号、第

１１条の２第１項第３号並びに前条第１項第１号及び第号（イに係る部分に限る。）の規定は、下水

道管について準用する。 

（石油管の占用の場所に関する基準） 

第１１条の５ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての石油管に関する法第３３条第１項の

政令で定める基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得

ないと認められる場合を除き、地下であること。 

 ⑵ 石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 

  イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設

ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道

路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。 

  ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合

を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。 

   ① 市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあっては当該防護構

造物の頂部と路面との距離が１．５メートルを、その他の場合にあっては石油管の導管の頂

部と路面との距離が１．８メートルを超えていること。 

   ② 市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部（防護構造物によりその導管を防護す

る場合にあっては、当該防護構造物の頂部）と路面との距離が１．５メートルを超えている

こと。 

  ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける

場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が１．２メートル（防護工又は防護構造

物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあっては０．９メートル、市街地以外



－８５５－ 

 

の地域にあっては０．６メートル）を超えていること。 

  ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油

管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。 

 ⑶ 石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 

  イ トンネルの中でないこと。 

  ロ 高架の道路の路面下の道路のない区域にあっては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下

であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。 

  ハ 石油管の最下部と路面との距離が５メートル以上であること。 

２ 第１０条第２号から第５号まで、第１１条の２第１項第３号及び第１１条の３第１項第１号の規

定は、石油管について準用する。この場合において、第１０条第２号中「適合する場所」とあるの

は、「適合する場所（高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあっては、イ及びロに適合する場所）」

と読み替えるものとする。 

（太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準） 

第１１条の６ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての第７条第２号に掲げる工作物、同条

第３号に掲げる施設又は同条第８号に掲げる施設（以下この条において「太陽光発電設備等」とい

う。）に関する法第３３条第１項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合にお

いては、次のいずれにも適合する場所であることとする。 

 ⑴ 太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。 

 ⑵ 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構

造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩

行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令第１０条第３

項本文、第１０条の２第２項又は第１１条第３項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあ

ってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第３０条第３項の条例で定める幅員であること。 

２ 第１０条第１号（ロ及びハに係る部分に限る。）及び第２号から第５号までの規定は、太陽光発電

設備等について準用する。 

（特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準） 

第１１条の７ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての第７条第６号に掲げる仮設建築物又

は同条第７号に掲げる施設（以下「特定仮設店舗等」という。）に関する法第３３条第１項の政令で

定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所である

こととする。 

 ⑴ 道路の一方の側に設ける場合にあっては１２メートル以上、道路の両側に設ける場合にあって

は２４メートル以上の幅員の道路であること。 

 ⑵ 法面、側溝上の部分又は歩道上の部分（道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認

められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあっては、これらの部

分及び車道内の歩道に近接する部分）であること。 

 ⑶ 歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側

を通行することができる場所であること。 

 ⑷ 特定仮設店舗等を設けることによって通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の
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一方の側につき４メートル以下であること。 

２ 第１０条第１号（ハに係る部分に限る。）及び第２号から第５号までの規定は、特定仮設店舗等に

ついて準用する。 

（応急仮設住宅の占用の場所に関する基準） 

第１１条の８ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての第７条第１１号に掲げる応急仮設建

築物に関する法第３３条第１項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合において

は、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。 

 ⑴ 法面 

 ⑵ 側溝上の部分 

 ⑶ 路端に近接する部分（車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。） 

２ 第１０条第１号（ロ及びハに係る部分に限る。）及び第２号から第５号までの規定は、応急仮設住

宅について準用する。 

（自転車駐車器具の占用の場所に関する基準） 

第１１条の９ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての第７条第１２号に規定する自転車を

駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具に関する法第３３条第１項の政令で定める基準は、

次のいずれにも適合する場所であることとする。 

 ⑴ 車道以外の道路の部分（分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第

１項第１号において同じ。）であること。 

 ⑵ 法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合におい

ては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車

器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の

側の幅員が、国道にあっては道路構造令第１０条第３項本文、第１０条の２第２項又は第１１条

第３項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌

して法第３０条第３項の条例で定める幅員であること。 

２ 第１０条第１号及び第５号の規定は、自転車駐車器具について準用する。この場合において、同

条第１号中「地上（」とあるのは「地面（」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれ

にも適合する場所（特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっては、ロ及びハのいずれにも適合

する場所）」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。 

（原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準） 

第１１条の１０ 法第３２条第２項第３号に掲げる事項についての第７条第１２号に規定する原動機

付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具に関する法第３３条第

１項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。 

 ⑴ 車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。 

 ⑵ 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車

等駐車器具を原動機付自転車（側車付きのものを除く。）又は二輪自動車の駐車の用に供したとき

に自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあっては道路構造令第１０条

第３項本文、第１０条の２第２項又は第１１条第３項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道

にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第３０条第３項の条例で定める幅員である
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こと。 

２ 第１０条第１号及び第５号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。この場合に

おいて、同条第１号中「地上（」とあるのは「地面（」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次

のいずれにも適合する場所（特定連結路附属地の地上に設ける場合にあっては、ロ及びハのいずれ

にも適合する場所）」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。 

（構造に関する基準） 

第１２条 法第３２条第２項第４号に掲げる事項についての法第３３条第１項の政令で定める基準は、

次のとおりとする。 

 ⑴ 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 

  イ 倒壊、落下、剥離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障

を及ぼすことがないと認められるものであること。 

  ロ 電柱の脚釘は、路面から１．８メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるもので

あること。 

  ハ 特定仮設店舗等又は第７条第８号に掲げる施設（特定連結路附属地に設けるものを除く。）に

あっては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくす

るものであること。 

 ⑵ 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 

  イ 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさな

いものであること。 

  ロ 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。 

  ハ 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設ける

ものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用

物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。 

 ⑶ 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えな

い構造であること。 

 ⑷ 特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 

  イ 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。 

  ロ 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設

と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適

切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。 

（工事実施の方法に関する基準） 

第１３条 法第３２条第２項第５号に掲げる事項についての法第３３条第１項の政令で定める基準は、

次のとおりとする。 

 ⑴ 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。 

 ⑵ 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるも

のとし、えぐり掘の方法によらないこと。 

 ⑶ 路面の排水を妨げない措置を講ずること。 

 ⑷ 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。 
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 ⑸ 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路

の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。 

 ⑹ 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管が地下に設

けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあっては、保安上の支障のない場

合を除き、次のいずれにも適合するものであること。 

  イ 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。 

  ロ 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会

いその他の保安上必要な措置を講ずること。 

  ハ ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。 

（工事の時期に関する基準） 

第１４条 法第３２条第２項第６号に掲げる事項についての法第３３条第１項の政令で定める基準は、

次のとおりとする。 

 ⑴ 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。 

 ⑵ 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その

他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。 

（道路の復旧の方法に関する基準） 

第１５条 法第３２条第２項第７号に掲げる事項についての法第３３条第１項の政令で定める基準は、

次のとおりとする。 

 ⑴ 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固

めること。 

 ⑵ 占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補

充又は入換えを行った後に埋め戻すこと。 

 ⑶ 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもって掘削前の路面形に締

め固めること。 

（技術的細目） 

第１６条 第１０条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通

省令で定める。ただし、第１１条の５に規定する石油管（第９条第１号チに掲げる石油管に限る。）

の占用の場所に関する基準又は第１２条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて

必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第１５条第３項第２号の規定に基づく主務省令の規

定（石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。）の例による。 

（道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設） 

第１７条 法第３３条第２項第２号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋 

 ⑵ 花壇その他道路の緑化のための施設 

 ⑶ 高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であって、自転車の安全利用の促進及び自転車等の

駐車対策の総合的推進に関する法律第７条第１項に規定する総合計画にその整備に関する事業の

概要が定められたもの 

（工事の計画書の提出を要しない軽易な工事） 
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第１８条 法第３６条第１項ただし書の政令で定める軽易な工事は、各戸に引き込むために地下に埋

設する水管、下水道管、ガス管又は電線で、道路を占用する部分の延長が２０メートルを超えない

ものの設置又は改修に関する工事とする。 

（道路の維持又は修繕に関する技術的基準等） 

第３５条の２ 法第４２条第２項の政令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要

な事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地質又は気象

の状況その他の状況を勘案して、適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪その

他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 

 ⑵ 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物に

ついて、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。 

 ⑶ 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握

したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。 

２ 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土

交通省令で定める。 

（道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設） 

第３５条の４ 法第４８条の１７第１項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 道路に沿って設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの（当該通

路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国

土交通省令で定めるものを含む。） 

 ⑵ 道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識 

 ⑶ 自動車駐車場又は自転車駐車場（いずれも道路に接して設けられたものに限る。） 

 ⑷ 道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋 

 ⑸ 花壇その他道路の緑化のための施設 

 ⑹ 道路に接して設けられた公衆便所 

（都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築） 

第３８条の２ 法第９５条の２第１項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改

築は、車道又は歩道の幅員の変更（歩道にあっては、その拡幅を除く。）及び交通島、中央帯又は植

樹帯の設置とする。 

 

 

道路法施行規則（抄） 
（昭和２７年８月１日号外建設省令第２５号） 

（電線等の名称等の明示） 

第４条の３の２ 令第１２条第２号ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくは

ガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 管路に収容されない電線又は外径が０．０８メートルに満たない管路に収容される電線 
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 ⑵ 多段積みの管路に収容される電線で、最上段の管路以外の管路に収容されるもの 

 ⑶ 並列多段積みの管路の最上段の管路に収容される電線のうち、両側に電線を収容する管路があ

り、かつ、そのいずれかから０．０８メートルに満たない距離にある管路に収容されるもの（該

当する電線を収容する２本の管路が隣接することとなる場合にあっては、当該隣接する管路のう

ちのいずれかに収容される電線） 

 ⑷ 外径が０．０８メートルに満たない水管、下水道管又はガス管（１キログラム毎平方センチメ

ートル以上の圧力のガスを通ずるものを除く。） 

 ⑸ 洞道又はコンクリート造の堅固なトラフに収容されるもの 

 ⑹ コンクリート造の堅固な構造を有するものであって、外形上当該占用物件の名称及び管理者が

明らかであると認められるもの 

 ⑺ 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域以外の地域内の道路におい

て、他の占用物件が埋設されていない場所に埋設されるもの 

２ 令第１２条第２号ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものと

する。 

 ⑴ 名称 

 ⑵ 管理者 

 ⑶ 埋設した年 

 ⑷ 電気事業法の規定に基づいて設ける電線にあっては、電圧 

 ⑸ ガス事業法の規定に基づいて設けるガス管にあってはガスの圧力、その他のガス管にあっては

ガスの圧力及び種類 

 ⑹ 石油管にあっては、石油の圧力及び種類 

３ 令第１２条第２号ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。 

 ⑴ おおむね２メートル以下の間隔で行うこと。 

 ⑵ 当該占用物件又はこれに附属して設けられる物件に、ビニールその他の耐久性を有するテープ

を巻き付ける等の方法により行うこと。 

 ⑶ 退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように行うこと。 

 ⑷ 当該占用物件を損傷するおそれがないように行うこと。 

（道路の交差する場所等における電柱の占用） 

第４条の４ 電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に

著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上

に設けることができる。 

（地下に設ける電線の頂部と路面との距離） 

第４条の４の２ 令第１１条の２第１項第２号ロに規定する電線は、次の各号に掲げるもの以外のも

のとする。 

 ⑴ 災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い一時的に設けられる電線 

 ⑵ 路床が岩盤等であって令第１１条の２第１項第２号ロに規定する距離とすることが著しく困難

な場所に設けられる電線 

 ⑶ 電線の立ち上がり部分 
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 ⑷ 各戸に引き込むために埋設される電線 

 ⑸ 道路若しくは電線を収容する占用物件の構造又は他の占用物件の占用の位置の関係から、令第

１１条の２第１項第２号ロに規定する距離とすることが著しく困難又は不適当な場所に設けられ

る電線 

２ 前項各号に規定する電線の頂部と路面との距離は、舗装の構造、交通量、自動車の重量、路床の

状態、気象状況等を勘案して道路管理上必要な距離とする。 

３ 令第１１条の２第１項第２号ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の

設ける電線共同収容溝（２以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設け

る施設で法第２条第２項第７号に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。）に収容される

電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。 

（地下に設ける通路の占用の場所及び構造） 

第４条の４の３ 通路でその全部又は出入口以外の部分が地下（トンネルの上又は高架の道路の路面

下の道路がない区域の地下を除く。）に設けられるもの（以下この条において「地下通路」という。）

の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。 

 ⑴ 地下通路の出入口を地上に設ける場合においては、法面又は歩道若しくは自転車歩行者道内の

車道（自転車道を含む。）に近接する部分に設けることとし、かつ、歩道等に設ける場合にあって

は、当該歩道等の一方の側を歩行者又は自転車が通行することができるようにすること。この場

合において、公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該歩道等の歩行者又は

自転車が通行することができる路面の部分の幅員は、歩道にあっては３メートル、自転車歩行者

道にあっては３．５メートルを超えていること。 

 ⑵ 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの（各戸に引き込むためのもの及びこ

れが取り付けられるものに限る。）が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場

合は、これらの上部に設けないこと。 

 ⑶ 地下通路の頂部と路面との距離は、３．５メートル（公益上やむを得ない事情があると認めら

れる場合にあっては、２．５メートル）を超えていること。 

２ 地下通路の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。 

 ⑴ 地下通路の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであるこ

と。 

 ⑵ 部材各部の応力度は、許容応力度を超えるものでないこと。 

 ⑶ 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、そ

の他の部分は、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造ること。 

 ⑷ 排水溝その他の適当な排水施設を設けること。 

（道路を掘削する場合における工事実施の方法） 

第４条の４の４ 占用に関する工事で、道路を掘削するものの実施方法は、次の各号に掲げるところ

によるものとする。 

 ⑴ 舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂

直に行うこと。 

 ⑵ 掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設け
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るものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合においては、これを他の場

所に搬出すること。 

 ⑶ わき水又はたまり水により土砂の流失又は地盤の緩みを生ずるおそれのある箇所を掘削する場

合においては、当該箇所に土砂の流失又は地盤の緩みを防止するために必要な措置を講ずること。 

 ⑷ わき水又はたまり水の排出に当たっては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置し

て道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置する

こと。 

 ⑸ 掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障

を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。 

 ⑹ 道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさない

と認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行った道路の部分に道路の交通に支障

を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削すること。 

 ⑺ 沿道の建築物に接近して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずる

こと。 

（掘削により露出することとなるガス管の防護） 

第４条の４の５ 令第１３条第６号ロの保安上必要な措置のうち、ガス事業法の規定に基づいて設け

られているガス管でその管理者以外の者の掘削により露出することとなるものの防護については、

ガス工作物の技術上の基準を定める省令（平成１２年通商産業省令第１１１号）第５４条第１号、

第２号、第３号ハ及び第４号イの例による。 

（占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法） 

第４条の４の６ 占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、次の各号に掲げるところによるもの

とする。 

 ⑴ 各層（層の厚さは、原則として０．３メートル（路床部にあっては０．２メートル）以下とす

る。）ごとにランマーその他の締固め機械又は器具で確実に締め固めて行うこと。 

 ⑵ くい、矢板等は、下部を埋め戻して徐々に引き抜くこと。ただし、道路の構造又は他の工作物、

物件若しくは施設の保全のためやむを得ない事情があると認められる場合には、くい、矢板等を

残置することができる。 

（埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分） 

第４条の４の７ 占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘

削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあっては掘削部分の外側の舗装の絶縁

線（掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によって計算したｎの値以下である場合又

はｎの値に１．２メートル（道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあっ

ては、１．８メートル）を加えた値以上である場合にあっては、掘削部分の端からの距離がｎの値

の直線）で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあっては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に

０．１を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。 

  ｎ＝ｋ×ｔ 

  この式においてｋ及びｔは、それぞれ次の値を表すものとする。 

  ｋ セメント・コンクリート舗装の道路にあっては、１．４、アスファルト系舗装の道路にあっ
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ては、１．０ 

  ｔ 掘削部分の路盤の厚さ 

２ 道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによって

は掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該

部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。 

（営利を目的としない法人に準ずる者） 

第４条の４の９ 法第３３条第２項第２号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 

 ⑴ 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、道路の清掃

を行うことを目的とするもの 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、道路交通環境の向上を図る観点から必要と認められる活動を実施す

る社団であって、道路管理者が指定したもの 

（道路の維持又は修繕に関する技術的基準等） 

第４条の５の２ 令第３５条の２第２項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的

基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食

その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあ

るものの点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこ

ととし、近接目視により、５年に１回の頻度で行うことを基本とすること。 

 ⑵ 前号の点検を行ったときは、当該トンネル等について健全性の診断を行い、その結果を国土交

通大臣が定めるところにより分類すること。 

 ⑶ 第１号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令第３５条の２第１項第３号の

措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネル等が利用されている期間中は、これを保

存すること。 

（利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準） 

第４条の１３の３ 法第４８条の５第２項第２号（同条第４項において準用する場合を含む。）の国土

交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 利便施設等にあっては、次に掲げるものであること。 

  イ 関係法令の規定を遵守するものであること。 

  ロ 自動車専用道路及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないもので

あること。 

  ハ 当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。 

 ⑵ 通路等にあっては、次に掲げるものであること。 

  イ 幅員、線形、勾配その他の構造が、自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車

専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によって自動車専用道路の安全かつ円

滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。 

  ロ 利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著し

い支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設ける

こと。 
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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故

の防止等に関する特別措置法（抄） 
（昭和４２年８月２日法律第１３１号） 

（目的） 

第１条 この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとと

もに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確

立し、もって道路交通の安全に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「土砂等」とは、土、砂利（砂及び玉石を含む。）、砕石その他政令で定め

る物をいう。 

２ この法律において「大型自動車」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定

めるものをいう。 

３ この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法第２条第８項に規定する事業用自動車をい

う。 

（表示番号の指定） 

第３条 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車（事業用自動車であるものを除く。）を使用しよう

とする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとと

もに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。 

 ⑴ 氏名又は名称及び住所 

 ⑵ 経営する事業の種類及び規模その他の概要 

 ⑶ 自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量 

 ⑷ 運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量 

 ⑸ 自動車の車庫又は常置場所の位置 

 ⑹ 運転者を雇用する場合にあっては、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離 

 ⑺ 自らその運転者である場合にあっては、その乗務時間及び乗務距離 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるもの 

２ 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車（事業用自動車であるものに限る。）を使用しようとす

る者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について

表示番号の指定を受けなければならない。 

３ 第１項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があったときは、国土交通省令で定め

るところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請し

て、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。 

（表示番号等の表示） 

第４条 土砂等の運搬の用に供する大型自動車を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、

前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動

車の外側に見やすいように表示しなければならない。 
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（使用廃止の届出） 

第５条 第３条の規定による表示番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂

等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなったときは、その日から３０日以内に、

その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

（積載重量の自重計の取付け） 

第６条 土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準

に適合する積載重量の自重計（積載重量を自動的に計量するための装置をいう。）を当該土砂等運搬

大型自動車に取り付けなければならない。 

（使用の制限及び禁止） 

第７条 国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬

大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該土砂等運搬大

型自動車を使用する者に対し、六箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、

又は禁止することができる。ただし、当該運転者に対し当該違反行為を防止するために相当の注意

及び監督が尽くされたことの証明があったときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者につい

ては、この限りでない。 

 ⑴ 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第１１７条の違反

行為をしたとき。 

 ⑵ 道路交通法第１１７条の２第１号若しくは第３号、第１１７条の２の２第１号又は第１１８条

第１項第７号の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。 

 ⑶ 道路交通法第１１７条の２の２第３号若しくは第７号、第１１８条第１項第１号若しくは第２

号又は第１１９条第１項第１号から第２号の２まで、第３号の２、第５号、第９号の２若しくは

第１５号の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させたとき。 

２ 警視総監又は道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動

車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなったと認めたときは、すみやかに、意見

を附して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通

報しなければならない。 

第８条 国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労

働基準法第５条、第３２条、第３５条若しくは第３７条の規定若しくは同法第４０条の規定に基づ

いて発する命令の規定（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

第４４条の規定により適用される場合を含む。）又は労働安全衛生法第６８条の規定（労働者派遣法

第４５条の規定により適用される場合を含む。）に違反する行為があったときは、当該土砂等運搬大

型自動車を使用する者に対し、６箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、

又は禁止することができる。ただし、当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くさ

れたことの証明があったときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りで

ない。 

２ 都道府県労働局長は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、前

項の違反行為があったと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自

動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。 
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（自動車検査証の返納等） 

第９条 国土交通大臣は、第７条第１項又は前条第１項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を

禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣

に返納し、又は当該土砂等運搬大型自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取りはず

したうえ、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることがで

きる。 

２ 国土交通大臣は、前２条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了したときは、

前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返

付しなければならない。 

３ 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該土砂等運搬大型自動

車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。 

４ 国土交通大臣は、第１項の規定による命令に係る土砂等運搬大型自動車であって、道路運送車両

法第１６条第１項の申請（同法第１５条の２第５項の規定により申請があったものとみなされる場

合を含む。）に基づき一時抹消登録をしたものについては、前２条に規定する土砂等運搬大型自動車

の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第１８条の２第１項本文の登録識別情報を通知しない

ものとする。 

（不服申立てと訴訟との関係） 

第１０条 第７条第１項、第８条第１項又は前条第１項の規定による処分の取消しの訴えは、当該処

分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することが

できない。 

２ 前項に規定する処分については、行政手続法第２７条第２項の規定は、適用しない。 

（罰則） 

第１９条 第７条第１項又は第８条第１項の規定による処分に違反した者は、３月以下の懲役若しく

は５万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

第２０条 次の各号の１に該当する者は、３万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 第４条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者 

 ⑵ 第９条第１項の規定による命令に違反した者 

 ⑶ 第９条第３項の規定に違反した者 

第２１条 次の各号の１に該当する者は、１万円以下の罰金に処する。 

 ⑴ 第６条の規定に違反した者 

 ⑵ 第１６条第１項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

 ⑶ 第１６条第２項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問

に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第２２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは

人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第１９条から前条までの違反行為

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第２３条 第３条第１項若しくは第３項又は第５条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出

をした者は、３万円以下の過料に処する。 
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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故

の防止等に関する特別措置法施行令（抄） 
（昭和４２年１２月１８日政令第３６３号） 

（土砂等の範囲） 

第１条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第２条第１項の政

令で定める物は、次に掲げる物とする。 

 ⑴ 砂利（砂及び玉石を含む。）又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びア

スファルト・コンクリート 

 ⑵ 鉱さい、廃鉱及び石炭がら 

 ⑶ コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず 

 ⑷ 砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂 

 

 

民法（抄） 
（明治２９年４月２７日法律第８９号） 

（不動産に関する物権の変動の対抗要件） 

第１７７条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定め

るところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

（動産に関する物権の譲渡の対抗要件） 

第１７８条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することがで

きない。 

（混同） 

第１７９条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅

する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 

２ 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、

消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 

３ 前２項の規定は、占有権については、適用しない。 

（隣地の使用請求） 

第２０９条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必

要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に

立ち入ることはできない。 

２ 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 

（公道に至るための他の土地の通行権） 

第２１０条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲ん

でいる他の土地を通行することができる。 
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２ 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土

地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 

第２１１条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために

必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 

２ 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 

第２１２条 第２１０条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償

金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、１年

ごとにその償金を支払うことができる。 

第２１３条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るた

め、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを

要しない。 

２ 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 

（自然水流に対する妨害の禁止） 

第２１４条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 

（水流の障害の除去） 

第２１５条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地

の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 

（水流に関する工作物の修繕等） 

第２１６条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己

の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有

者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることがで

きる。 

（費用の負担についての慣習） 

第２１７条 前２条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。 

（雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止） 

第２１８条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならな

い。 

（水流の変更） 

第２１９条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路

又は幅員を変更してはならない。 

２ 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することがで

きる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。 

３ 前２項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 

（排水のための低地の通水） 

第２２０条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農

工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができ

る。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。 
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（通水用工作物の使用） 

第２２１条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工

作物を使用することができる。 

２ 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置

及び保存の費用を分担しなければならない。 

（堰の設置及び使用） 

第２２２条 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属する

ときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損

害に対して償金を支払わなければならない。 

２ 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することがで

きる。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

（境界標の設置） 

第２２３条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 

（境界標の設置及び保存の費用） 

第２２４条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用

は、その土地の広狭に応じて分担する。 

（囲障の設置） 

第２２５条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他

の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 

２ 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のも

のであって、かつ、高さ２メートルのものでなければならない。 

（囲障の設置及び保存の費用） 

第２２６条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 

（相隣者の一人による囲障の設置） 

第２２７条 相隣者の一人は、第２２５条第２項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に

規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負

担しなければならない。 

（囲障の設置等に関する慣習） 

第２２８条 前３条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 

（境界標等の共有の推定） 

第２２９条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定

する。 

第２３０条 １棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。 

２ 高さの異なる２棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その

障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、

この限りでない。 
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（共有の障壁の高さを増す工事） 

第２３１条 相隣者の１人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事

に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。 

２ 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単

独の所有に属する。 

第２３２条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 

（竹木の枝の切除及び根の切取り） 

第２３３条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させるこ

とができる。 

２ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 

（境界線付近の建築の制限） 

第２３４条 建物を築造するには、境界線から５０センチメートル以上の距離を保たなければならな

い。 

２ 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止さ

せ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から１年を経過し、又はその建物が

完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 

第２３５条 境界線から１メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側

（ベランダを含む。次項において同じ。）を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 

２ 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して

算出する。 

（境界線付近の建築に関する慣習） 

第２３６条 前２条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 

（境界線付近の掘削の制限） 

第２３７条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から２メートル以上、池、穴

蔵又はし尿だめを掘るには境界線から１メートル以上の距離を保たなければならない。 

２ 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの２分の１以上の距離を保た

なければならない。ただし、１メートルを超えることを要しない。 

（境界線付近の掘削に関する注意義務） 

第２３８条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出

を防ぐため必要な注意をしなければならない。 

（共有物の管理） 

第２５２条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その

過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 

（共有物に関する負担） 

第２５３条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 

２ 共有者が１年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその

者の持分を取得することができる。 
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（共有物についての債権） 

第２５４条 共有者の１人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対

しても行使することができる。 

（持分の放棄及び共有者の死亡） 

第２５５条 共有者の１人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持

分は、他の共有者に帰属する。 

（共有物の分割請求） 

第２５６条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、５年を超えない

期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 

２ 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から５年を超え

ることができない。 

第２５７条 前条の規定は、第２２９条に規定する共有物については、適用しない。 

（地上権の内容） 

第２６５条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する

権利を有する。 

（地代） 

第２６６条 第２７４条から第２７６条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払

わなければならない場合について準用する。 

２ 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を

準用する。 

（相隣関係の規定の準用） 

第２６７条 前章第１節第２款（相隣関係）の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との

間について準用する。ただし、第２２９条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けら

れた場合に限り、地上権者について準用する。 

（地上権の存続期間） 

第２６８条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、

地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、１年

前に予告をし、又は期限の到来していない１年分の地代を支払わなければならない。 

２ 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、２

０年以上５０年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の

事情を考慮して、その存続期間を定める。 

（工作物等の収去等） 

第２６９条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去

することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したと

きは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。 

２ 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 

（地下又は空間を目的とする地上権） 

第２６９条の２ 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とする
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ことができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を

加えることができる。 

２ 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権

利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。こ

の場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることが

できない。 

（地役権の内容） 

第２８０条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権

利を有する。ただし、第３章第１節（所有権の限界）の規定（公の秩序に関するものに限る。）に違

反しないものでなければならない。 

（地役権の付従性） 

第２８１条 地役権は、要役地（地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。

以下同じ。）の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する

他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。 

（地役権の不可分性） 

第２８２条 土地の共有者の１人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存す

る地役権を消滅させることができない。 

２ 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について

存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 

（地役権の時効取得） 

第２８３条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効に

よって取得することができる。 

第２８４条 土地の共有者の１人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取

得する。 

２ 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じ

ない。 

３ 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その１人について時効の停止の原因があっても、

時効は、各共有者のために進行する。 

（用水地役権） 

第２８５条 用水地役権の承役地（地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの

をいう。以下同じ。）において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地

の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設

定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水

の使用を妨げてはならない。 

（承役地の所有者の工作物の設置義務等） 

第２８６条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のため
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に工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、そ

の義務を負担する。 

第２８７条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者

に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 

（承役地の所有者の工作物の使用） 

第２８８条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地

の上に設けられた工作物を使用することができる。 

２ 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の

費用を分担しなければならない。 

（承役地の時効取得による地役権の消滅） 

第２８９条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これ

によって消滅する。 

第２９０条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中

断する。 

（地役権の消滅時効） 

第２９１条 第１６７条第２項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権につい

ては最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生

じた時から起算する。 

第２９２条 要役地が数人の共有に属する場合において、その１人のために時効の中断又は停止があ

るときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。 

第２９３条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。 

（地上権等がある場合等における売主の担保責任）  

第５６６条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、

買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、

契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損

害賠償の請求のみをすることができる。  

２ 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及び

その不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。  

３ 前２項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から１年以内

にしなければならない。  

（抵当権等がある場合における売主の担保責任）  

第５６７条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所

有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。  

２ 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求する

ことができる。  

３ 前２項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 

（売主の瑕疵担保責任）  

第５７０条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第５６６条の規定を準用する。ただし、強
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制競売の場合は、この限りでない。 

（委任） 

第６４３条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾す

ることによって、その効力を生ずる。 

（受任者の注意義務） 

第６４４条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務

を負う。 

（受任者による報告） 

第６４５条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任

が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 

（受任者による受取物の引渡し等） 

第６４６条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡

さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 

２ 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 

（受任者の金銭の消費についての責任） 

第６４７条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のた

めに消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、

なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 

（受任者の報酬） 

第６４８条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 

２ 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求すること

ができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第６２４条第２項の規定を準用する。 

３ 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者

は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 

（受任者による費用の前払請求） 

第６４９条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、そ

の前払をしなければならない。 

（受任者による費用等の償還請求等） 

第６５０条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に

対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 

２ 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自

己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期

にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 

３ 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠

償を請求することができる。 

（委任の解除） 

第６５１条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 

２ 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の
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損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 

（委任の解除の効力） 

第６５２条 第６２０条の規定は、委任について準用する。 

（委任の終了事由） 

第６５３条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 

 ⑴ 委任者又は受任者の死亡 

 ⑵ 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 

 ⑶ 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 

（委任の終了後の処分） 

第６５４条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しく

は法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに

至るまで、必要な処分をしなければならない。 

（委任の終了の対抗要件） 

第６５５条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたとき

でなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 

（準委任） 

第６５６条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 

（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任） 

第７１７条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、そ

の工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発

生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 

３ 前２項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所

有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 

 

 

地方自治法（抄） 
（昭和２２年４月１７日法律第６７号） 

（公有財産の範囲及び分類） 

第２３８条 この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に

掲げるもの（基金に属するものを除く。）をいう。 

３ 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 

４ 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財

産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 

（行政財産の管理及び処分） 

第２３８条の４ 行政財産は、次項から第４項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換

し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができ
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ない。 

２ 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は

私権を設定することができる。 

 ⑴ 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の

土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに

資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と１棟の

建物を区分して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する普通地方公共

団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸

し付けるとき。 

 ⑵ 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に

１棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合 

 ⑶ 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者

と１棟の建物を区分して所有するためその者（当該建物のうち行政財産である部分を管理する普

通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当

該土地を貸し付ける場合 

 ⑷ 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地（以下この号において

「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合にお

いて、当該普通地方公共団体以外の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の

適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸し付けると

き（前３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。 

 ⑸ 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その

他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定すると

き。 

 ⑹ 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政

令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。 

３ 前項第２号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上

に所有する１棟の建物の一部（以下この項及び次項において「特定施設」という。）を当該普通地方

公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財

産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者

に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。 

４ 前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政財産である土地の

貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。 

５ 前３項の場合においては、次条第４項及び第５項の規定を準用する。 

６ 第１項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 

８ 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法の規定は、これを適

用しない。 

９ 第７項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため
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必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長

又は委員会は、その許可を取り消すことができる。 

（普通財産の管理及び処分） 

第２３８条の５ 普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的と

し、又はこれに私権を設定することができる。 

２ 普通財産である土地（その土地の定着物を含む。）は、当該普通地方公共団体を受益者として政令

で定める信託の目的により、これを信託することができる。 

３ 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券（以下この項において「国債等」という。）は、

当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額

に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とす

る場合に限り、信託することができる。 

４ 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体におい

て公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除す

ることができる。 

５ 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につきそ

の補償を求めることができる。 

６ 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定

して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用

途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該

普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。 

７ 第４項及び第５項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は

普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。 

８ 第４項から第６項までの規定は、普通財産である土地（その土地の定着物を含む。）を信託する場

合に準用する。 

９ 第７項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な

事項は、政令でこれを定める。 

（公の施設） 

第２４４条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設

（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第３項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な理

由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはな

らない。 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほ

か、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、

これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出



－８７８－ 

 

席議員の３分の２以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、

条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの（以

下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせるこ

とができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他

必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共

団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料

金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるとこ

ろにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利

用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するた

め、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、

又は必要な指示をすることができる。 

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 

 

地方自治法施行令（抄） 
（昭和２２年５月３日号外政令第１６号） 

（行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物） 

第１６９条 地方自治法第２３８条の４第２項第１号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土

地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土

地に定着する工作物とする。 

（行政財産である土地を貸し付けることができる法人） 

第１６９条の２ 地方自治法第２３８条の４第２項第２号に規定する政令で定める法人は、次に掲げ

る法人とする。 

 ⑴ 特別の法律により設立された法人で国又は普通地方公共団体において出資しているもののうち、

総務大臣が指定するもの 

 ⑵ 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人並びに普通地
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方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している一般社団

法人及び一般財団法人並びに株式会社 

 ⑶ 公共団体又は公共的団体で法人格を有するもののうち、当該普通地方公共団体が行う事務と密

接な関係を有する事業を行うもの 

 ⑷ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職

員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 

（行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合） 

第１６９条の３ 地方自治法第２３８条の４第２項第４号に規定する政令で定める場合は、同号に規

定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使

用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。 

（行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等） 

第１６９条の４ 地方自治法第２３８条の４第２項第５号に規定する政令で定める法人は、次に掲げ

る法人とする。 

 ⑴ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法第３条第１項の許可を受けた鉄道

事業者及び軌道法第３条の特許を受けた軌道経営者 

 ⑵ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法第１条に規定する会社及

び地方道路公社 

 ⑶ 電気事業法第２条第１項第１０号に規定する電気事業者 

 ⑷ ガス事業法第２条第２項に規定する一般ガス事業者、同条第４項に規定する簡易ガス事業者及

び同条第６項に規定するガス導管事業者 

 ⑸ 水道法第３条第５項に規定する水道事業者 

 ⑹ 電気通信事業法第１２０条第１項に規定する認定電気通信事業者 

２ 地方自治法第２３８条の４第２項第５号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 

 ⑴ 軌道 

 ⑵ 電線路 

 ⑶ ガスの導管 

 ⑷ 水道（工業用水道を含む。）の導管 

 ⑸ 下水道の排水管及び排水渠 

 ⑹ 電気通信線路 

 ⑺ 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備 

（行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等） 

第１６９条の５ 地方自治法第２３８条の４第２項第６号に規定する政令で定める法人は、電気事業

法第２条第１項第１０号に規定する電気事業者とする。 

２ 地方自治法第２３８条の４第２項第６号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とす

る。 
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宅地建物取引業法（抄） 
（昭和２７年６月１０日法律第１７６号） 

（目的） 

第１条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規

制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、

宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑

化とを図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

 ⑴ 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第８条第１項第１号の用途地域内のそ

の他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられてい

るもの以外のものを含むものとする。 

 ⑵ 宅地建物取引業 宅地若しくは建物（建物の一部を含む。以下同じ。）の売買若しくは交換又は

宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうも

のをいう。 

 ⑶ 宅地建物取引業者 第３条第１項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。 

（業務処理の原則） 

第３１条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなけ

ればならない。 

２ 宅地建物取引業者は、第５０条の２第１項に規定する取引一任代理等を行うに当たっては、投機

的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。 

（誇大広告等の禁止） 

第３２条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物

の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は

代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借

のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、

若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 

（広告の開始時期の制限） 

第３３条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該

工事に関し必要とされる都市計画法第２９条第１項又は第２項の許可、建築基準法第６条第１項の

確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る

宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 

（自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限） 

第３３条の２ 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる

売買契約（予約を含む。）を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

 ⑴ 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約（予約を含み、その効力の発生が条件に
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係るものを除く。）を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できる

ことが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。 

 ⑵ 当該宅地又は建物の売買が第４１条第１項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して

同項第１号又は第２号に掲げる措置が講じられているとき。 

（媒介契約） 

第３４条の２ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、

遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければ

ならない。 

 ⑴ 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、

構造その他当該建物を特定するために必要な表示 

 ⑵ 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額 

 ⑶ 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は

代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に

関する事項 

 ⑷ 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項 

 ⑸ 当該宅地又は建物の第５項に規定する指定流通機構への登録に関する事項 

 ⑹ 報酬に関する事項 

 ⑺ その他国土交通省令・内閣府令で定める事項 

２ 宅地建物取引業者は、前項第２号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明

らかにしなければならない。 

３ 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒

介契約の有効期間は、３月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間

は、３月とする。 

４ 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から３月を

超えることができない。 

５ 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通

省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、

売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交

通大臣が指定する者に登録しなければならない。 

６ 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第５０条の６に規定する登録を証する書面を

遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。 

７ 前項の宅地建物取引業者は、第５項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約

が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定

流通機構に通知しなければならない。 

８ 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処

理状況を２週間に１回以上（依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は

交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、１週間に１回以上）

報告しなければならない。 
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９ 第３項から第６項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。 

（代理契約） 

第３４条の３ 前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契

約について準用する。 

（重要事項の説明等） 

第３５条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理

を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、

その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が

成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記

載した書面（第５号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければなら

ない。 

 ⑴ 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の

表題部に記録された所有者の氏名（法人にあっては、その名称） 

 ⑵ 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別（当該契約の目的物が宅地

であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約

であるかの別をいう。）に応じて政令で定めるものに関する事項の概要 

 ⑶ 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項 

 ⑷ 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況（これらの施設が整備され

ていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項） 

 ⑸ 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了

時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項 

 ⑹ 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第２条第１項に規定する区分所有権の目的であるも

のであるときは、当該建物を所有するための１棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同

条第４項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の１棟の建物又はその敷地（１団地内に

数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に

属する場合には、その土地を含む。）に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約

内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの 

 ⑺ 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的 

 ⑻ 契約の解除に関する事項 

 ⑼ 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 

 ⑽ 第４１条第１項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第４１条の２の

規定による措置の概要 

 ⑾ 支払金又は預り金（宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関

し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭（第４１条第１項又は第４１条の２第１項の規定

により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。）であって国土交通省令・内閣府令で定める

ものをいう。）を受領しようとする場合において、第６４条の３第２項の規定による保証の措置そ

の他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合に

おけるその措置の概要 
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 ⑿ 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が

成立しないときの措置 

 ⒀ 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国

土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその

措置の概要 

 ⒁ その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次の

イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項 

  イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅

地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令 

  ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令 

２ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売（代金の全部又は一部について、目的物の引渡し

後１年以上の期間にわたり、かつ、２回以上に分割して受領することを条件として販売することを

いう。以下同じ。）の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販

売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事

項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 

 ⑴ 現金販売価格（宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。） 

 ⑵ 割賦販売価格（割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。） 

 ⑶ 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金（割賦販売の契約に基づく各回ごとの

代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第４２条第１項において同じ。）の額並びにその

支払の時期及び方法 

３ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託（当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限

る。）の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信

託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取

引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第５号にお

いて図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買

の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、こ

の限りでない。 

 ⑴ 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義

人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名（法人にあっては、その名称） 

 ⑵ 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で

政令で定めるものに関する事項の概要 

 ⑶ 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 

 ⑷ 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設

の整備の状況（これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整

備についての特別の負担に関する事項） 

 ⑸ 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであると

きは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項 

 ⑹ 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第２条第１項に規定する区分所有権
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の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための１棟の建物の敷地に関する権利の種

類及び内容、同条第４項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の１棟の建物又はその敷

地（１団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の

所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。）に関する権利及びこれらの管理又は使用に関

する事項で国土交通省令で定めるもの 

 ⑺ その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定め

る事項 

４ 取引主任者は、前３項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなけれ

ばならない。 

５ 第１項から第３項までの書面の交付に当たっては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなけれ

ばならない。 

（契約締結等の時期の制限） 

第３６条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該

工事に関し必要とされる都市計画法第２９条第１項又は第２項の許可、建築基準法第６条第１項の

確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る

宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約

を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 

（書面の交付） 

第３７条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結

したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した

者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を

記載した書面を交付しなければならない。 

 ⑴ 当事者の氏名（法人にあっては、その名称）及び住所 

 ⑵ 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、

構造その他当該建物を特定するために必要な表示 

 ⑶ 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法 

 ⑷ 宅地又は建物の引渡しの時期 

 ⑸ 移転登記の申請の時期 

 ⑹ 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受

の時期及び目的 

 ⑺ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 

 ⑻ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 

 ⑼ 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該

あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 

 ⑽ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容 

 ⑾ 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険

契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容 

 ⑿ 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容 
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２ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその

相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次

に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 

 ⑴ 前項第１号、第２号、第４号、第７号、第８号及び第１０号に掲げる事項 

 ⑵ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法 

 ⑶ 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目

的 

３ 宅地建物取引業者は、前２項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、

当該書面に記名押印させなければならない。 

（事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等） 

第３７条の２ 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物

取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所（以下この条において「事務所等」

という。）以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結し

た買主（事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した

買主を除く。）は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契

約の解除（以下この条において「申込みの撤回等」という。）を行うことができる。この場合におい

て、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができ

ない。 

 ⑴ 買受けの申込みをした者又は買主（以下この条において「申込者等」という。）が、国土交通省

令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤

回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して８日を

経過したとき。 

 ⑵ 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき。 

２ 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。 

３ 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、

買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。 

４ 前３項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。 

（瑕疵担保責任についての特約の制限） 

第４０条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕

疵を担保すべき責任に関し、民法第５７０条において準用する同法第５６６条第３項に規定する期

間についてその目的物の引渡しの日から２年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するも

のより買主に不利となる特約をしてはならない。 

２ 前項の規定に反する特約は、無効とする。 

（不当な履行遅延の禁止） 

第４４条 宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し

又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。 

（秘密を守る義務） 

第４５条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことにつ
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いて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、ま

た同様とする。 

（業務に関する禁止事項） 

第４７条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げ

る行為をしてはならない。 

 ⑴ 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はそ

の契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行

使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のこと

を告げる行為 

  イ 第３５条第１項各号又は第２項各号に掲げる事項 

  ロ 第３５条の２各号に掲げる事項 

  ハ 第３７条第１項各号又は第２項各号（第１号を除く。）に掲げる事項 

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将

来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取

引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であ

って、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの 

 ⑵ 不当に高額の報酬を要求する行為 

 ⑶ 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為 

第４７条の２ 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、宅地建物取引業に係る

契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実で

あると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 

２ 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約

の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。 

３ 宅地建物取引業者等は、前２項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する

行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第３５条第１項第１４号イに規

定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定

めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令

で定めるものをしてはならない。 

 

 

宅地建物取引業法施行令（抄） 
（昭和３９年１２月２８日政令第３８３号） 

（法第３５条第３項第２号の法令に基づく制限） 

第３条の２ 法第３５条第３項第２号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第１項各号に

掲げる法律の規定（これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。）に基づく制限で当該信託財

産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第３８条第３項の規定により、なお従前の

例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限
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（同法第２６条及び第２８条の規定により同法第３８条第３項の規定の例によるものとされるもの

を含む。）で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。 

 

 

宅地建物取引業法施行規則（抄） 
（昭和３２年７月２２日建設省令第１２号） 

（法第３３条の２第１号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき） 

第１５条の６ 法第３３条の２第１号の国土交通省令・内閣府令で定めるときは、次に掲げるとおり

とする。 

 ⑴ 当該宅地が都市計画法の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開

発行為に関する工事に係るものであって、かつ、公共施設（同法第４条第１４項に規定する公共

施設をいう。）の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、

当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地につい

て同法第４０条第１項の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。 

 ⑵ 当該宅地が新住宅市街地開発法第２条第１項に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物

取引業者が施行するものに係るものであって、かつ、公共施設（同条第５項に規定する公共施設

をいう。）の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当

該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第２９条第１項の規定の

適用を受けることが確実と認められるとき。 

 ⑶ 当該宅地が土地区画整理法第１００条の２の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する

土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第８３条の規定に

おいて準用する土地区画整理法第１００条の２の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理す

る土地（以下この号において「保留地予定地」という。）である場合において、当該宅地建物取引

業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当

該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結している

とき。 

 ⑷ 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であっ

て当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者（当該宅地建物取引業者を含

む場合に限る。）に移転することを約するものを締結しているとき。 

（媒介契約の書面の記載事項） 

第１５条の７ 法第３４条の２第１項第７号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる

ものとする。 

 ⑴ 専任媒介契約にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交

換の契約を成立させたときの措置 

 ⑵ 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又

は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約（次条及び第１５条の９に

おいて「専属専任媒介契約」という。）にあっては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換
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の契約を締結したときの措置 

 ⑶ 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、

かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあっては、依頼者が明示していな

い他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置 

 ⑷ 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別 

（指定流通機構への登録期間） 

第１５条の８ 法第３４条の２第５項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から

７日（専属専任媒介契約にあっては、５日）とする。 

２ 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。 

（指定流通機構への登録事項） 

第１５条の９ 法第３４条の２第５項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの 

 ⑵ 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあっては、当該宅地又

は建物の評価額 

 ⑶ 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあっては、その旨 

（指定流通機構への通知） 

第１５条の１１ 法第３４条の２第７項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとす

る。 

 ⑴ 登録番号 

 ⑵ 宅地又は建物の取引価格 

 ⑶ 売買又は交換の契約の成立した年月日 

（法第３５条第１項第５号の国土交通省令・内閣府令で定める事項） 

第１６条 法第３５条第１項第５号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあって

は宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあって

は建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備

の設置及び構造とする。 

（法第３５条第１項第６号の国土交通省令・内閣府令で定める事項） 

第１６条の２ 法第３５条第１項第６号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契

約以外の契約にあっては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあっては第３号及び第８号に掲げる

ものとする。 

 ⑴ 当該建物を所有するための１棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容 

 ⑵ 建物の区分所有等に関する法律第２条第４項に規定する共用部分に関する規約の定め（その案

を含む。）があるときは、その内容 

 ⑶ 区分所有法第２条第３項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが

あるときは、その内容 

 ⑷ 当該１棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約（これに類するもの

を含む。）の定め（その案を含む。）があるときは、その内容 

 ⑸ 当該１棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者
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が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内

容 

 ⑹ 当該１棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、

その内容及び既に積み立てられている額 

 ⑺ 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額 

 ⑻ 当該１棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名

（法人にあっては、その商号又は名称）及び住所（法人にあっては、その主たる事務所の所在地） 

 ⑼ 当該１棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 

（瑕疵担保責任の履行に関する措置） 

第１６条の４の２ 法第３５条第１項第１３号の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次の各号

のいずれかに掲げるものとする。 

 ⑴ 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締

結 

 ⑵ 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保するこ

とを委託する契約の締結 

 ⑶ 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証

することを委託する契約の締結 

 ⑷ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第１１条第１項に規定する住宅販売瑕疵担

保保証金の供託 

（法第３５条第１項第１４号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項） 

第１６条の４の３ 法第３５条第１項第１４号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省

令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあっては第１号から第３号までに掲げるもの、建

物の売買又は交換の契約にあっては第１号から第６号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあっ

ては第１号から第３号まで及び第８号から第１３号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあって

は第１号から第５号まで及び第７号から第１２号までに掲げるものとする。 

 ⑴ 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法第２０条第１項により指定された造成宅地防災区域内に

あるときは、その旨 

 ⑵ 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第６条

第１項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 

 ⑶ 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項により指定された津波災

害警戒区域内にあるときは、その旨 

 ⑷ 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容 

 ⑸ 当該建物（昭和５６年６月１日以降に新築の工事に着手したものを除く。）が建築物の耐震改修

の促進に関する法律第４条第１項に規定する基本方針のうち同条第２項第３号の技術上の指針と

なるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容 

  イ 建築基準法第７７条の２１第１項に規定する指定確認検査機関 

  ロ 建築士法第２条第１項に規定する建築士 

  ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関 
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  ニ 地方公共団体 

 ⑹ 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する住宅性能評価を受け

た新築住宅であるときは、その旨 

 ⑺ 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況 

 ⑻ 契約期間及び契約の更新に関する事項 

 ⑼ 借地借家法第２条第１号に規定する借地権で同法第２２条の規定の適用を受けるものを設定し

ようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第３８条第１項若しくは高齢者の居住の安定確保に関

する法律第５２条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨 

 ⑽ 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項（当該建物が区分所有法第２条

第１項に規定する区分所有権の目的であるときにあっては、第１６条の２第３号に掲げる事項を

除く。） 

 ⑾ 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することと

されている金銭の精算に関する事項 

 ⑿ 当該宅地又は建物（当該建物が区分所有法第２条第１項に規定する区分所有権の目的であるも

のを除く。）の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名（法人にあっては、

その商号又は名称）及び住所（法人にあっては、その主たる事務所の所在地） 

 ⒀ 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その

内容 

（法第３５条第３項ただし書の国土交通省令で定める場合） 

第１６条の４の４ 法第３５条第３項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とす

る。 

 ⑴ 金融商品取引法第２条第３１項に規定する特定投資家（同法第３４条の２第５項により特定投

資家以外の顧客とみなされる者を除く。）及び同法第３４条の３第４項により特定投資家とみなさ

れる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合 

 ⑵ 信託の受益権の売買契約の締結前１年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約

について書面を交付して説明をしている場合 

 ⑶ 売買の相手方に対し金融商品取引法第２条第１０項に規定する目論見書（書面を交付して説明

すべき事項のすべてが記載されているものに限る。）を交付している場合 

２ 書面を交付して説明をした日（この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた

日を含む。）から１年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行った場合に

は、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第２号の規定を適用す

る。 

（法第３５条第３項第５号の国土交通省令で定める事項） 

第１６条の４の５ 法第３５条第３項第５号に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産

が宅地の場合にあっては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、

建物の場合にあっては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又

は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。 
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（法第３５条第３項第６号の国土交通省令で定める事項） 

第１６条の４の６ 法第３５条第３項第６号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 当該信託財産である建物を所有するための１棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容 

 ⑵ 区分所有法第２条第４項に規定する共用部分に関する規約の定め（その案を含む。があるとき

は、その内容 

 ⑶ 区分所有法第２条第３項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが

あるときは、その内容 

 ⑷ 当該信託財産である１棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約（こ

れに類するものを含む。）の定め（その案を含む。）があるときは、その内容 

 ⑸ 当該信託財産である１棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当

該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある

ときは、その内容 

 ⑹ 当該信託財産である１棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定

めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額 

 ⑺ 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額 

 ⑻ 当該信託財産である１棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受け

ている者の氏名（法人にあっては、その商号又は名称）及び住所（法人にあっては、その主たる

事務所の所在地） 

 ⑼ 当該信託財産である１棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 

（法第３５条第３項第７号の国土交通省令で定める事項） 

第１６条の４の７ 法第３５条第３項第７号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の

場合にあっては第１号から第３号まで及び第７号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあっ

ては第１号から第７号までに掲げるものとする。 

 ⑴ 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第２０条第１項により指定された造成宅

地防災区域内にあるときは、その旨 

 ⑵ 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第６条第１項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 

 ⑶ 当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項により指

定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 

 ⑷ 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、

その内容 

 ⑸ 当該信託財産である建物（昭和５６年６月１日以降に新築の工事に着手したものを除く。）が建

築物の耐震改修の促進に関する法律第４条第１項に規定する基本方針のうち同条第２項第３号の

技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、

その内容 

  イ 建築基準法第７７条の２１第１項に規定する指定確認検査機関 

  ロ 建築士法第２条第１項に規定する建築士 

  ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関 
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  ニ 地方公共団体 

 ⑹ 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に規定する住宅

性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 

 ⑺ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結そ

の他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要 

  イ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は

責任保険契約の締結 

  ロ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任

保険を付保することを委託する契約の締結 

  ハ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行

等が連帯して保証することを委託する契約の締結 

（法第３７条の２第１項の国土交通省令・内閣府令で定める場所） 

第１６条の５ 法第３７条の２第１項の国土交通省令・内閣府令で定める場所は、次に掲げるものと

する。 

 ⑴ 次に掲げる場所のうち、法第１５条第１項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべき

もの 

  イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有する

もの 

  ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所（土地に定着する建物内に設けられ

るものに限る。ニにおいて同じ。）を設置して行う場合にあっては、その案内所 

  ハ 当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又

は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事

務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの 

  ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受

けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内

所 

  ホ 当該宅地建物取引業者（当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建

物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他

の宅地建物取引業者を含む。）が法第１５条第１項の規定により同項に規定する取引主任者を置

くべき場所（土地に定着する建物内のものに限る。）で宅地又は建物の売買契約に関する説明を

した後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内にお

いて実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所 

 ⑵ 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約

に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所 

（申込みの撤回等の告知） 

第１６条の６ 法第３７条の２第１項第１号の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及び

その申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交

付して告げなければならない。 
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 ⑴ 買受けの申込みをした者又は買主の氏名（法人にあっては、その商号又は名称）及び住所 

 ⑵ 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号 

 ⑶ 告げられた日から起算して８日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、

その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を

行うことができること。 

 ⑷ 前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、宅地建物取引業者は、その

買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することがで

きないこと。 

 ⑶ 第３号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の

解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。 

 ⑹ 第３号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があった場合において、その買受けの申込

み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、

遅滞なく、その全額を返還すること。 

（法第４７条の２第３項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為） 

第１６条の１２ 法第４７条の２第３項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める

行為は、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、

次に掲げる行為をすること。 

  イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させ

るべき断定的判断を提供すること。 

  ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを

拒むこと。 

  ハ 当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当

該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。 

  ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思（当該勧誘を引き続き受ける

ことを希望しない旨の意思を含む。）を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。 

  ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。 

  ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困

惑させること。 

 ⑵ 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還

することを拒むこと。 

 ⑶ 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当

該契約の解除を拒み、又は妨げること。 
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行政書士法（抄） 
（昭和２６年２月２２日法律第４号） 

（業務） 

第１条の２ 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類（その作成に代えて

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成す

る場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。）その他権利義務又は事

実証明に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。）を作成することを業とする。 

２ 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されて

いるものについては、業務を行うことができない。 

第１条の３ 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事

務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項

については、この限りでない。 

 ⑴ 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する

手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等（行政手続法第２条第３号に規定する許認可

等及び当該書類の受理をいう。）に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見

陳述のための手続において当該官公署に対してする行為（弁護士法第７２条に規定する法律事件

に関する法律事務に該当するものを除く。）について代理すること。 

 ⑵ 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作

成すること。 

 ⑶ 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 

（行政書士の責務） 

第１０条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような

行為をしてはならない。 

（依頼に応ずる義務） 

第１１条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 

（秘密を守る義務） 

第１２条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏ら

してはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。 

（業務の制限） 

第１９条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第１条の２に規定する業務を行うことが

できない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務

省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定め

る者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 

２ 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管

する国務大臣の意見を聴くものとする。 
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（名称の使用制限） 

第１９条の２ 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 

２ 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 

３ 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又

はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。 

（行政書士の使用人等の秘密を守る義務） 

第１９条の３ 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務

上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用

人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。 

 

 

行政書士法施行規則（抄） 
（昭和２６年２月２８日総理府令第５号） 

（他人による業務取扱の禁止） 

第４条 行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者で

ある行政書士（以下この条において「従業者である行政書士」という。）に行わせる場合又は依頼人

の同意を得て、他の行政書士（従業者である行政書士を除く。）若しくは行政書士法人に行わせる場

合は、この限りでない。 

（業務の公正保持等） 

第６条 行政書士は、その業務を行うに当っては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなけれ

ばならない。 

２ 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。 

（業務取扱の順序及び迅速処理） 

第７条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、すみやかにその業務を処理しな

ければならない。 

（依頼の拒否） 

第８条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければ

ならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなけ

ればならない。 

（書類等の作成） 

第９条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。 

２ 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない 
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二本松市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 
 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３３

条第３項及び都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「令」という。）第２９

条の２の規定に基づき、開発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （法第３３条第３項の規定による技術的細目の制限の緩和） 

第２条 法第３３条第３項の規定による技術的細目において定められた制限の緩和のうち、

令第２５条第６号に規定する開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の

開発行為における開発区域に、面積の合計が開発区域の３パーセント以上の公園、緑地又

は広場を設けることが必要な開発区域の面積は、令第２９条の２第２項第３号の規定によ

り、１ヘクタール以上とする。ただし、他法令により公園、緑地又は広場の設置基準が定

められている場合は、この限りでない。 

 （委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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